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１． 年金請求書等に添付する住民票等の原本及び振込先金融機関証明

の簡素化に関する取扱い

【年金給付部 給付指導グループ】

○ 【指示・依頼】年金請求書等に添付する住民票及び戸籍等の原本の取扱い

（平成 23 年 11月 24日 給付指 2011-288）

これまで多く寄せられたお客様からの要望にお応えするため、年金請求時等に

添付いただく「住民票」等の原本について、お客様の求めに応じ、原本の写しを

とらせていただき、その写しに「原本であることの証明」をしたうえで、原本を

お客様にお返しすることと整理したことをお知らせするものです。

○ 【指示・依頼】年金請求書等に預金通帳の写し等の添付を認める改正省令

（平成 23年 11 月 24日 給付指 2011-287）

「総務省行政評価局長から厚生労働省年金局長あてに発出されたあっせん」及び

「お客様からの要望」等を踏まえ、年金請求書等に預金通帳の写し等の添付を認める

省令が公布・施行（平成 23年 11月 18日）されたことをお示ししたものです。
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平成 23年 11月 24 日 

給付指 2011-288 

金 求 に添付 る住民 及び の 本の取扱い（指示・依  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

目的・趣旨 

年金請求書等には、国民年金法施行規則等に基づき「市区町村長の証明書」、「戸籍の抄本」及び「戸

籍の謄本」等の書類を添付いただくことになっております。今般、お客様から寄せられた「当該書類の

原本の返却を希望する」旨のご要望等を踏まえ、改めて取扱いを整理したのでお知らせします。 
 
 

ポイント（内容） 

１．原則として原本の添付を求める書類 

（１）原則として、国民年金法施行規則等に基づき添付を義務付けられている「市区町村長の証明書」、「戸

籍の抄本」及び「戸籍の謄本」等にあっては、原本の添付を求めて下さい。    

（２）ただし、年金の請求以外の目的で使用することがある、次の①②に例示する書類等の原本の提示が

なされ、原本の返却を求める旨の希望があった場合には、原本のコピーを取得した上で、所属長にお

いて原本証明を行い、お客様へ原本を返却して下さい。 

①公的機関が証明する書類 

   ＜例＞住民票（除票）の写し、戸籍（除籍）謄本（抄本）、外国人登録原票記載事項証明書、 

所得証明書、（非）課税証明書、居住証明書、在留資格証明書 等 

②法人が証明する書類 

  ＜例＞源泉徴収票、在籍証明書 等  

（３）郵送により年金請求書等が提出され、上記（２）に例示する書類等のコピーが添付されてきた場合

には、上記（１）に基づき原本の添付を求めて下さい。その後、郵送等により原本の提示がなされ、

原本の返却を求める旨の希望があった場合には、原本のコピーを取得した上で、所属長において原本

証明を行い、お客様へ原本を返却して下さい。 

２．原本の添付を求める書類  

○ 年金の請求を目的として、公の職務又は私人の立場において、当該請求に係る障害状態又は生計維持

関係の事実等に関する証明が付されている書類にあっては、必ず原本の添付を求めて下さい。 

＜例＞医師又は歯科医師の診断書、生計維持関係の事実に関する第三者証明 等 
 

※上記取扱いを踏まえ、平成 22 年 9 月 15 日「№2010－487疑義照会（回答）」は取下げ整理しました。 
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照会先 
 
本部 年金給付部 給付指導Ｇ 
担当 : 笠井、小野寺 
連絡先 :（直通）  

 

本部関係部 

サービス推進部、年金相談部、品質管理部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部 

審査担当ﾁｪｯｸ欄 ■ 
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平成 23年 11月 24 日 

給付指 2011-287 

年金 求 等に預金通 の写し等の添付を める改 省令 指示・依  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

目的・趣旨 

「総務省行政評価局長から厚生労働省年金局長あてに発出されたあっせん」及び「お客様からの要望」

等を踏まえ、「国民年金法施行規則等の一部を改正する省令（平成 23年厚生労働省令第 136号。以下「改

正省令」という。）」が平成 23 年 11 月 18日に公布・施行され、改正省令に基づき年金請求書等に預金通

帳の写し等の添付を認めることになったので、その取扱い等をお知らせします。 
 
 

ポイント（内容） 

１．改正省令の概要（平成 23 年 11月 18日年発 1118 第 1号）【別添１】 

○「預金通帳の記号番号」と記述されている箇所が「預金口座の口座番号」に改められました。 

○「払渡希望金融機関の証明書」と記述されている箇所に「預金通帳の写しその他の預金口座の口座番

号を明らかにすることができる書類」が加えられました。 

２．事務の取扱い（平成 23年 11月 18日年管管発 1118第 1号）【別添２】 

（１）請求書等に、次の①から③のいずれかが付されている場合には、当該請求書等に記入いただいた 

「金融機関名、支店名（支店コード）、口座番号、口座名義人」を証明するものとして取り扱います。 

   ①請求書等に押印された金融機関の証明印（金融機関の証明書） 

   ②預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類 

※預金通帳、キャッシュカード及び金融機関が発行する書類のコピー等 

※インターネット専業銀行等の場合には、インターネットからプリントアウトしたもの等 

   ③出張による年金相談等において、上記②の添付が困難であり、職員が上記②を目視で確認した場

合には、請求書等に押印された当該職員の証明印 

（２）請求書及びパンフレット等の帳票類並びに業務処理要領【マニュアル】については、順次見直しを

行い、該当箇所の追加・訂正は追ってお知らせいたします。 

３．市区町村役場への周知（平成 23年 11 月 18日年管発 1118第 2号）【別添３】 

 ○ 上記２の事務の取扱いにあっては、市区町村役場に対し、通常業務及び事務打ち合わせ等の機会を

利用して、十分に周知を行って下さい。 
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照会先 
 
本部 年金給付部 給付指導Ｇ 
担当 : 笠井、小野寺 
連絡先 :（直通）  

 

本部関係部 

経営企画部、事業企画部、サービス推進部、年金相談部、品質管理部 

業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部 

審査担当ﾁｪｯｸ欄 ■ 
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(2分冊の 1) 

O
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
六
号

国
民
年
金
法
(
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十

一
号
)
第
百
十
条
、

厚
生
年
金
保
険
法
(
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

十
五
号
)
第
百

一
条
、
船
員
保
険
法
(
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
)
第
百
五
十
五
条
、
確
定
拠
出
年
金
法
(
平
成

十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
)
第
百
十
六
条
、
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
(
平
成

十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
)
第
三
十
三
条
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特

例
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十

一
号
)
第
五
条
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の

給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十

一
年
法
律
第
三
十
七
号
)
第
二
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十

一
月
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣
小
宮
山
洋
子

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第
一
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第

一
項
第
八
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
第
十
二
号
中

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
目
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十

一
条
第

一
項
第
二
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「、
預
金
通
帳
の

写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第

一
項
第
六
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
三
十

一
条
第

一
項
第
十

一
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
目
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
第
十
三
号
中

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
第

一
項
第
十
二
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
第
十
四
号
中
「
前
項
」
を
「
第

一
項
」
に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改

め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第

一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
二
第

一
項
第
五
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
第
六
号
中

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
六
十

一
条
第

一
項
第
五
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
五
号
中

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
第

一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」

に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
の
二
中

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
、
同
条
第
二
項
第
三

号
中
「
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類」

と
」
を
削
る
。

第
六
十
三
条
の
三
第

一
項
第
六
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
九
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
八
十
条
第

一
項
第
三
号
イ
中

「払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
(
ロ
に
規
定
す
る
者
を
除

く
。)
」
を

「第
十
六
条
第

一
項
第
八
号
イ
に
規
定
す
る
者
」
に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座

番
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
を
希
望
す
る
者
(
預
金
口
座

へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
を
除
く
。)
」
を
「
第
十
六
条
第

一
項
第
八
号
ロ
に
規
定
す
る
者
」
に
改
め
る
。
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O
厚
生
労
働
省
令
第
百
三
十
六
号

国
民
年
金
法
(
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
)
第
百
十
条
、
厚
生
年
金
保
険
法
(
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

十
五
号
)
第
百

一
条
、
船
員
保
険
法
(
昭
和
十
四
年
法
律
第
七
十
三
号
)
第
百
五
十
五
条
、
確
定
拠
出
年
金
法
(
平
成

十
三
年
法
律
第
八
十
八
号
)
第
百
十
六
条
、
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
(
平
成

十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
)
第
三
十
三
条
、
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特

例
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
一
号
)
第
五
条
及
び
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の

給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
一
年
法
律
第
三
十
七
号
)
第
二
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十

一

月

十

八

日

厚

生

労

働
大
臣
小
宮
山
洋
子

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(
国
民
年
金
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第
一
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
二
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
八
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
第
十
二
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
目
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の

写
し
そ
の
他
の
預
金
目
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
三
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
第
十
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
第
十
二
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
第
十
四
号
中
「
前
項
」
を
「
第
一
項
」
に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改

め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

書
類
」
を
加
え
る
。

第
四
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
五
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
第
六
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
六
十

一
条
第
一
項
第
五
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
五
号
中

「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号」

に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
第

一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」

に
改
め
る
。

第
六
十
三
条
の
二
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
、
同
条
第
二
項
第
三

号
中
「
に
つ
い
て
の
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
の
証
明
書
」
と
あ
る
の
は
「
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

と
」
を
削
る
。

第
六
十
三
条
の
三
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
九
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
八
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
(
ロ
に
規
定
す
る
者
を
除

く
。)
」
を

「
第
十
六
条
第

一
項
第
八
号
イ
に
規
定
す
る
者
」
に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座

番
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
を
希
望
す
る
者
(
預
金
口
座

へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
を
除
く
。
)
」
を
「
第
十
六
条
第

一
項
第
八
号
ロ
に
規
定
す
る
者
」
に
改
め
る
。
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(
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第
二
条
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
九
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の

写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
第
九
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
十
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」

の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の

写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
六
十
条
第
一
項
第
十
四
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
第
十
四
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の

写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
第
三
号
中

「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」

の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
並
び
に
第
七
十
六
条
の
四
第
一
項
第
六
号
及
び
第
二
項
第

三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
(
ロ
に
規
定
す
る
者
を

除
く
。)
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
」
に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の

口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
を
希
望
す
る
者
(
預
金

口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
を
除
く
。
)
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
第
九
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
項
第
五
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号」

を
「
預
金
目
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」

の
下
に

「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
項
第
十
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十

一
項
第
十
一
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の

下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
目
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

(
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第

三

条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
(
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
、

「払
渡
金
融
機
関
」
を
「
払
渡
希
望

金
融
機
関
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。
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第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳

の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
第
三
号
中

「第一

項
第
五
号
イ
」
を
「
第

一
項
第
七
号
イ
」
に
、

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座

の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
第
八
号
中
「
前
項
第
十
号
イ
」
を
「
第

一
項
第
十
一
号
イ
」
に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口

座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
つ
い
て
の
」
の
下
に
「
当
該
」
を
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他

の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
」
を
「
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
」

に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
百
五
十
五
条
第

一
項
第
九

号
ロ
」
を

「
第
百
十
五
条
第

一
項
第
九
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「預

金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
十
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
第
百
十
五
条
第
一

項
第
九
号
ロ
」
の
下
に

「に
規
定
す
る
者
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
七
号
中
「
前
項
第

十
二
号
」
を
「
前
項
第
十
号
イ
」
に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」

の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え

る。
附
則
第

一
条
の
表
第
四
十
八
条
ノ
八
、
第
七
十
条
第

一
項
、
第
七
十

一
条
、
第
七
十
三
条
ノ
二
、
第
七
十
三
条
ノ

三
第
一
項
、
第
七
十
三
条
ノ
四
第
一
項
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
四
条
ノ
四
第
一
項
、
第
七
十
四
条
ノ
五
第
一
項
、

第
七
十
四
条
ノ
六
第
一
項
、
第
七
十
四
条
ノ
七
第
一
項
、
第
七
十
四
条
ノ
十
、
第
七
十
四
条
ノ
十
二
第
一
項
、
第
七

十
五
条
ノ
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
ノ
八
、
第
八
十
一
条
第
二
項
、
第
八
十

一
条
ノ
二
第
一
項
、
第
八
十
一
条
ノ
=
一、

第
八
十
一
条
ノ
四
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
三
ノ
二
第
二
項
、
第
八
十
二
条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
三

ノ
四
、
第
八
十
二
条
ノ
四
第

一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
四
ノ
二
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
九
第

一
項
、
第
八
十
二
条
ノ

十
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
十
ノ
二
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
十
ノ
三
、
第
八
十
二
条
ノ
十
二
第
一
項
、
第
八
十
二

条
ノ
十
七
ノ
四
、
第
八
十
二
条
ノ
十
七
ノ
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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(
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第
二
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
九
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
日
座
の
口
座
番
号」

に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
三
十
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中

「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「、
預
金
通
帳
の

写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
第
九
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
十
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

第
五
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号」

に
改
め
、
「
証
明
書」

の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の

写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
五
十
八
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
第
三
号
中

「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
六
十
条
第
一
項
第
十
四
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
第
十
四
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
目
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
六
十
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
日
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の

写
し
そ
の
他
の
預
金
目
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
第
六
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
第
三
号
中

「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」

の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
七
十
六
条
の
二
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
並
び
に
第
七
十
六
条
の
四
第
一
項
第
六
号
及
び
第
二
項
第

三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

第
八
十
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
金
融
機
関
を
希
望
す
る
者
(
ロ
に
規
定
す
る
者
を

除
く
。)
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
に
規
定
す
る
者
」
に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の

口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「払
渡
し
を
受
け
る
機
関
に
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
等
を
希
望
す
る
者
(
預
金

口
座
へ
の
払
込
み
を
希
望
す
る
者
を
除
く
。
)
」
を
「
第
三
十
条
第
一
項
第
十
一
号
ロ
に
規
定
す
る
者
」
に
改
め
る
。

附
則
第
六
項
第
九
号
イ
中

「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
七
項
第
五
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
目
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」

の
下
に

「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
項
第
十
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十

一
項
第
十
一
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の

下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
目
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

(
船
員
保
険
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第

三

条

船
員
保
険
法
施
行
規
則
(
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
、
「
払
渡
金
融
機
関
」
を
「
払
渡
希
望

金
融
機
関
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

(号外第 248号)報官金曜日平成 23年 11月 18日

第
百
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
日
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳

の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
三
項
第
三
号
中

「第一

項
第
五
号
イ
」
を
「
第

一
項
第
七
号
イ
」
に
、

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座

の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
目
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
九
条
第
一
項
第
十
一
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
第
八
号
中
「
前
項
第
十
号
イ
」
を
「
第
一
項
第
十
一
号
イ
」
に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口

座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
つ
い
て
の
」
の
下
に
「
当
該
」
を
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他

の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

第
百
三
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
」
を
「
第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
イ
」

に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号」

に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
百
五
十
五
条
第
一
項
第
九

号
ロ
」
を
「
第
百
十
五
条
第

一
項
第
九
号
ロ
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「預

金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
百
三
十
一
条
第
一
項
第
十
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中

「第
百
十
五
条
第
一
項
第
九
号
ロ
」
の
下
に
「
に
規
定
す
る
者
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
七
号
中
「
前
項
第

十
二
号
」
を
「
前
項
第
十
号
イ
」
に
、
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」

の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え

る
。附

則
第

一
条
の
表
第
四
十
八
条
ノ
八
、
第
七
十
条
第

一
項
、
第
七
十

一
条
、
第
七
十
三
条
ノ
二
、
第
七
十
三
条
ノ

三
第
一
項
、
第
七
十
三
条
ノ
四
第
一
項
、
第
七
十
四
条
、
第
七
十
四
条
ノ
四
第
一
項
、
第
七
十
四
条
ノ
五
第
一
項
、

第
七
十
四
条
ノ
六
第
一
項
、
第
七
十
四
条
ノ
七
第
一
項
、
第
七
十
四
条
ノ
十
、
第
七
十
四
条
ノ
十
二
第
一
項
、
第
七

十
五
条
ノ
七
第
一
項
、
第
七
十
五
条
ノ
八
、
第
八
十
一
条
第
二
項
、
第
八
十

一
条
ノ
二
第
一
項
、
第
八
十
一
条
ノ
=
一、

第
八
十
一
条
ノ
四
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
三
ノ
二
第
二
項
、
第
八
十
二
条
ノ
三
ノ
三
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
三

ノ
四
、
第
八
十
二
条
ノ
四
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
四
ノ
二
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
九
第

一
項
、
第
八
十
二
条
ノ

十
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
十
ノ
二
第
一
項
、
第
八
十
二
条
ノ
十
ノ
三
、
第
八
十
二
条
ノ
十
二
第
一
項
、
第
八
十
二

条
ノ
十
七
ノ
四
、

第
八
十
二
条
ノ
十
七
ノ
八
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

条一第/四二第第十号四、せ三、 第五条第七十ノ七第五条七ノ卜第条第七十
十号及第イび第八十号及イ第びー条十/第び三 条第ー二 第二び条第一ノ七及第イび十五条ノ二 及第び:第七条第| 

二 項第九号、第八十第八一十 第宅二

項第八号第条四ノ項第二九号、第一項第十 項第弓十四、第三項十項第二号、項第五号イ及一項第七十五、第一項第一 項第せ六、項第一八せイ

第八項号第八十条ノ条第項三 項第二 項一項第号六

項第 一第八号及イ十第八 号第七

証書明

書類金座口ノ 証書明
子f宜頁、¥

座口ノ

手陣番口J 
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(号外第 248号)

(
老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
の

一
部
改
正
)

第
四
条

老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
(
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第

一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第

一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し

そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

(
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の

一
部
改
正
)

第
五
条

国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
(
昭
和
六
十

一
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
)
の

一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
八
条
の
表
第
十
六
条
第
一
項
第
七
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
第
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及

一
預
金
通
帳
の
記
号
番
号

一
預
金
口
座
の
口
座
番
号

一
び
第
二
項
第
四
号
、
第
二

十

一

一

一
五
条
第
一
項
第
六
号
並
び
に

一

一

一
第
二
十
八
条
第

一
項
第
六
号

一

一

一
及
び
第
二
項
第
三
号

一

一

附
則
第
八
条
の
表
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
及

び
第
二
十
八
条
第
二
項
第
三

号

証
明
書

証
明
書
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の

預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類

報

附
則
第
八
条
の
表
第
二
十

一
条
の
項
下
欄
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
八
条
の
表
第
二
十
五
条
第
二
項
の
項
下
欄
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」

に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
四
条
第

一
項
の
表
第
三
十
条
第

一
項
第
十
号
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
三
十

一
条
第

一
項
第
二
号
、
第
三
十
二
条
第
二
号
、
第
三
十
三
条
第
二
号
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
号
、
第
三
十
四
条
第

一
項
第
二
号
、
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
、
第
三
十
七
条
第

一
項
第
二
号
、
第
三
十
八
条
第
二
号
、
第
三
十
九
条
第

一
項
第
二
号
、
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
、
第
四
十

一
条
第

一
項
第
三
号
、
第
四
十
二
条
第

一
項
第
三
号
、
第
四
十

三
条
の
二
第

一
項
第
八
号
、
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号、

第
四
十
三
条
の
五
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
九
第

一
項
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
十
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
十

一

第

一
項
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四
十
三
条
の
十

四
第

一
項
第
三
号
、
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
四
十
六
条
第
二
号
、
第
四
十
七
条
第

一
項

第
二
号
、
第
四
十
八
条
第
二
号
、
第
四
十
九
条
第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
二
第
二
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号、

第
五
十
条
の
二
第
二
号
、
第
五
十
三
条
第

一
項
第
二
号
、
第
五
十
四
条
第
二
号
、
第
五
十
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第

五
十
六
条
第
二
項
第
二
号
、
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
、
第
五
十
八
条
第

一
項
第
三
号
、
第
六
十

一
条
第

一
項
第

二
号
及
び
第
三
号
、
第
六
十
二
条
第

一
項
第
二
号
、
第
六
十
三
条
第

一
項
第
二
号
、
第
六
十
四
条
第
二
号
、
第
六
十

四
条
の
二
第
二
号
、
第
六
十
四
条
の
三
第
二
号
、
第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
六
十
五
条
の
二
第
二
号
、
第
六

十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
第
二
号
、
第
六
十
五

条
の
六
第
二
号
、
第
六
十
六
条
第
二
号
、
第
六
十
七
条
第
二
号
、
第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十

一
条
第
二
号、

第
七
十
二
条
第

一
項
第
二
号
、
第
七
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
七
十
四
条
第

一
項
第
三
号
、
第
七
十
五
条
第

一
項

第
三
号
、
第
七
十
六
条
の
三
第

一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
七
十
六
条
の
四
第

一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
五

第

一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
六
第

一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
八
第
二

号
、
第
七
十
六
条
の
九
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
十
二
第

一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
十
三
第
二
号
、
第
七
十
六

条
の
十
四
第

一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
十
五
第
二
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
、
第
七
十

六
条
の
十
七
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
八
十
二
条
第
三
項
第

一
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

官金曜日平成 23年 11月 18日3 

にの 項項第第項第九第四号

預金通帳

の

記号需干口ヨ

預金

座口

の

炉番号口長

附
則
第
十
四
条
第
一
項
の
表
第
三
十
条
第
二
項
第
八
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号六第第
号四三
及十十
び三条
附条第
則の二
第二項
十第第
項二九
第項号
四第、

証
明
書

る預証
こ金明
と口書
が座、
での預
き口金
る座通
書番11長
類号の

を写
明し
らそ
かの
に他
すの

附
則
第
十
四
条
第

一
項
の
表
第
三
十
九
条
の
項
下
欄
、
第
四
十
二
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十
四
第
三
項
、
第

五
十
八
条
第
三
項
、
第
七
十
五
条
第
三
項
及
び
第
七
十
六
条
の
十
七
第
三
項
の
項
下
欄
、
第
四
十
三
条
の
十

一
の
項

下
欄
、
第
五
十
五
条
の
項
下
欄
、
第
七
十
二
条
の
項
下
欄
並
び
に
第
七
十
六
条
の
十
四
の
項
下
欄
中

「預
金
通
帳
の

記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口

座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
十

一
条
第

一
項
の
表
第
五
十
条
第

一
項
第
九
号
ロ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第八号第一彊十並び十及第四び号第八十ー号及第びー八十ー号及第ひ六十八条二第一項ノ十条項第六第五号び第二第五十条第

一第八十 条ノ二条第二二 第項十一

せ及第びー条/項第九号第:項第十号八第項:項第八号 せ一、項第十せ及

二項第四 項第 十:第項第十第第六

預ノ宣¥ 

座口ノ

号帳番口

附
則
第
二
十

一
条
第

一
項
の
表
第
五
十
条
第
二
項
第
十
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八号第八十条二ノ 項第AF3fせ、第五十

項第一 第八十条第第二十一

証三明回盆

附
則
第
二
十

一
条
第

一
項
の
表
第
六
十
二
条
ノ
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
ノ

三

次
ニ
掲
グ
ル
者
ノ
区
分
ニ
付
夫
々

次
ニ
掲
グ
ル
事
項

イ
払
渡
シ
ヲ
受
ク
ル
機
関
ニ
金
融

機
関
ヲ
希
望
ス
ル
者

(
ロ
ニ
掲
グ

ル
者
ヲ
除
ク
)
払
渡
希
望
金
融

機
関
名
及
預
金
口
座
ノ
口
座
番
号

払
渡
希
望
金
融
機
関
名
及
預

金
通
帳
ノ
記
号
番
号
又
ハ
払
渡

希
望
郵
便
局
名
及
所
在
地

(号外第 248号)

(
老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
の

一
部
改
正
)

第
四
条
老
齢
福
祉
年
金
支
給
規
則
(
昭
和
三
十
四
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第

一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し

そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
五
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

(
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の

一
部
改
正
)

第
五
条
国
民
年
金
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
(
昭
和
六
十

一
年
厚
生
省
令
第
十
七
号
)
の

一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
八
条
の
表
第
十
六
条
第

一
項
第
七
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
第
十
六
条
第
一
項
第
八
号
及

一
預
金
通
帳
の
記
号
番
号

一
預
金
口
座
の
口
座
番
号

一
び
第
二
項
第
四
号
、
第
二
十

一

一

一
五
条
第
一
項
第
六
号
並
び
に

一

一

一
第
二
十
八
条
第
一
項
第
六
号

一

一

一
及
び
第
二
項
第
三
号

一

一

附
則
第
八
条
の
表
第
十
六
条
第
二
項
第
三
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
十
六
条
第
二
項
第
四
号
及

び
第
二
十
八
条
第
二
項
第
三

号

証
明
書

る預証
こ金明
と口書
が座、

での預
き口金
る座通
書番帳
類号の

を写
明し
らそ
かの
に他
すの

報

附
則
第
八
条
の
表
第
二
十

一
条
の
項
下
欄
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書

類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
八
条
の
表
第
二
十
五
条
第
二
項
の
項
下
欄
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」

に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で

き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
十
四
条
第

一
項
の
表
第
三
十
条
第
一
項
第
十
号
、
第
三
十
条
の
二
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
三
十

一
条
第

一
項
第
二
号
、
第
三
十
二
条
第
二
号
、
第
三
十
三
条
第
二
号
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
号
、
第
三
十
四
条
第

一
項
第
二
号
、
第
三
十
四
条
の
二
第
二
号
、
第
三
十
七
条
第

一
項
第
二
号
、
第
三
十
八
条
第
二
号
、
第
三
十
九
条
第

一
項
第
二
号
、
第
四
十
条
第
二
項
第
二
号
、
第
四
十
一
条
第
一
項
第
三
号
、
第
四
十
二
条
第

一
項
第
三
号
、
第
四
十

三
条
の
二
第
一
項
第
八
号
、
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
第
二
号、

第
四
十
三
条
の
五
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
九
第

一
項
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
十
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
十

一

第

一
項
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
、
第
四
十
三
条
の
十
三
第
一
項
第
三
号
、
第
四
十
三
条
の
十

四
第

一
項
第
三
号
、
第
四
十
四
条
の
二
第

一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
四
十
六
条
第
二
号
、
第
四
十
七
条
第

一
項

第
二
号
、
第
四
十
八
条
第
二
号
、
第
四
十
九
条
第
二
号
、
第
四
十
九
条
の
二
第
二
号
、
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号、

第
五
十
条
の
二
第
二
号
、
第
五
十
三
条
第

一
項
第
二
号
、
第
五
十
四
条
第
二
号
、
第
五
十
五
条
第

一
項
第
二
号
、
第

五
十
六
条
第
二
項
第
二
号
、
第
五
十
七
条
第

一
項
第
三
号
、
第
五
十
八
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
十

一
条
第

一
項
第

二
号
及
び
第
三
号
、
第
六
十
二
条
第
一
項
第
二
号
、
第
六
十
三
条
第

一
項
第
二
号
、
第
六
十
四
条
第
二
号
、
第
六
十

四
条
の
二
第
二
号
、
第
六
十
四
条
の
三
第
二
号
、
第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
、
第
六
十
五
条
の
二
第
二
号
、
第
六

十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
号
、
第
六
十
五
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
六
十
五
条
の
五
第
一
項
第
二
号
、
第
六
十
五

条
の
六
第
二
号
、
第
六
十
六
条
第
二
号
、
第
六
十
七
条
第
二
号
、
第
七
十
条
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十

一
条
第
二
号、

第
七
十
二
条
第

一
項
第
二
号
、
第
七
十
三
条
第
二
項
第
二
号
、
第
七
十
四
条
第
一
項
第
三
号
、
第
七
十
五
条
第

一
項

第
三
号
、
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
七
十
六
条
の
四
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
五

第

一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
六
第

一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
七
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
八
第
二

号
、
第
七
十
六
条
の
九
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
十
三
第
二
号
、
第
七
十
六

条
の
十
四
第
一
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
十
五
第
二
項
第
二
号
、
第
七
十
六
条
の
十
六
第
一
項
第
三
号
、
第
七
十

六
条
の
十
七
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
八
十
二
条
第
三
項
第

一
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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預金通帳

の

記号下需口ま

金預

座口

の

}番号口~ 

附
則
第
十
四
条
第

一
項
の
表
第
三
十
条
第
二
項
第
八
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

号六第第
号四三
及十十
び三条
附条第
則の二
第二項
十第第
項二九
第項号
四第、

証
明
書

る預証
こ金明
と口書
が座、

での預
き口金
る座通
書番11長
類号の

を写
明し
らそ
かの
に他
すの

附
則
第
十
四
条
第

一
項
の
表
第
三
十
九
条
の
項
下
欄
、
第
四
十
二
条
第
三
項
、
第
四
十
三
条
の
十
四
第
三
項
、
第

五
十
八
条
第
三
項
、
第
七
十
五
条
第
三
項
及
び
第
七
十
六
条
の
十
七
第
三
項
の
項
下
欄
、
第
四
十
三
条
の
十

一
の
項

下
欄
、
第
五
十
五
条
の
項
下
欄
、
第
七
十
二
条
の
項
下
欄
並
び
に
第
七
十
六
条
の
十
四
の
項
下
欄
中
「
預
金
通
帳
の

記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口

座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
第
五
十
条
第
一
項
第
九
号
ロ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一第八十に及第四び号 条第二二十八条二ノー第項十

せ及第びーー条/項第さ今 第十項項第八号、第項第五号、せ一、項第十長
一項第四 :第項第十第第六

ノ預宣¥ 

座口ノ

号陣番口

附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
第
五
十
条
第
二
項
第
十
号
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八号第八|条二/ニ項第会弓、第五十

項第ー f第八一条第第二十一

証三明回盆

書類金座口/説明書

附
則
第
二
十

一
条
第

一
項
の
表
第
六
十
二
条
ノ
二
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
二
条
ノ

希金
望通払
郵帳渡
便ノ希
局記望
名号金
及番融
所号機
在又関
地ハ名
払及
渡預

三

次
ニ
掲
グ
ル
者
ノ
区
分
ニ
付
夫
々

次
ニ
掲
グ
ル
事
項

イ
払
渡
シ
ヲ
受
ク
ル
機
関
ニ
金
融

機
関
ヲ
希
望
ス
ル
者
(
ロ
ニ
掲
グ

ル
者
ヲ
除
ク
)
払
渡
希
望
金
融

機
関
名
及
預
金
口
座
ノ
口
座
番
号
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書
類
」
を
加
え
る
。

口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
ノ
写
其
ノ
他
ノ
預
金
口
座
ノ
口
座
番
号
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル

ロ
払
渡
シ
ヲ
受
ク
ル
機
関
ニ
郵
便

貯
金
銀
行
(
郵
政
民
営
化
法
(
平

成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
)
第

九
十
四
条
ニ
規
定
ス
ル
郵
便
貯
金

銀
行
ヲ
謂
フ
以
下
之
ニ
同
ジ
)
ノ

営
業
所
文
ハ
郵
便
貯
金
銀
行
ヲ
所

属
銀
行
ト
ス
ル
銀
行
代
理
業
(
銀

行
法
(
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五

十
九
号
)
第
二
条
第
十
四
項
ニ
規

定
ス
ル
銀
行
代
理
業
ヲ
謂
フ
以
下

之
ニ
同
ジ
)
ヲ
営
ム
郵
便
局
(
郵

便
局
株
式
会
社
法
(
平
成
十
七
年

法
律
第
百
号
)
第
二
条
第
二
項
ニ

規
定
ス
ル
郵
便
局
ヲ
謂
フ
以
下
之

ニ
同
ジ
)
(
以
下
郵
便
貯
金
銀
行

ノ
営
業
所
等
ト
称
ス
)
ヲ
希
望
ス

ル
者
(
預
金
口
座
ヘ
ノ
払
込
ミ
ヲ

希
望
ス
ル
者
ヲ
除
ク
)
払
渡
希

望
郵
便
貯
金
銀
行
ノ
営
業
所
等
ノ

名
称
及
所
在
地

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
払
渡
シ
ヲ
受
ク

ル
機
関
ニ
金
融
機
関
ヲ
希
望
ス
ル

者
ナ
ル
ト
キ
ハ
預
金
通
帳
ノ
記
号

番
号
ノ
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関

ノ
証
明
書
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
同
項
第
三
号
イ
ニ
掲

グ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
預
金
口
座
ノ
口
座

番
号
ノ
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
ノ
証

明
書
、
預
金
通
帳
ノ
写
其
ノ
他
ノ
預
金

口
座
ノ
口
座
番
号
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル
書

類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

附
則
第
二
十

一
条
第

一
項
の
表
第
六
十
六
条
第
二
項
の
項
下
欄
中
「
預
金
通
帳
ノ
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
ノ

附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
改
正
前
の
厚
生
省
令
第
三
十

一
号
の
項
中

昭
和
六
十

一
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

一

後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則

(
昭
和
二
十
九
年
厚

一

生
省
令
第
三
十
七
号
)
第
三
十
条
第

一
項
第
九
号
に
規

一

定
す
る
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に

一

あ
っ
て
は
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度

一

の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ

一

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金

一

証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
l
ド
(
年
金

一

の
種
別
及
び
そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。)又

一

は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

一「

七附
号則

第
七
項
第

障
害
年
金
文
は

遺
族
年
金
を
受

け
る
権
利
を
有

す
る
者
に
あ
っ

て
は
そ
の
年
金

の
証
書
の
記
号

番
号

を

第項第五八号則八号及び附則第七項附第
号七則第七項第附

号番号金預通帳
番せ証書のてはそす者あるにけ金)族年受を童害年金又障は

記号の金の年つ権利者有るの
記

金預

記号番は号種別及のび言書又はζiEができると及名称のびっあては当定公す的る令第生省三後厚生年の昭和六十一
座口

の

口
座
番
号

年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

金
保
険
法
施
行
規
則

(
昭
和
二
十
九
年
厚

十
七
号
)
第
三
十
条
第

一
項
第
九
号
に
規

年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に

該
給
付
の
名
称
、

当
該
給
付
に
係
る
制
度

そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ

こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金

れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ

l
ド
(
年
金

そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。)又

若
し
く
は
番
号

一一一「

二附
号則

第
八
項
第

証
明
書

る認条証
J情の明

報七書
の第 (
提三厚
供項生
をの労
受規働
け定大
るに臣

を

五号則八附第項第 号則第附八項第

証明書 証明書

座著者明から面書、
Jる情報認の条第の七高明書E 

すにる金預i帳のE 
る規のλにι 

こ写し こよ

がとそ

ができと求者請り
でき他のの

こよが
とり住
が請民
で求基
き者本
なに台
い係帳
とる法
き本第
に人三
限確十

に
改
め
る
。

一」

(
国
民
年
金
基
金
規
則
の

一
部
改
正
)

第
六
条

国
民
年
金
基
金
規
則
(
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第

一
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳

の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第

一
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し

そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十

一
条
第

一
項
第
六
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
日
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第

一
項
第
六
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
第
四
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号」

に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

(厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の

一
部
改
正
)

第
七
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
(
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
三
十

一
号
)
の

一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
八
条
第

一
項
第
十
二
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」

に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
九
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。
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書
類
」
を
加
え
る
。

口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
ノ
写
其
ノ
他
ノ
預
金
口
座
ノ
口
座
番
号
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル

ロ
払
渡
シ
ヲ
受
ク
ル
機
関
ニ
郵
便

貯
金
銀
行
(
郵
政
民
営
化
法
(
平

成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
)
第

九
十
四
条
ニ
規
定
ス
ル
郵
便
貯
金

銀
行
ヲ
謂
フ
以
下
之
ニ
同
ジ
)
ノ

営
業
所
又
ハ
郵
便
貯
金
銀
行
ヲ
所

属
銀
行
ト
ス
ル
銀
行
代
理
業
(
銀

行
法
(
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五

十
九
号
)
第
二
条
第
十
四
項
ニ
規

定
ス
ル
銀
行
代
理
業
ヲ
謂
フ
以
下

之
ニ
同
ジ
)
ヲ
営
ム
郵
便
局
(
郵

便
局
株
式
会
社
法
(
平
成
十
七
年

法
律
第
百
号
)
第
二
条
第
二
項
ニ

規
定
ス
ル
郵
便
局
ヲ
謂
フ
以
下
之

ニ
同
ジ
)
(
以
下
郵
便
貯
金
銀
行

ノ
営
業
所
等
ト
称
ス
)
ヲ
希
望
ス

ル
者
(
預
金
口
座
ヘ
ノ
払
込
ミ
ヲ

希
望
ス
ル
者
ヲ
除
ク
)
払
渡
希

望
郵
便
貯
金
銀
行
ノ
営
業
所
等
ノ

名
称
及
所
在
地

ノ番者ル前
証号ナ機項
明ノル関ノ
書当 トニ届
ヲ該キ金書
添払ハ融ニ
附渡預機ハ
ス希金関払
ベ望通ヲ渡
シ金帳希シ
融ノ望ヲ
機記ス受
関号ルク

前
項
ノ
届
書
ニ
ハ
同
項
第
三
号
イ
ニ
掲

グ
ル
者
ニ
在
リ
テ
ハ
預
金
口
座
ノ
口
座

番
号
ノ
当
該
払
渡
希
望
金
融
機
関
ノ
証

明
書
、
預
金
通
帳
ノ
写
其
ノ
他
ノ
預
金

口
座
ノ
口
座
番
号
ヲ
明
ラ
カ
ニ
ス
ル
書

類
ヲ
添
附
ス
ベ
シ

附
則
第
二
十
一
条
第
一
項
の
表
第
六
十
六
条
第
二
項
の
項
下
欄
中
「
預
金
通
帳
ノ
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
ノ

附
則
第
二
十
一
条
第
二
項
の
表
改
正
前
の
厚
生
省
令
第
三
十
一
号
の
項
中

昭
和
六
十
一
年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

一

後
の
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則

(
昭
和
二
十
九
年
厚

一

生
省
令
第
三
十
七
号
)
第
三
十
条
第

一
項
第
九
号
に
規

一

定
す
る
公
的
年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に

一

あ
っ
て
は
当
該
給
付
の
名
称
、
当
該
給
付
に
係
る
制
度

一

の
名
称
及
び
そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ

一

と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金

一

証
書
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
l
ド

(
年
金

一

の
種
別
及
び
そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。)文

一

は
記
号
番
号
若
し
く
は
番
号

一「

七附
号則

第
七
項
第

番のですけ遺障
号証はるる族害

書そ者権年年
ののに利金金
記年あをを文
号金つ有受は

を

第八項第五号則八号及び附第七第附則項 号七則第七項第附

号番号金預通帳 需せ証書のてはそす者あるにけ金)旗年受を童害年金障又は

記号の年金のつ権利を有るの
記

預金
記号番は号種別及のび言書又はiEができと及名称のびっあて定公す的る令第生省一後の昭和六十

座口

の とる は当 二厚生年一

口
座
番
号

年
改
正
省
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

金
保
険
法
施
行
規
則

(
昭
和
二
十
九
年
厚

十
七
号
)
第
三
十
条
第

一
項
第
九
号
に
規

年
金
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
者
に

該
給
付
の
名
称
、

当
該
給
付
に
係
る
制
度

そ
の
管
掌
機
関
、
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ

こ
と
と
な
っ
た
年
月
日
並
び
に
そ
の
年
金

れ
に
準
ず
る
書
類
の
年
金
コ
l
ド
(
年
金

そ
の
区
分
を
表
す
記
号
番
号
を
い
う
。)又

若
し
く
は
番
号

一一一「

二附
号則

第
八
項
第

証
明
書

る認条証
J情の明
報七書
の第(
提三厚
供項生
をの労
受規働
け定大
るに臣

こよが
とり住
が請民
で求基
き者本
なに台
い係帳
とる法
き本第
に人三
限確十

を

五号則項附第八第 号第附則八項第

証明書 証明書

座著在明から剥書、

すにる金預i帳のE 

こ写し

がとそ

でき他のの

に
改
め
る
。

」

(
国
民
年
金
基
金
規
則
の

一
部
改
正
)

第
六
条

国
民
年
金
基
金
規
則
(
平
成
二
年
厚
生
省
令
第
五
十
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳

の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

第
十
八
条
第

一
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し

そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十

一
条
第

一
項
第
六
号
中

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号」

を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
第
四
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号」

に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
日
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

(厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
の

一
部
改
正
)

第
七
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
省
令
(
平
成
九
年
厚
生
省
令
第
三
十

一
号
)
の

一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
二
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」

に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
九
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」
の
下
に
「、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。
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附
則
第
四
十

一
条
第
一
項
第
七
号
イ
中

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
十
五
条
第

一
項
第
八
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
六
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
六
十
四
条
第

一
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
六
十
八
条
第

一
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
第
七
号
イ
中

「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
目
座
の
口
座
番
号」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

附
則
第
七
十
六
条
の
四
第

一
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
五
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

(
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第

八

条

確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
(
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
十
一
条
第
二
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

(
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
の

一
部
改
正
)

第
九
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
四
条
第
一
項
第
八
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
第
八
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
十
九
条
第

一
項
第
五
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
四
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
五
十
三
条
第
三
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、

預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

(
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第
十
条

特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令

第
四
十
九
日守
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
十
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳

の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。
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第
十
条
第
一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を

「預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し

そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

(
厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
改

正
)

第
十
一
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳

の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

(厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
改
正
)

第
十
二
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
(
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写

し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
七
号
中
「
預

金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書」

の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番

号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

同
条
第
二

項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」

の
下
に
「
、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
二
項
第
八
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」

の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え

る
。
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こ
の
省
令
は
、
ハ
ム
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(号外第 248号)

附
則
第
四
十

一
条
第
一
項
第
七
号
イ
中

「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
十
五
条
第

一
項
第
八
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
六
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
六
十
四
条
第

一
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
日
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
六
十
八
条
第

一
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
七
十
三
条
第
一
項
第
七
号
イ
中

「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を

「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
三
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
七
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
日
座
の
口
座
番
号」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金

通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
七
十
六
条
の
四
第

一
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
五
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に

「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

(
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第
八
条
確
定
拠
出
年
金
法
施
行
規
則
(
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
十
五
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
六
十

一
条
第
二
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
る
。

(
厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
の

一
部
改
正
)

第
九
条

厚
生
年
金
保
険
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
(
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
二
十
七
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
十
四
条
第

一
項
第
八
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
三
十

一
条
第

一
項
第
八
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号」

を

「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
十
九
条
第

一
項
第
五
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
第
四
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預

金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

附
則
第
五
十
三
条
第
三
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

(
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第
十
条
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
(
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令

第
四
十
九
日
守
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第

一
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
十
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳

の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。
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第
十
条
第

一
項
第
三
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号」

に
改
め
、
同
条
第
二
項

中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し

そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

(厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の

一
部
改

正
)

第
十
一
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
に
係
る
時
効
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

(
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
九
十
四
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第

一
条
第
二
項
第
七
号
イ
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳

の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

(厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
の
一
部
改
正
)

第
十
二
条

厚
生
年
金
保
険
の
保
険
給
付
及
び
国
民
年
金
の
給
付
の
支
払
の
遅
延
に
係
る
加
算
金
の
支
給
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
(
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
七
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第

一
項
第
四
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写

し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
七
号
中
「
預

金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を

「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号」

に
改
め
、

「証
明
書
」
の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番

号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第

一
項
第
七
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」

の
下
に
「
、
預
金
通

帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第

一
項
第
七
号
及
び
第
二
項
第
八
号
中

「預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」
を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
中
「
預
金
通
帳
の
記
号
番
号
」

を
「
預
金
口
座
の
口
座
番
号
」
に
改
め
、
「
証
明
書」

の
下
に
「
、
預
金
通
帳
の
写
し
そ
の
他
の
預
金
口
座
の
口
座
番
号
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
」

を
加
え

る
。

4
J開
J

E

E

-

-

d

仲
副
ハ

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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年 発 11 1 8第 l号

平成 23年 11月 18日

γ文ご

間
局
霊

前
日
川
宮
山
一

山凶土毛紅

白
伊
記
官
霊

局金年省働労生厚

殿日本年金機構理事長

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

標記については、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚

生労働省令第136号。以下「改正省令」という。)が平成23年11月18日に公布さ

れ、同日施行されたので通知する。

今回の改玉は、「年金請求書に係る金融機関の証明の簡素化(あっせん)J (平

成23年 2月25日総評棺第38号)により総務省行政評価局長から当職あてに発出

されたあっせん(以下「あっせん」という。)の趣旨を踏まえ、所要の改正を

行うものであり、改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき

御了知いただくとともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう

取り扱われたい。

記

第 1 改正の内容

1 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の一部改正

( 1 )国民年金法(昭和34年法律第141号)による給付について、金融機関

の預金口座への払込みを希望する者にあっては、従来、裁定の誇求、来

支給年金の請求又は年金払渡方法等の変更の届出を行う際に「払渡希望

金融機関の証明書」の添付が義務づけられていたが、あっせんの趣旨を

踏まえ、預金通帳の写し等によって手続を行うことができることとした

こと。

具体的には、従来の「払渡希望金融機関の証明書幸」に加え、「預金通帳

の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類」

の添付によっても手続を行うことができることとしたこと。

(2 )同規則中「預金通帳の記号番号」を「預金口座の口座番号」に改めた

ことにより、預金通帳を交付していないインターネット専業銀行等の預

金口座への払込みを希望する者にも払込みが可能となったこと。

年 発 11 1 8第 l号

平成 23年 11月 18日

γ y  

間
局
霊

前
日
川
宮
山
一

岩
手
州
市
一

層
帯
霊

局金年省働労生厚

殿日本年金機構理事長

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

標記については、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚

生労働省令第136号。以下「改正省令」という。)が平成23年11月18日に公布さ

れ、同日施行されたので通知する。

今回の改玉は、「年金請求書に係る金融機関の証明の簡素化(あっせん)J (平

成23年 2月25日総評棺第38号)により総務省行政評価局長から当職あてに発出

されたあっせん(以下「あっせん」という。)の趣旨を踏まえ、所要の改正を

行うものであり、改正省令の内容は下記のとおりであるので、その内容につき

御了知いただくとともに、実施に当たっては、周知徹底を図り遺漏のないよう

取り扱われたい。

記

第 1 改正の内容

1 国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)の一部改正

( 1 )国民年金法(昭和34年法律第141号)による給付について、金融機関

の預金口座への払込みを希望する者にあっては、従来、裁定の誇求、来

支給年金の請求又は年金払渡方法等の変更の届出を行う際に「払渡希望

金融機関の証明書」の添付が義務づけられていたが、あっせんの趣旨を

踏まえ、預金通帳の写し等によって手続を行うことができることとした

こと。

具体的には、従来の「払渡希望金融機関の証明書幸」に加え、「預金通帳

の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類」

の添付によっても手続を行うことができることとしたこと。

(2 )同規則中「預金通帳の記号番号」を「預金口座の口座番号」に改めた

ことにより、預金通帳を交付していないインターネット専業銀行等の預

金口座への払込みを希望する者にも払込みが可能となったこと。
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2 その他の省令の一部改正

次の表の左欄に掲げる省令中、同表の右欄に掲げる事務に係る手続規定

について、上記 1の改正に準じた改正を行ったこと。

省令 事務

厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚 厚生年金保険法(昭和29年法律第11

生省令第37号) 5号)による保険給付の支給に関す

る事務

船員保険法鑑行規則(昭和15年厚生省 船員保険法(昭和14年法律第73号)

令第5号) による障害年金、障害手当金又は遺

族年金の支給に関する事務

老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生 国民年金法等の一部を改正する法律

省令第17号) (昭和60年法律第34号)による改正

前の旧国民年金法の規定による老齢

福祉年金の支給に関する事務

国民年金法施行規則等の一部を改正す 国民年金法等の一部を改正する法律

る等の省令(昭和61年厚生省令第17号)による改正前の旧国民年金法、旧厚

生年金保険法及び!日船員保険法の規

定による年金給付(老齢福祉年金を

除く。)の支給に関する事務

国民年金基金規則(平成2年厚生省令 国民年金法第115条の規定により国

第58号) 民年金基金が行うものとされた給付

の支給に関する事務

厚生年金保険法施行規則等の一部を改 厚生年金保険法等の一部を改正する

正する等の省令(平成9年厚生省令第 法律(平成8年法律第82号)附則第

31号) 16条第3項の規定により厚生年金保

険の管掌者たる政府が支給するもの

とされた旧三共済(JT、 JR、N

TT)組合員期間を有する者に係る

年金給付の支給に関する事務

確定拠出年金法施行規則(平成13年厚 確定拠出年金法(平成13年法律第88

生労働省令第175号) 号)第62条第 1項の規定による個人

型年金加入者となるための申出に関

する事務

厚生年金保険法施行規則等の一部を改 厚生年金保険制度及び農林漁業団体

正する省令(平成14年厚生労働省令第 職員共済組合制度の統合を図るため

27号) の農林漁業団体職員共済組合法等を

2 その他の省令の一部改正

次の表の左欄に掲げる省令中、同表の右欄に掲げる事務に係る手続規定

について、上記 1の改正に準じた改正を行ったこと。

省令 事務

厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚 厚生年金保険法(昭和29年法律第11

生省令第37号) 5号)による保険給付の支給に関す

る事務

船員保険法鑑行規則(昭和15年厚生省 船員保険法(昭和14年法律第73号)

令第5号) による隊害年金、障害手当金文は遺

族年金の支給に関する事務

老齢福祉年金支給規則(昭和34年厚生 国民年金法等の一部を改正する法律

省令第17号) (昭和60年法律第34号)による改正

前の旧国民年金法の規定による老齢

福祉年金の支給に関する事務

国民年金法施行規則等の一部を改正す 国民年金法等の一部を改正する法律

る等の省令(昭和61年厚生省令第17号)による改正前の旧国民年金法、旧厚

生年金保険法及び!日船員，保険法の規

定による年金給付(老齢福祉年金を

除く。)の支給に関する事務

国民年金基金規則(平成2年厚生省令 国民年金法第115条の規定により国

第58号) 民年金基金が行うものとされた給付

の支給に関する事務

厚生年金保険法施行規則等の一部を改 厚生年金保険法等の一部を改正する

正する等の省令(平成9年厚生省令第 法律(平成8年法律第82号)附則第

31号) 16条第3項の規定により厚生年金保

険の管掌者たる政府が支給するもの

とされた旧三共済(JT、 JR、N

TT)組合員期間を有する者に係る

年金給付の支給に関する事務

確定拠出年金法施行規則(平成13年厚 確定拠出年金法(平成13年法律第88

生労働省令第175号) 号)第62条第 1項の規定による個人

型年金加入者となるための申出に関

する事務

厚生年金保険法施行規則等の一部を改 厚生年金保険制度及び農林漁業団体

玉する省令(平成14年厚生労働省令第 職員共済組合制度の統合を図るため

27号) の農林漁業団体職員共済組合法等を
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廃止する等の法律(平成13年法律第

101号)附則第16条第 3項の規定に

より厚生年金保険の管掌者たる政府

が支給するものとされた旧農林共済

組合員期間を有する者に係る年金給

付の支給に関する事務

特定障害者に対する特別障害給付金の 特定障害者に対する特別障害給付金

支給に関する法律施行規則(平成17年 の支給に関する法律(平成16年法律

厚生労働省令第49号) 第166号)による特別障害給付金の

支給に関する事務

厚生年金保険の保険給付及び国民年金 厚生年金保険の保険給付及び国民年

の給付に係る時効の特例等に関する法 金の給付に係る時効の特例等に関す

律施行規則(平成19年厚生労働省令第 る法律(平成19年法律第111号)に

94号) よる保険給付文は給付の支給に関す

る事務

厚生年金保険の保険給付及び国民年金 厚生年金保険の保険給付及び国民年

の給付の支払の遅延に係る加算金の支 金の給付の支払の遅延に係る加算金

給に関する法律施行規則(平成22年厚 の支給に関する法律(平成21年法律

生労働省令第67号) 第37号)による保険給付遅延特別加

算金文は給付遅延特別加算金の支給

に関する事務

第2 施行期日

公布の日から施行するものとすること。

廃止する等の法律(平成13年法律第

101号)附則第16条第 3項の規定に

より厚生年金保険の管掌者たる政府

が支給するものとされた旧農林共済

組合員期間を有する者に係る年金給

付の支給に関する事務

特定障害者に対する特別障害給付金の 特定障害者に対する特別障害給付金

支給に関する法律施行規則(平成17年 の支給に関する法律(平成16年法律

厚生労働省令第49号) 第166号)による特別障害給付金の

支給に関する事務

厚生年金保険の保険給付及び国民年金 厚生年金保険の保険給付及び国民年

の給付に係る時効の特例等に関する法 金の給付に係る時効の特例等に関す

律施行規則(平成19年厚生労働省令第 る法律(平成19年法律第111号)に

94号) よる保険給付又は給付の支給に関す

る事務

厚生年金保険の保険給付及び国民年金 厚生年金保険の保険給付及び国民年

の給付の支払の遅延に係る加算金の支 金の給付の支払の遅延に係る加算金

給に関する法律施行規則(平成22年厚 の支給に関する法律(平成21年法律

生労働省令第67号) 第37号)による保険給付遅延特別加

算金文は給付遅延特53IJ加算金の支給

に関する事務

第2 施行期日

公布の日から施行するものとすること。
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モラダ

年管管発 1118第 l号

平成 23年 11月 18日

日本年金機構事業管理部門担当理事殿

事的臨7
厚生労働省年金局事業管理課長!京高野

む~I~ffi長崎

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の

取扱いについて

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第136

号。以下「改正省令j という。)の内容については、「国民年金法施行規則等の

一部を改正する省令の施行についてJ(平成23年11月18日年発1118第l号)によ

り厚生労働省年金局長から日本年金機構理事長あて通知されたところである

が、改正省令の施行に伴う事務の取扱いについては、下記の事項に留意し、遺

漏のないよう取り扱われたい。

記

預金口座への払込みを希望する者に係る添付書類の取扱いについて、改正

省令により新たに加えられた「預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号

を明らかにすることができる望書類」については、次のものを認めること。

氏名、金融機関名、金融機関の支庖番号及び口座番号が記載された部分

を含む預金通帳又はキャッシュカードの写し

氏名、金融機関名、金融機関の支l百番号及び口座番号の情報を含む金融

機関が発行する蓄類

モツ

年管管発 1118第 l号

平成 23年 11月 18日

日本年金機構事業管理部門担当理事殿

事的臨7
厚生労働省年金局事業管理課長老舗酔

む~I~ffi長崎

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令の施行に伴う事務の

取扱いについて

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第136

号。以下「改正省令j という。)の内容については、「国民年金法施行規則等の

一部を改正する省令の施行についてJ(平成23年11月18日年発1118第l号)によ

り厚生労働省年金局長から日本年金機構理事長あて通知されたところである

が、改正省令の施行に伴う事務の取扱いについては、下記の事項に留意し、遺

漏のないよう取り扱われたい。

記

預金口座への払込みを希望する者に係る添付書類の取扱いについて、改正

省令により新たに加えられた「預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号

を明らかにすることができる書類」については、次のものを認めること。

氏名、金融機関名、金融機関の支庖番号及び口座番号が記載された部分

を含む預金通帳又はキャッシュカードの写し

氏名、金融機関名、金融機関の支l百番号及び口座番号の情報を含む金融

機関が発行する蓄類
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日本年金機構理事長殿

ての7

年管発 11 1 8第 2号

平成23年 11月 18日

j曹出荷問題
m臣官!虐

厚生労働省大臣官房年金管理審議首茸園鶴理

霞議窟M25
「国民年金市町村事務処理基準」の別表の一部改玉について

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成 23年厚生労働省令

第 136号)が施行されることに伴い、国民年金市町村事務処理基準(平

成 12年 2月 18日付庁保発第 3号)の別表の一部を別添のとおり改正し、

平成 23年 11月 18日から施行することとしたので、御了知の半、その

取扱いについて各市町村に対し情報提供や協力支援を行うなどよろしく取

り計られたい。

なお、この事務処理基準の改正については、別添のとおり rr国民年金

市町村事務処理基準」の別表の一部改正について J (平成 23年 11月 1

8日付年管発 11 1 8第 1号)により、地方厚生(支)局長あて通知を発

出していることを申し添える。

日本年金機構理事長殿

ての7

年管発 11 1 8第 2号

平成23年 11月 18日

j曹出荷問題
m臣官謹

厚生労働省大臣官房年金管理審議首茸闘騒理

霞議窟M25
「国民年金市町村事務処理基準」の別表の一部改玉について

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成 23年厚生労働省令

第 136号)が施行されることに伴い、国民年金市町村事務処理基準(平

成 12年 2月 18日付庁保発第 3号)の別表の一部を別添のとおり改正し、

平成 23年 11月 18日から施行することとしたので、御了知の半、その

取扱いについて各市町村に対し情報提供や協力支援を行うなどよろしく取

り計られたい。

なお、この事務処理基準の改正については、別添のとおり rr国民年金

市町村事務処理基準」の別表の一部改正について J (平成 23年 11月 1

8日付年管発 11 1 8第 1号)により、地方厚生(支)局長あて通知を発

出していることを申し添える。



別 添

（傍線の部分は改正部分）国民年金市町村事務処理基準新旧対照表（抄）

改 正 後 現 行

別表 別表

主な届書 添付書類の主なもの 備考 主な届書 添付書類の主なもの 備考

・国民年金老齢給 ・生年月日についての ・国民年金老齢給 ・生年月日についての

付裁定請求書 市町村長の証明書又は 付裁定請求書 市町村長の証明書又は

戸籍抄本 戸籍抄本

・年金の払渡しを受け

る機関に金融機関を希

望しているときは、預

金口座の口座番号につ

いての当該払渡し金融

機関の証明書、預金通

帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明ら

かにすることができる

書類

・障害基礎年金裁 ・生年月日についての ・１８歳未満の子又は２ ・障害基礎年金裁 ・生年月日についての ・１８歳未満の子又は２

定請求書 市町村長の証明書又は ０歳未満で施行令別表１ 定請求書 市町村長の証明書又は ０歳未満で施行令別表１

戸籍抄本 級又は２級の障害の状態 戸籍抄本 級又は２級の障害の状態

・障害の状態に関する にある子があるときは、 ・障害の状態に関する にある子があるときは、

医師又は歯科医師の診 次に掲げる書類が添付さ 医師又は歯科医師の診 次に掲げる書類が添付さ

断書 れていること 断書 れていること

・病歴・就労状況申立 ア その者と受給権者 ・病歴・就労状況申立 ア その者と受給権者

書 との身分関係を明らかに 書 との身分関係を明らかに

－
14
－



・障害基礎年金の子の することができる書類 ・障害基礎年金の子の することができる書類

加算請求に係る確認書 イ その者が受給権者 加算請求に係る確認書 イ その者が受給権者

（配偶者が児童扶養手 によって生計を維持して （配偶者が児童扶養手 によって生計を維持して

当を受けている場合の いることを明らかにする 当を受けている場合の いることを明らかにする

み） ことができる書類 み） ことができる書類

・年金の払渡しを受け ウ ２０歳未満で１級 ウ ２０歳未満で１級

る機関に金融機関を希 又は２級の障害の状態に 又は２級の障害の状態に

望しているときは、預 ある子があるときは、そ ある子があるときは、そ

金口座の口座番号につ の障害の状態に関する医 の障害の状態に関する医

いての当該払渡し金融 師又は歯科医師の診断書 師又は歯科医師の診断書

機関の証明書、預金通 ・次に掲げる傷病の場合 ・次に掲げる傷病の場合

帳の写しその他の預金 はレントゲンフィルムの はレントゲンフィルムの

口座の口座番号を明ら 添付が必要 添付が必要

かにすることができる 呼吸器系結核、肺化の 呼吸器系結核、肺化の

書類 う症、けい肺（これに類 う症、けい肺（これに類

似するじん肺症を含む） 似するじん肺症を含む）

、その他必要と認められ 、その他必要と認められ

るもの るもの

・２０歳前障害基礎年金 ・２０歳前障害基礎年金

を請求する者は、障害基 を請求する者は、障害基

礎年金所得状況届等が添 礎年金所得状況届等が添

付されていること 付されていること

・配偶者が受給する児童 ・配偶者が受給する児童

扶養手当から障害年金の 扶養手当から障害年金の

子の加算へ受給変更する 子の加算へ受給変更する

場合は、児童扶養手当証 場合は、児童扶養手当証

書等の提示を求める。 書等の提示を求める。

・遺族基礎年金裁 ・死亡診断書、死体検 ・１級又は２級の障害の ・遺族基礎年金裁 ・死亡診断書、死体検 ・１級又は２級の障害の

定請求書 案書のいずれか又はそ 状態にある子があるとき 定請求書 案書のいずれか又はそ 状態にある子があるとき

れに相当する書類 は、医師又は歯科医師の れに相当する書類 は、医師又は歯科医師の

－
15
－



・生年月日についての 診断書が添付されている ・生年月日についての 診断書が添付されている

市町村長の証明書又は こと 市町村長の証明書又は こと

戸籍抄本 ・その子が次に掲げる傷 戸籍抄本 ・その子が次に掲げる傷

・請求者、加算額対象 病の場合は、レントゲン ・請求者、加算額対象 病の場合は、レントゲン

者がいるときは、死亡 フィルムの添付が必要 者がいるときは、死亡 フィルムの添付が必要

者との身分関係を明ら 呼吸器系結核、肺化の 者との身分関係を明ら 呼吸器系結核、肺化の

かにすることができる う症、けい肺（これに類 かにすることができる う症、けい肺（これに類

書類 似するじん肺症を含む） 書類 似するじん肺症を含む）

・請求者、加算額対象 、その他必要と認められ ・請求者、加算額対象 、その他必要と認められ

者が死亡者によって生 るもの 者が死亡者によって生 るもの

計を維持されていたこ 計を維持されていたこ

とを証明する書類 とを証明する書類

・年金の払渡しを受け

る機関に金融機関を希

望しているときは、預

金口座の口座番号につ

いての当該払渡し金融

機関の証明書、預金通

帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明ら

かにすることができる

書類

・国民年金未支給 ・受給権者の死亡の事 ・国民年金未支給 ・受給権者の死亡の事 ・年金の払渡しを受ける

年金給付請求書 実を明らかにすること 年金給付請求書 実を明らかにすること 機関に金融機関を希望し

（障害基礎年金、 ができる書類 （障害基礎年金、 ができる書類 ているときは、預金通帳

遺族基礎年金、寡 ・死亡者と請求者との 遺族基礎年金、寡 ・死亡者と請求者との の記号番号についての当

婦年金に限る） 身分を明らかにするこ 婦年金に限る） 身分を明らかにするこ 該払渡し金融機関の証明

とができる書類及び生 とができる書類及び生 書

計を同じくしていたこ 計を同じくしていたこ

とを明らかにすること とを明らかにすること

－
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ができる書類 ができる書類

・年金の払渡しを受け

る機関に金融機関を希

望しているときは、預

金口座の口座番号につ

いての当該払渡し金融

機関の証明書、預金通

帳の写しその他の預金

口座の口座番号を明ら

かにすることができる

書類

－
17
－



全 文

国民年金市町村事務処理基準

第１章 総則

（通則）

第１条 市町村（特別区を含む。以下同じ。）における国民年金に関する事務の取扱い

については、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号。以下「法」という。）、国民

年金法施行令（昭和３４年政令第１８４号。以下「令」という。）及び国民年金法施

行規則（昭和３５年厚生省令第１２号。以下「規則」という。）、中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令（平成８年政令第

１８号）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関す

る法律施行規則（平成６年厚生省令第６３号）の定めるところによるほか、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の９第３項に基づくこの処理基準の定める

ところにより行う。

（文書の取扱い）

第２条 被保険者（第２号被保険者及び第３号被保険者を除く。以下同じ。）その他の

関係者から提出された届書、申請書、申出書又は請求書（以下「届書等」という。）

の記載事項に明白な誤りがある場合においても、これが軽微なものであって容易に補

正できるものであるときは、被保険者その他の関係者に適宜その誤りの補正を求め、

補正されたものを受理する。

第２章 帳簿等

（備付帳簿等）

第３条 市町村において備える帳簿は、国民年金関係書類受付処理簿（以下「受付処理

簿」という。）とする。

２ 受付処理簿は、完結の日から３年間保存する。

（受付処理簿）

第４条 受付処理簿は、届書等の受付順に次に掲げる事項を記入する。

（１）受付年月日

（２）受付番号

（３）届書等の名称

（４）氏名

（５）処理経過

（６）報告年月日

（７）その他必要な事項

第３章 被保険者に関する事項

（届書等の受理）

第５条 被保険者の資格に関する届書等が提出されたときは、次により処理する。

（１）届書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

（２）受付処理簿に受付番号、届書等の名称、被保険者の氏名及び受付年月日を記入

する。

（３）届書等に添えて年金手帳（以下「手帳」という。）又は基礎年金番号通知書（

以下「番号通知書」という。）が提出されたときは、受付処理簿にその旨を記入

し、返付する。この場合において、氏名に変更があるときは、当該手帳の所定欄

に最後に変更された氏名を記入する。

（４）番号通知書のみが提出されているときは、届書等の余白に「要手帳交付」と記
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入する。

（５）届書等の記載及びその添付書類に不備がないかどうかを確認する。

（６）届書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著し

い不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該届書等を提出者に

返付する。

（７）前号の規定により返付した届書等が補正され再提出されたときは、受付処理簿

に再受付年月日を記入する。

２ 前項の場合において、被保険者の資格の喪失の届書（以下「資格喪失届」という。）、

任意加入被保険者の資格の喪失の申出書（以下「資格喪失申出書」という。）、被保険

者の種別の変更の届書（以下「種別変更届」という。）、付加保険料納付申出書（以下

「付加納付申出書」という。）又は付加保険料納付辞退申出書（以下「付加納付辞退申

出書」という。）に添えて手帳又は番号通知書（以下「手帳等」という。）が提出され

ないときは、その旨及びその理由を当該届書等に付記させる。

３ 当該市町村と同一の都道府県の区域内に住所を有する日本年金機構の事務センター

又は日本年金機構が定める年金事務所（以下「年金事務所等」という。）から国民年

金処理結果一覧表（以下「処理結果一覧表」という。）が送付されたときは、受付処

理簿に受付年月日を記入する。

（被保険者の資格取得等の届出）

第６条 前に被保険者又は第３号被保険者でなかった者から第１号被保険者となったこ

とに係る被保険者の資格の取得の届出（以下「資格取得届」という。）又は種別変更

届が提出されたときは、次の処理をする。

（１）資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及び

住所を戸籍簿又は住民票（日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録原票）

により確認し、種別変更年月日は国民年金被保険者情報提供システムにより提供

される情報（以下「被保険者情報」という。）等により確認する。また、種別変

更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種別変更届に添付された手帳等に

より確認する。

（２）被保険者の資格があると認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

（３）被保険者の資格がないと認めたときは、次の処理をする。

ア 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

イ 被保険者の資格のない旨及びその理由を届出者に通知する。この場合におい

て、手帳等が提出されているときは、併せてこれを返付し、受付処理簿に返付

年月日を記入する。

（４）第２号の処理をしたときは、当該資格取得届又は種別変更届を年金事務所等に

送付する。

２ 外国人から届書が提出されたときは、第１項各号による取扱いのほか、次の処理を

する。

（１）被保険者の資格取得日は外国人登録原票の上陸許可日とする。

（２）資格取得届に外国人表示を記入し、年金事務所等へ送付する。

第７条 前に被保険者又は第３号被保険者であったことのある者から第１号被保険者と

なったことに係る資格取得届又は種別変更届が提出されたときは、次の処理をする。

（１）前に被保険者であった者から提出された資格取得届又は種別変更届の記載内容

を前条第１項第１号の規定の例により審査する。ただし、資格取得届又は種別変

更届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名（旧氏名が記載されているとき

は旧氏名）、性別、生年月日及び住所を資格取得届又は種別変更届に添付された
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手帳又は被保険者情報により確認したときは、この限りでない。この場合におい

て、当該被保険者が被保険者の資格を喪失した後、又は第２号被保険者となった

ことにより被保険者の種別を変更した後に氏名又は住所を変更しているときは、

最後に変更した氏名又は住所を住民票と照合して行う。

（２）前に第３号被保険者であったことのある者から第１号被保険者となったことに

係る資格取得届又は種別変更届に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日及

び住所を戸籍簿又は住民票（日本国籍を有しない者にあっては、外国人登録原

票）により確認し、種別変更年月日については、当該被保険者の国民健康保険の

被保険者の資格取得年月日後でないことを住民票又は国民健康保険被保険者台帳

により確認する。また、種別変更届に基礎年金番号が記載されている場合は、種

別変更届に添付された手帳等により確認する。

（３）被保険者の資格があると認めた場合は、次の処理をする。

ア 手帳が提出されていないときは、第５条第２項の規定の例により処理する。

イ 前条第１項第２号の規定の例により処理する。

（４）被保険者の資格がないと認めたときは、前条第１項第３号の規定の例により処

理する。

（５）第３号の処理をしたときは、資格取得届又は種別変更届を年金事務所等に送付

する。

２ 外国人から届書が提出されたときは、前条第２項（（１）を除く。）の規定の例に

より処理する。

（任意加入被保険者の資格の取得の申出）

第８条 任意加入被保険者の資格の取得の申出書（以下「資格取得申出書」という。）

が提出されたときは、当該被保険者に係る法第９２条の２に規定する口座振替納付（

以下「口座振替納付」という。）を希望する旨の申出書又は口座振替納付によらない

正当な事由がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当する旨の申出書（以下

「口座振替納付等申出書」という。）が提出されているかどうかを確認する。なお、

口座振替納付等申出書が提出されていないときは、申出者にその提出を求め、受付簿

にその旨を記入する。

２ 資格取得申出書は、第６条第１項（第３号を除く。）及び第２項又は第７条第１項

（第４号を除く。）及び第２項の規定の例により処理する。

３ 口座振替納付等申出書は、第６条第１項（第３号を除く。）の規定の例により処理

する。

４ 受付処理簿に受理の年月日を記入し、年金事務所等に送付する。

（資格喪失の届出）

第９条 資格喪失届が提出されたときは、次の処理をする。

（１）資格喪失届の記載内容を次により審査する。

ア 資格喪失届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名、性別、生年月日及

び住所を被保険者情報により確認する。

イ アの規定の方法により確認できないときは、第６条第１項第１号の規定によ

り処理する。

（２）被保険者の資格を喪失したと認めたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入

する。

（３）被保険者の資格を喪失しないと認めたときは、次の処理をする。

ア 被保険者の資格喪失をしない旨及びその理由を被保険者に通知する。

イ 受付処理簿に却下通知年月日を記入する。
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（４）第２号の処理をしたときは、当該資格喪失届を年金事務所等に送付する。

２ 外国人から出国に伴う資格喪失届が提出されたときは、前項第１号、第３号及び第

４号の取扱いのほか、資格喪失日は出国年月日の翌日（届出がない場合は、外国人登

録原票の閉鎖事由該当年月日）とする。

（死亡の届出等）

第１０条 被保険者の死亡の届書（以下「被保険者死亡届」という。）が提出されたと

きは、次の処理をする。

（１）第９条第１項第１号から第３号までの規定の例により処理する。この場合にお

いて、死亡の事実は戸籍簿又は住民票により確認する。

（２）規則第９条の規定に基づき、被保険者死亡届の送付に代えて報告書を送付する

ときは、国民年金被保険者死亡報告書（様式第１号。以下「死亡報告書」という。

）を作成する。

（３）被保険者死亡届又は死亡報告書を年金事務所等に送付する。

２ 被保険者死亡届が提出されない場合においては、その被保険者の死亡の事実を戸籍

簿又は住民票により確認したときは、死亡報告書を作成し、これに死亡の事実を確認

した旨の市町村長の証明を行い、当該報告書を年金事務所等に送付する。

（任意脱退の承認申請）

第１１条 被保険者の任意脱退の承認申請書（以下「任意脱退承認申請書」という。）

が提出されたときは、次の処理をする。

（１）当該被保険者に係る資格取得届又は種別変更届が提出されているかどうかを確

認する。なお、資格取得届又は種別変更届が提出されていないときは、申請者に

その提出を求め、受付処理簿にその旨を記入する。

（２）任意脱退承認申請書の記載事項を第９条第１項第１号の規定の例により確認す

る。

（３）任意脱退承認申請書の記載に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を

記入する。

（４）任意脱退承認申請書を年金事務所等に送付する。

２ 年金事務所等から任意脱退承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿

に承認の旨を記入する。

３ 年金事務所等から任意脱退承認申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受

付処理簿に申請が却下の旨を記入する。

（資格喪失の申出）

第１２条 資格喪失申出書が提出されたときは、第９条第１項（同項第３号を除く。）

の規定の例により処理する。

（氏名変更の届出）

第１３条 被保険者から氏名変更届書（以下「被保険者氏名変更届」という。）が提出

されたときは、次の処理をする。

（１）被保険者氏名変更届の記載内容を第９条第１項第１号の規定の例により審査す

る。この場合において、変更後の氏名は、戸籍簿又は住民票により確認する。

（２）氏名の変更を確認したときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

（３）規則第９条の規定に基づき、被保険者氏名変更届の送付に代えて報告書を送付

するときは、国民年金被保険者氏名変更報告書（様式第２号。以下「被保険者氏

名変更報告書」という。）を作成する。

（４）被保険者氏名変更届又は被保険者氏名変更報告書を年金事務所等に送付する。

２ 被保険者から氏名変更届を提出されない場合においては、その被保険者の氏名変更
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の事実を住民票により確認したときは、被保険者氏名変更報告書を作成し、これに氏

名変更の事実を確認した旨の市町村長の証明を行い、当該報告書を年金事務所等へ送

付する。

（住所変更の届出等）

第１４条 被保険者から住所変更の届書（以下「被保険者住所変更届」という。）が提

出されたときは、次の処理をする。

（１）被保険者住所変更届の記載内容を第９条第１項第１号の規定の例により審査す

る。この場合において、変更後の住所は、住民票により確認する。

（２）住所の変更を確認したときは、次の処理をする。

ア 受付処理簿に受理の年月日を記入する。

イ 法第１２条第４項及び規則第９条の規定に基づき、被保険者住所変更届の送

付に代えて報告書を送付するときは、国民年金被保険者住所変更報告書（様式

第２号。以下「被保険者住所変更報告書」という。）を作成する。

（３）被保険者住所変更届又は被保険者住所変更報告書を年金事務所等に送付する。

第１５条 旧住所地の市町村は、被保険者が他の市町村の区域内に住所を変更した事実

を住民票により確認したとき（当該被保険者について年金事務所等から住所を変更し

た旨の通知書の送付を受けたときを除く。）は、被保険者住所変更報告書を作成し、

当該報告書に「住民票により確認」と付記し、これを年金事務所等に送付する。

２ 新住所地の市町村は、年金事務所等から国民年金被保険者転入事実調査票（以下「

転入事実調査票」という。）の送付を受けたときは、次の処理をする。

（１）転入の事実を住民票により確認する。

（２）前号の処理をしたとき又は新住所地からさらに他の市町村の区域内に住所を変

更している等の事実を確認したときは、転入事実調査票に所要の事項を記入した

上、これを年金事務所等に送付する。

３ 転出届に基づき旧住所地の市町村の住民票は削除されたが新住所地へ転入届の提出

がなく、その住民票が消除された日から起算して３か月を経過したとき及び住民調査

により住民票が消除されたときは、居所未登録者報告書（様式第３号）を年金事務所

等へ送付する。

４ 年金事務所等から居所未登録者整理結果通知書が送付された被保険者につい て、住

民調査の実施により当該住所の確認がされたときは、その者の基礎年金番号、氏名及び

確認された住所を年金事務所等へ報告する。

（手帳の再交付の申請）

第１６条 手帳の再交付の申請書（以下「再交付申請書」という。）が提出されたとき

は、次の処理をする。

（１）再交付申請書の記載事項を第９条第１項第１号の規定の例により確認する。

（２）再交付申請書の記載に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を記入す

る。

（３）再交付申請書及びこれに添えて提出された手帳を年金事務所等に送付する。

（日本国内に住所を有しない被保険者の届出等）

第１７条 日本国内に住所を有しない任意加入被保険者から、本章に規定する届書等が

提出されたときは、本章に規定するほか次により処理する。

（１）届書等に記載された被保険者の氏名、性別、生年月日、本籍地都道府県名は、戸

籍簿又は住民票に代えて、当該届書等に添付された旅券の写し、戸籍抄本等により

審査し、日本に住所を有しないことについては、国外転出（予定）の記載がある住

民票により審査する。
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（２）資格取得申出書又は国外へ住所を移す旨の被保険者住所変更届が提出されたと

きは、当該被保険者の国民年金に関する事項の処理を行うため、日本国内に住所

を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもの（以下「協力者」という。）

の氏名、住所及び在外邦人との続柄の記載を確認する。

（３）届書等の余白に「在外」と記入し、年金事務所等へ送付する。

（４）手帳の返付その他の被保険者に対する通信は協力者を経由して行う。

（届書等の送付又は報告）

第１８条 本章に規定する届書等を年金事務所等に送付するときは、次の処理をする。

（１）届書等を件名ごとに区分する。

（２）国民年金関係書類送付書（様式第４号）を作成する。

（３）受付処理簿に報告（送付）年月日を記入する。

（届書等の再提出）

第１９条 年金事務所等に提出した届書等に著しい不備があったため返戻されたときは、

次の処理をする。

（１）受付処理簿に返戻年月日を記入する。

（２）返戻の理由が届書等の記載事項の補正を要するものと認めるものについては、

次の処理をする。

ア 指摘された事項が市町村において補正できるものにあっては、その補正をす

る。

イ 指摘された事項が市町村において補正できないものにあっては、受付処理簿

に返付年月日を記入し、届書等を提出者に返付し、その補正を求める。

ウ イの規定により返付した届書等が再提出されたときは、受付処理簿に再受付

年月日を記入する。

（３）返戻の理由が再審査を要するものと認めるものについては、次の処理をする。

ア 指摘された事項の審査を行う。

イ 審査の結果、年金事務所等に再提出を要すると認めたときは、届書等の所要

事項を補正する。

ウ 審査の結果、年金事務所等に再提出を要しないと認めたときは、次の処理を

する。

（ア）受付処理簿に却下通知年月日を記入する。

（イ）当該届書等を受理しない旨及びその理由を、届書等の提出者に通知する。

２ 不備事項を補正した届書等は、前条の規定の例により年金事務所等に再提出する。

第４章 給付に関する事項

（請求書等の受理）

第２０条 受給権者から給付に関する請求書、申出書、届書又は申請書（以下「請求書

等」という。）が提出されたときは、次により処理する。

（１）請求書等に受付印を押し、受付番号及び受付年月日を記入する。

（２）受付処理簿に受付番号、請求書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

（３）請求書等に添えて手帳又は年金証書（以下「証書」という。）が提出されてい

るときは、受付処理簿にその旨を記入する。

（４）請求書等の記載及びその添付書類（主な書類については別表のとおり。）に不

備がないかどうかを確認する。

（５）請求書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著

しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該請求書等を提出

者に返付する。
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（６）前号の規定により返付した請求書等が補正され再提出されたときは、受付処理

簿に再受付年月日を記入する。

２ 前項の場合において、法及び法に基づく命令の規定により請求書等に添えて提出す

べきものとされている証書その他の書類が提出されないときは、その旨の理由書を提

出させる。

（裁定請求書）

第２１条 受給権者から給付に関する裁定請求書（以下「裁定請求書」という。）が提

出されたときは、次の処理をする。

（１）裁定請求書に記載された基礎年金番号、氏名及び生年月日を、これに添えて提

出された手帳等又は被保険者情報により確認する。ただし、当該裁定請求書に添

えて提出された手帳等又は被保険者情報により確認できないときは、戸籍簿若し

くは住民票又は外国人登録原票により確認する。

（２）保険料の納付状況を手帳又は被保険者情報により確認する。

（３）裁定請求書の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月

日を記入する。

（４）裁定請求書に添えて手帳等が提出されたときは、これを請求者に返付し、受付

処理簿に返付年月日を記入する。

（５）裁定請求書及び添付書類（前条第２項の理由書を含み、前号の規定により提出

者に返付した手帳等を除く。以下同じ。）を年金事務所等に送付する。

（６）規則第３１条第２項第１２号ロの規定により、所得状況届が提出されたとき

は、受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税

額その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課

税台帳、国民健康保険税（料）賦課台帳等によりその事実を確認する。

（７）前号により、所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に所得を確認

した旨を記入する。

２ 年金事務所等から国民年金裁定者一覧表（死亡一時金及び特別一時金は除く。）が

送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。

３ 年金事務所等から国民年金死亡一時金支給決定通知書の写し又は特別一時金支給決

定通知書の写しが送付されたときは、受付処理簿に裁定の旨を記入する。

４ 年金事務所等から国民年金不支給決定通知書の写しが送付されたときは、受付処理

簿に不支給の旨を記入する。

（現況届）

第２２条 国民年金受給権者現況届（老齢基礎年金を除く。以下「現況届」という。）

が提出されたときは、次の処理をする。

（１）現況届の記載及び添付書類に不備がないときは、受付処理簿に受理の年月日を

記入する。

（２）現況届及びこれに添えて提出された添付書類を年金事務所等に送付する。

２ 規則第３６条の５及び第５１条の５の規定により、所得状況届が提出されたときは

次の処理をする。

（１）受給権者等の所得の状況について、その者の所得額、所得税額、市町村民税額

その他の事項を住民票、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票、市町村民税課税

台帳、国民健康保険税（料）賦課台帳等によりその事実を確認する。

（２）（１）の処理によって所得の事実を確認したときは、所得状況届の審査欄に確

認した旨を記入する。

３ 市町村は、所得状況届の代わりに所得状況届に記載された事項を記載した国民年金
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障害基礎年金・遺族基礎年金所得状況連名簿をもって代えることができる。

（年金額改定請求書等）

第２３条 裁定請求書及び現況届以外の請求書等（老齢基礎年金を除く。）が提出され

たときは、第２１条第１項第３号及び第４号、第２項並びに第４項の規定の例により

処理する。この場合において、規則第６４条第２項の規定に基づき、受給権者の氏名

変更又は住所変更の届書の送付に代えて報告書を送付するときは、次の報告書を作成

し、これを年金事務所等に送付する。

（１）受給権者の氏名変更については、国民年金受給権者氏名変更報告書（様式第２

号）

（２）受給権者の住所変更については、国民年金受給権者住所変更報告書（様式第２

号）

（請求書等の送付）

第２４条 本章に規定する請求書等若しくは報告書を年金事務所等に送付するとき、又

は送付した請求書等若しくは報告書に著しい不備があるため、年金事務所等から返戻

されたときは、第１８条又は第１９条の規定の例により処理する。

第５章 保険料に関する事項

（申出書等の受理等）

第２５条 被保険者から保険料に関する申出書、届書又は申請書（以下「申出書等」と

いう。）が提出されたとき又は年金事務所等から保険料に関する申請書が送付された

ときは、次により処理する。

（１）申出書等に受付印を押印し、受付番号及び受付年月日を記入する。

（２）受付処理簿に受付番号、申出書等の名称、氏名及び受付年月日を記入する。

（３）申出書等に添えて手帳等が提出されているときは、受付処理簿にその旨を記入

する。

（４）申出書等の記載及びその添付書類に不備がないかどうか確認する。

（５）申出書等の記載に補正できない程度の不備があるとき、又はその添付書類に著

しい不備があるときは、受付処理簿に返付年月日を記入し、当該申出書等を提出

者に返付する。

（６）前号の規定により返付した申出書等が補正され再提出されたときは、受付処理

簿に再受付年月日を記入する。

２ 年金事務所等から処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に受付年月日を

記入する。

（付加保険料納付の申出）

第２６条 付加納付申出書が提出されたときは、次の処理をする。

（１）付加納付申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第９条

第１項第１号の規定の例により確認する。

（２）前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

（３）付加納付申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

（４）付加納付申出書を年金事務所等に送付する。

２ 年金事務所等から付加保険料納付該当又は申出却下の処理結果一覧表が送付された

ときは、受付処理簿に付加納付被保険者となる申出の年月日又は却下の旨を記入する。

（付加保険料納付の辞退申出）

第２７条 付加納付辞退申出書が提出されたときは、次の処理をする。

（１）付加納付辞退申出書に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第
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９条第１項第１号の規定の例により確認する。

（２）前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

（３）付加納付辞退申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿

に返付年月日を記入する。

（４）付加納付辞退申出書を年金事務所等に送付する。

２ 年金事務所等から付加保険料納付辞退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、

受付処理簿に付加納付被保険者辞退申出年月日を記入する。

（付加保険料滞納等に伴う付加納付被保険者非該当）

第２８条 法第８７条の２第４項の規定に基づき、年金事務所等から付加保険料納付辞

退該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理簿に付加納付被保険者辞退申

出年月日を記入する。

（付加保険料納付該当の届出）

第２９条 農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった旨の届

書（以下「付加納付該当届」という。）が提出されたときは、次の処理をする。

（１）付加納付該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第９条

第１項第１号の規定の例により確認する。

（２）前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

（３）付加納付該当届に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

（４）付加納付該当届を年金事務所等に送付する。

２ 年金事務所等から付加保険料納付該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に農業者年金の被保険者の資格の取得により付加納付被保険者となった年月日

を記入するとともに、付加保険料納付該当の旨を記入する。

（付加保険料納付非該当の届出）

第３０条 農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった旨

の届書（以下「付加納付非該当届」という。）が提出されたときは、次の処理をす

る。

（１）付加納付非該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第９

条第１項第１号の規定の例により確認する。

（２）前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

（３）付加納付非該当届に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に

返付年月日を記入する。

（４）付加納付非該当届を年金事務所等に送付する。

２ 年金事務所等から付加保険料納付非該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受

付処理簿に農業者年金の被保険者の資格の喪失により付加納付被保険者でなくなった

年月日を記入するとともに、非該当の旨を記入する。

（なお従前の例によることとされた検認の事務）

第３１条 削除

（中国残留邦人等の特例措置対象者該当の申出）

第３２条 中国残留邦人等の特例措置対象者該当申出書（以下「特例措置申出書」とい

う。）が提出されたときは、次の処理をする。

（１）特例措置申出書の記載及び添付書類に不備がないか確認する。

（２）前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。また、特例

措置申出書に老齢基礎年金等の受給権者であることにより、年金証書の基礎年金

番号及び年金コードが記載されている場合は、受付処理簿にその旨を記入する。
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（３）特例措置申出書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

（４）特例措置申出書を年金事務所等に送付する。

２ 年金事務所等から特例措置対象者該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に保険料免除の申出年月日を記入する。

３ 年金事務所等から特例措置対象者該当不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、

受付処理簿に不該当の旨を記入する。

（保険料の免除に関する届出）

第３３条 保険料の免除理由該当の届書（以下「免除該当届」という。）が提出された

ときは、次の処理をする。

（１）免除該当届の記載内容は次により審査する。

ア 免除該当届に記載された基礎年金番号、被保険者の氏名及び住所を第９条第

１項第１号の規定の例により確認する。

イ 免除該当届に記載された免除該当の理由及び該当年月を障害基礎年金裁定者

一覧表、生活保護の保護台帳又は被保護世帯票等により確認する。

（２）前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

（３）免除該当届に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年

月日を記入する。

（４）免除該当届を年金事務所等に送付する。

２ 年金事務所等から保険料免除理由該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に保険料免除年月日を記入するとともに該当の旨を記入する。

３ 年金事務所等から保険料免除理由不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受

付処理簿に不該当の旨を記入する。

第３４条 保険料の免除理由消滅の届書（以下「免除理由消滅届」という。）が提出さ

れたときは、前条第１項の規定の例により処理をする。

２ 年金事務所等から保険料免除理由消滅の処理結果一覧表が送付されたときは、受付

処理簿に保険料免除消滅年月日を記入するとともに消滅の旨を記入する。

３ 年金事務所等から保険料免除理由消滅不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、

受付処理簿に不該当の旨を記入する。

（保険料免除及び若年者納付猶予の申請）

第３５条 国民年金保険料免除・納付猶予申請書（以下「免除等申請書」という。）が

提出又は送付されたときは、次の処理をする。

（１）免除等申請書の記載内容を次により審査する。

ア 免除等申請書に記載された被保険者の基礎年金番号、氏名及び住所、被保険者

の属する世帯の世帯主の氏名並びに被保険者の配偶者の氏名を第９条第１項第１

号の規定の例により確認する。

イ 全額免除、一部免除（４分の３免除、半額免除若しくは４分の１免除をいう。

以下同じ。）又は若年者納付猶予のいずれかの申請又は複数の申請を希望する旨

が記載されていることを確認する。

ウ 若年者納付猶予より一部免除を優先して希望する場合は、その旨が記載されて

いることを確認する。

エ 前年の所得が政令で定める額以下であることを理由に全額免除又は若年者納付

猶予を申請する者が翌年度以降も同一の理由に基づく申請を希望する場合は、そ

の旨が記載されていることを確認する。

（２）前年の所得又は前々年の所得について、次のア及びイに掲げる申請の区分に応
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じ、当該ア及びイに定める者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住

民基本台帳、市町村民税課税台帳、源泉徴収票、確定申告書の写し等によりその事

実を確認する。

ア 全額又は一部免除の申請 被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保

険者の配偶者

イ 若年者納付猶予の申請 被保険者及び被保険者の配偶者

（３）免除等申請書の添付書類を確認する。

免除等申請書の備考欄に規則第７７条の６各号に掲げる事由に該当する旨が記

載されているときは、その事由を明らかにすることができる書類が添付されてい

ることを確認する。

（４）天災又は天災に準ずる事由による免除等の申請の場合は、当該事実及び当該事

由による財産の減少についての意見を記入して、市町村長の証明を行う。

（５）前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

（６）免除等申請書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付

年月日を記入する。

（７）免除等申請書を年金事務所等に送付する。

２ 免除等申請書に法第８９条各号のいずれにも該当しなくなった旨記載されていると

きは、前項により処理するほか、第３４条第１項の規定により処理する。

３ 年金事務所等から免除等申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に免除等の始期を記入するとともに全額免除、一部免除又は納付猶予の別を記入す

る。

４ 年金事務所等から免除等申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に却下の旨を記入する。

第３５条の２ 規則第７７条第３項又は第７７条の５第３項の規定により申請書の提出

を要しないとされた者の所得状況などの現況を確認するための継続審査用国民年金保

険料免除・納付猶予審査処理票（以下「継続免除等審査処理票」という。）が年金事

務所等より送付されたときは、次の処理をする。

（１）継続免除等審査処理票に記載された被保険者の基礎年金番号、氏名及び住所、

被保険者の属する世帯の世帯主の氏名並びに被保険者の配偶者の氏名を第９条第１

項第１号の規定の例により確認する。

（２）前年の所得について、次のア及びイに掲げる申請の区分に応じ、当該ア及びイ

に定める者の所得額、所得税額、市町村民税額その他の事項を住民基本台帳、市町

村民税課税台帳、源泉徴収票、確定申告書の写し等によりその事実を確認する。

ア 全額の申請 被保険者、被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者

イ 若年者納付猶予の申請 被保険者及び被保険者の配偶者

（３）継続免除等審査処理票を年金事務所等に送付する。

２ 年金事務所等から免除等申請承認及び免除等申請却下の処理結果一覧表が送付され

たときは、当該一覧表に受付年月日を記載し、その日から３年間保存する。

（保険料学生納付特例の申請）

第３６条 保険料学生納付特例申請書（以下「納付特例申請書」という。）が提出又は

送付されたときは、次の処理をする。

（１）納付特例申請書の記載内容を次により審査する。

ア 納付特例申請書に記載された基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び

住所を第９条第１項第１号の規定の例により確認する。

イ 納付特例申請書に記載された保険料の納付特例を申請する理由及び大学等に
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ついて、在学証明書等により確認する。ただし、規則第７７条の４第３項又は

第４項の規定により、申請書に書類の添付を要しないとされた場合にあっては、

この限りでない。

ウ 納付特例申請書に前年の所得があると記載されているときは、被保険者の所

得額、所得税額、市町村民税額、その他の事項を住民基本台帳、市町村民税課

税台帳若しくは源泉徴収票又は確定申告書の写し等によりその事実を確認す

る。

エ 納付特例申請書の備考欄に失業又は失業に準ずる事由が記載されているとき

は、その事実を明らかにすることができる書類が添付されていることを確認す

る。

（２）納付特例申請書の所定欄に確認の結果又は当該申請（天災又は天災に準ずる事

由による申請に限る。）についての意見を記入し、市町村長の証明を行う。

（３）前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

（４）納付特例申請書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返

付年月日を記入する。

（５）納付特例申請書を年金事務所等に送付する。

２ 年金事務所等から保険料納付特例申請承認の処理結果一覧表が送付されたときは、

第３５条第３項の規定の例により処理する。

３ 年金事務所等から保険料納付特例申請却下の処理結果一覧表が送付されたときは、

第３５条第４項の規定の例により処理する。

（保険料免除及び若年者納付猶予の取消申請）

第３７条 国民年金保険料免除・納付猶予取消申請書（以下「取消申請書」という。）

が提出されたときは、次の処理をする。

（１）取消申請書に記載された基礎年金番号、生年月日、被保険者の氏名及び住所を

第９条第１項第１号の規定の例により確認する。

（２）前号の処理をしたときは、受付処理簿に受理の年月日を記入する。

（３）取消申請書に添えて提出された手帳を被保険者に返付し、受付処理簿に返付年

月日を記入する。

（４）取消申請書を年金事務所等に送付する。

２ 年金事務所等から免除等取消承認の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に取消年月日を記入するとともに取消の旨を記入する。

（納付特例不該当の届出）

第３８条 保険料学生納付特例不該当届（以下「納付特例不該当届」という。）が提出

されたときは、前条第１項の規定の例により処理する。

２ 年金事務所等から納付特例不該当の処理結果一覧表が送付されたときは、受付処理

簿に不該当年月日を記入するとともに不該当の旨を記入する。

（届書等の送付又は再提出）

第３９条 本章に規定する届書等を年金事務所等に送付するとき、又は送付した届書等

に著しい不備があるため年金事務所等から返戻されたときは、第１８条又は第１９条

の規定の例により処理する。
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別表

主 な 届 書 添付書類の主なもの 備 考

・国民年金老齢給付裁定請求書 ・生年月日についての市町村長の証明書
又は戸籍抄本

・年金の払渡しを受ける機関に金融機関
を希望しているときは、預金口座の口
座番号についての当該払渡し金融機関
の証明書、預金通帳の写しその他の預
金口座の口座番号を明らかにすること
ができる書類

・障害基礎年金裁定請求書 ・生年月日についての市町村長の証明書 ・１８歳未満の子又は２０歳未満で施行令別表１級又は２級の障害の
又は戸籍抄本 状態にある子があるときは、次に掲げる書類が添付されていること

・障害の状態に関する医師又は歯科医師 ア その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる書
の診断書 類

・病歴・就労状況申立書 イ その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかに
・障害基礎年金の子の加算請求に係る確 することができる書類

認書（配偶者が児童扶養手当を受けて ウ ２０歳未満で１級又は２級の障害の状態にある子があるときは
いる場合のみ） その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

・年金の払渡しを受ける機関に金融機関 ・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要
を希望しているときは、預金口座の口 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺（これに類似するじん肺症を
座番号についての当該払渡し金融機関 含む）、その他必要と認められるもの
の証明書、預金通帳の写しその他の預 ・２０歳前障害基礎年金を請求する者は、障害基礎年金所得状況届等
金口座の口座番号を明らかにすること が添付されていること
ができる書類 ・配偶者が受給する児童扶養手当から障害年金の子の加算へ受給変更

する場合は、児童扶養手当証書等の提示を求める。

・遺族基礎年金裁定請求書 ・死亡診断書、死体検案書のいずれか又 ・１級又は２級の障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医
はそれに相当する書類 師の診断書が添付されていること

・生年月日についての市町村長の証明書 ・その子が次に掲げる傷病の場合は レントゲンフィルムの添付が必
又は戸籍抄本 要

・請求者、加算額対象者がいるときは、 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺（これに類似するじん肺症を
死亡者との身分関係を明らかにするこ 含む）、その他必要と認められるもの
とができる書類

・請求者、加算額対象者が死亡者によっ
て生計を維持されていたことを証明す
る書類
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・年金の払渡しを受ける機関に金融機関
を希望しているときは、預金口座の口
座番号についての当該払渡し金融機関
の証明書、預金通帳の写しその他の預
金口座の口座番号を明らかにすること
ができる書類

・国民年金受給者氏名変更届 ・氏名変更に関する証明書又は戸籍抄本
（障害基礎年金、遺族基礎年金
、寡婦年金に限る）

・国民年金受給権者死亡届 ・受給権者の死亡の事実を明らかにする
（障害基礎年金、遺族基礎年金 ことができる書類

、寡婦年金に限る） ・死亡者と請求者との身分を明らかにす
ることができる書類及び生計を同じく
していたことを明らかにすることがで
きる書類

・国民年金未支給年金給付請求 ・受給権者の死亡の事実を明らかにする
書 ことができる書類

（障害基礎年金、遺族基礎年金 ・死亡者と請求者との身分を明らかにす
、寡婦年金に限る） ることができる書類及び生計を同じく

していたことを明らかにすることがで
きる書類

・年金の払渡しを受ける機関に金融機関
を希望しているときは、預金口座の口
座番号についての当該払渡し金融機関
の証明書、預金通帳の写しその他の預
金口座の口座番号を明らかにすること
ができる書類

・国民年金受給選択申出書 ・受給権者の生存についての市町村長の ・加算額の対象者がいるときは、受給権者との身分関係を明らかにで
証明書又は戸籍抄本 きる市町村の証明書又は戸籍抄本が添付されていること

・その他裁定請求に添付が必要な書類 ・１級又は２級の障害の状態にある子があるときは、医師又は歯科医
師の診断書が添付されていること次に掲げる傷病の場合はレントゲ
ンフィルムの添付が必要

呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺（これに類似するじん肺症を
含む）、その他必要と認められるもの

・配偶者が年金を受けようとしているときは、そのことを確認するこ
とができる書類が添付されていること
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・受けようとする年金が、国民年金の老齢福祉年金であるときは、所
得状況届の添付が必要

・その他裁定請求に添付が必要な書類

障害給付加算額・加給年金額 ・子の生年月日及びその子と受給権者の ・子が２０歳未満で１級又は２級の障害の状態にあるときは、その障・
加算開始時由該当届 身分関係を明らかにすることができる 害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

書類 ・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要
・子が受給権者によって生計を維持して 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺（これに類似するじん肺症を

いることを明らかにすることができる 含む）、その他必要と認められるもの
書類 ・配偶者が受給する児童扶養手当から障害年金の子の加算へ受給変更

・子の加算請求にかかる確認書（配偶者 する場合は、児童扶養手当証書等の提示を求める。
が児童扶養手当を受けている場合のみ
）

・障害基礎年金受給権者胎児出 ・出生した子の生年月日とその子と受給 ・出生した子が障害の状態にあるときは、医師の診断書が必要
生届 権者との身分関係を明らかにすること

ができる市町村長の証明書又は戸籍抄
本

・障害基礎年金受給権者支給停 ・受給権者の生存に関する市町村長の証 ・加算額の対象者と受給権者の身分関係を明らかにすることができる
止事由消滅届 明書又は戸籍抄本 市町村長の証明書又は戸籍抄本が必要

・障害の状態に関する医師又は歯科医師 ・加算額対象者のうち、１級又は２級に該当する障害の状態にある子
の診断書 があるときは、医師又は歯科医師の診断書が必要

・支給停止の事由が消滅したことを明ら ・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
かにすることができる書類 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺（これに類似するじん肺症を

含む）、その他必要と認められるもの
・２０歳前障害基礎年金を請求する者のときは、障害基礎年金所得状
況届等が添付されていること。

・障害基礎年金加算額対象者の ・加算額対象者のうち、１級又は２級に ・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
障害該当届 該当する障害の状態にある子があると 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺（これに類似するじん肺症を

きは、医師又は歯科医師の診断書 含む）、その他必要と認められるもの

・障害基礎年金額改定請求書 ・障害の状態に関する医師又は歯科医師 ・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
の診断書 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺（これに類似するじん肺症を

含む）、その他必要と認められるもの
・加算額対象者と受給権者の身分関係を明らかにできる市町村の証明
書又は戸籍抄本が添付されていること。

・加算額対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していること
を明らかにすることができる書類
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・加給額・加給年金額対象者不 ・障害年金の子の加算から配偶者に支給される児童扶養手当へ受給変
該当届 更する場合は、児童扶養手当額調書等の提示を求める。

・遺族基礎年金受給権者支給停 ・受給権者の生存に関する市町村長の証 ・加算額対象者と受給権者の身分関係を明らかにすることができる市
止事由消滅届 明書又は戸籍抄本 町村長の証明書又は戸籍抄本が添付されていること。

・支給停止の事由が消滅したことを明ら ・加算額対象者が受給権者によって引き続き生計を維持していること
かにすることができる書類 を明らかにすることができる書類が添付されていること。

・加算額対象者のうち、１級又は２級に該当する障害の状態にある子
があるときは、医師又は歯科医師の診断書が必要。

・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺（これに類似するじん肺症を
含む）、その他必要と認められるもの

・旧法の母子福祉年金から裁定替された遺族基礎年金のときは、所得
状況届等を添付されていること

・遺族基礎年金額改定請求書 ・出生した子の生年月日及び出生した子 ・出生した子が障害の１級又は２級に該当する障害の状態にあるとき
と死亡した被保険者との身分関係を明 は、医師又は歯科医師の診断書が必要
らかにできる市町村長の証明又は戸籍
抄本

・遺族基礎年金受給権者の所在 ・支給停止の場合、所在不明者の所在が
不明による支給停止・支給停 １年以上明らかでないことを証する書
止解除申請書 類

・支給停止解除の場合、受給権者の生存
に関する市町村長の証明書又は戸籍抄
本

・受給権者が被保険者又は被保険者であ
った者の妻であるときは、所在不明と
されている間、引き続き被保険者又は
被保険者であった子と生計を同じくし
ていることを明らかにすることができ
る書類

・旧母子福祉年金又は準母子福祉年金か
ら裁定替えされた遺族基礎年金のとき
は、遺族基礎年金所得状況届

・遺族基礎年金受給権者の障害 ・１８歳到達年度までの末日までの間に ・次に掲げる傷病の場合はレントゲンフィルムの添付が必要。
該当届 ある子・孫又は加算額対象者のうち旧 呼吸器系結核、肺化のう症、けい肺（これに類似するじん肺症を

国民年金法及び旧厚生年金保険法の障 含む）、その他必要と認められるもの
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害等級の１級又は２級に該当する障害
の状態にあるときは、医師又は歯科医
師の診断書が必要。
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⑧ 

地方厚生(支)局長殿

年管発 1118第 1号

平成 23年 11月 18日

厚生労働省大臣官房年金管理審議官

(公印省略)

「国民年金市町村事務処理基準」の別表の一部改Eについて

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成 23年厚生労働省令

第 136号)が施行されることに伴い、国民年金市町村事務処理基準(平

成 12年 2月 18日付庁保発第 3号)の別表の一部を別添のとおり改正し、

平成 23年 11月 18日から施行することとしたので、御了知の上、その

取扱いについては遺漏のないよう貴管内各市町村へ周知方よろしく取り計

られたい。

なお、この事務処理基準の改正については、別添のとおり II国民年金

市町村事務処理基準」の別表の一部改正について J (平成 23年 11月 1

8日付年管発 11 1 8第 2号)により、日本年金機構理事長あて通知を発

出していることを申し添える。

⑧ 

地方厚生(支)局長殿

年管発 1118第 1号

平成 23年 11月 18日

厚生労働省大臣官房年金管理審議官

(公印省略)

「国民年金市町村事務処理基準」の別表の一部改Eについて

国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成 23年厚生労働省令

第 136号)が施行されることに伴い、国民年金市町村事務処理基準(平

成 12年 2月 18日付庁保発第 3号)の別表の一部を別添のとおり改正し、

平成 23年 11月 18日から施行することとしたので、御了知の上、その

取扱いについては遺漏のないよう貴管内各市町村へ周知方よろしく取り計

られたい。

なお、この事務処理基準の改正については、別添のとおり II国民年金

市町村事務処理基準」の別表の一部改正について J (平成 23年 11月 1

8日付年管発 11 1 8第 2号)により、日本年金機構理事長あて通知を発

出していることを申し添える。
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厚生労働省年金局長殿

ヲF

総評相第 38号

平成 23年 2月 25日

給開高
総務省行政評価局説酷評ij~

首長問EE
年金請求書に係る金融機関の証明の簡素化(あっせん)

当省では、総務省設置法(平成 11年法律第 91号)第4条第 21号に基づき、

行政機関等の業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行っています。

この度、当省に対し、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)には、

年金を受け取る金融機関名、口座番号等を記載する欄が設けられている。年金

請求書の記載上の注意書きによれば、同欄を記入した後、金融機関の証明印を

押してもらうか、年金事務所の窓口に預貯金通l援を持参して確認を受けること

とされている。 しかし、年金請求書の提出に当たっての負担軽減を図る観点か

ら、金融機関の証明に代えて、預貯金通帳のコピーを添付することで代替でき

るようにしてほしい。」 との申出がありました。

この申出について、総務大臣が開催する行政苦情救済推進会議において民間

有識者の意見を聴取するなどにより検討した結果、下記のとおり、預貯金通帳

の写しをもって金融機関の証明書に代える取扱いとすることにより、請求者の

利便性の向上及び負担軽減を図るとともに、職員の統一的かっ明確な取扱いを

期する観点から、国民年金法施行規則IJ (昭和 35年厚生省令第 12号)及び厚生

年金保険法施行規則(昭和 29年厚生省令第 37号)において請求書に金融機関

の証明書を添えなければならないとする規定を改正し、及びこの改正に伴う所

要の措置を講ずる必要があると考えられますので、御検討ください。

なお、これに対する貴省の検討結果等について、平成 23年 9月 30日までに

お知らせください。

記

1 老齢年金の請求手続

国民年金や厚生年金保険に加入していた者が、年金受給要件を満たし老齢

年金を受けようとする場合、関係する法令の規定により、日本年金機構(以

下「機構」という。)に請求書を提出しなければならない。
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厚生労働省年金局長殿

ヲF

総評相第 38号

平成 23年 2月 25日

結問題
総務省行政評価局ヰ35酷評ij~

首長問25
年金請求書に係る金融機関の証明の簡素化(あっせん)

当省では、総務省設置法(平成[[年法律第 g[号)第4条第 2[号に基づき、

行政機関等の業務に関する苦情の申出につき必要なあっせんを行っています。

この度、当省に対し、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)には、

年金を受け取る金融機関名、口座番号等を記載する欄が設けられている。年金

請求書の記載上の注意書きによれば、同欄を記入した後、金融機関の証明印を

押してもらうか、年金事務所の窓口に預貯金通l娠を持参して確認を受けること

とされている。 しかし、年金請求書の提出に当たっての負担軽減を図る観点か

ら、金融機関の証明に代えて、預貯金通帳のコピーを添付することで代替でき

るようにしてほしい。」 との申出がありました。

この申出について、総務大臣が開催する行政苦情救済推進会議において民間

有識者の意見を聴取するなどにより検討した結果、下記のとおり、預貯金通帳

の写しをもって金融機関の証明書に代える取扱いとすることにより、請求者の

利便性の向上及び負担軽減を図るとともに、職員の統一的かっ明確な取扱いを

期する観点から、国民年金法施行規則(昭和 35年厚生省令第 [2号)及び厚生

年金保険法施行規則J(昭和初年厚生省令第 37号)において請求書に金融機関

の証明書を添えなければならないとする規定を改正し、及びこの改正に伴う所

要の措置を講ずる必要があると考えられますので、御検討ください。

なお、これに対する貴省の検討結果等について、平成 23年 9月 30日までに

お知らせください。

記

1 老齢年金の請求手続

国民年金や厚生年金保険に加入していた者が、年金受給要件を満たし老齢

年金を受けようとする場合、関係する法令の規定により、日本年金機構(以

下「機構」という。)に請求書を提出しなければならない。
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老齢基礎年金の請求に当たっては国民年金法施行規則第 16条第 1項の規定

により、また、老齢厚生年金の請求に当たっては厚生年金保険法施行規則第

30条第 1項の規定により、それぞれ、請求書に、請求者の氏名、生年月日、

基礎年金番号等を記載するほか、年金の払渡しを受ける機関に金融機関を希望

する場合、払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号を記載し、機構に

提出することによって行わなければならないとされている。また、国民年金法

施行規則第 16条第2項又は厚生年金保険法施行規則第30条第2項の規定によ

り、請求書に、預金通帳の記号番号についての当該払渡希望金融機関の証明書

を添えなければならないとされている。

上記の請求書の様式については、国民年金制度と厚生年金保険制度の両制度

の共通の様式として「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)j が定

められており、様式の「受取機関」欄には、金融機関の名称や口座番号等を記

入する欄のほか、「金融機関の証明」欄が設けられている。また、請求書の記

載上の注意書きには、「年金の受け取り先になりますので記入した後、金融機

関の証明印を押してもらってください。または、年金事務所等の窓口に預貯金

通帳を持参して確認を受けることによって金融機関の証明にかえることもで

きます。」と記されている。

これは、上記の金融機関の証明書を添えなければならないとする厚生省令の

規定とは異なる運用であるが、昭和 50年 11月に発出された「金融機関の証明

に関する取扱いについてj(昭和 50年 11月 15日庁業発第 565号各都道府県民

生主管部(局)保険課(部)長・国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険

部業務課長通知)に基づいているo

なお、機構の前身である旧社会保険庁では、郵送により請求書が提出され

た場合には、受け付けていたが、平成 17年 10月以降は、請求者の利便性の

向上と裁定請求漏れを防ぐため、老齢年金の受給年齢を迎える者に対して、

機構(旧社会保険庁)が管理している年金加入記録等をあらかじめ印字した

請求書を送付し、その際、請求書に必要な書類を添えて郵送により請求する

ことができる旨を教示している。

2 公務員の退職共済年金請求手続

国家公務員が退職後に共済年金の請求を行うに当たっては国家公務員共済

組合法施行規則(昭和 33年大蔵省令第 54号)第 114条の規定により、また、

地方公務員等が退職後に共済年金の請求を行うに当たっては地方公務員等共

済組合法施行規程(昭和 37年総理府・文部省・自治省令第 1号)第 120条の

規定により、それぞれ請求書に、請求者の氏名、生年月日、基礎年金番号等

のほか、払渡しを受ける金融機関の名称、預金通帳の記号番号等を記載して
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通帳を持参して確認を受けることによって金融機関の証明にかえることもで

きます。」と記されている。

これは、上記の金融機関の証明書を添えなければならないとする厚生省令の

規定とは異なる運用であるが、昭和 50年 11月に発出された「金融機関の証明

に関する取扱いについてj(昭和 50年 11月 15日庁業発第 565号各都道府県民

生主管部(局)保険課(部)長・国民年金課(部)長あて社会保険庁年金保険

部業務課長通知)に基づいているo

なお、機構の前身である旧社会保険庁では、郵送により請求書が提出され

た場合には、受け付けていたが、平成 17年 10月以降は、請求者の利便性の

向上と裁定請求漏れを防ぐため、老齢年金の受給年齢を迎える者に対して、
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地方公務員等が退職後に共済年金の請求を行うに当たっては地方公務員等共
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提出しなければならないとされている。この点については、老齢年金の場合

と同様であるが、請求書に金融機関の証明書を添えなければならないとする

規定はない。

これらの請求書の様式をみると、地方公務員等に係る「退職共済年金(決

定、在職一部支給、退職改定)請求書」では、「年金受取機関の確認印」欄に

年金受取機関の確認印;を受けることとされているが、同欄自体に「年金受取

機関の確認印を受けない場合は通帳の写しを添付してください」とも記され

ている。

また、国家公務員に係る「退職共済年金決定請求書(新規用)Jでは、地方

公務員等に係るものと同様、「金融機関又はゅうちょ銀行の確認印」欄にこれ

らの機関の確認、印を受けることとされているが、請求書の記入要領には、「な

お、確認印を受けることが困難な場合は、預金(貯金)通帳の写し〈口座名

義及び口座番号または貯金通帳記号番号が記載されている面)に代えること

ができます。」と記されている。

3 厚生労働省の意見

年金請求書等に記載する年金受取先金融機関については、国民年金法施行

規則及び厚生年金保険法施行規則において「預金通帳の記号番号についての

当該払渡希望金融機関の証明書」を添えなければならないとされている。

年金事務所の窓口で年金請求書等を提出する場合は、請求者に預貯金通帳

を持参してもらうことで、本人名義の口座であること及び年金の振込が可能

な金融機関・預金種別であることの確認、が可能であることから、金融機関の

証明書に代えることができる取扱いとしている。

今後、請求者の負担軽減を図るため、預貯金通帳の写しをもって上記の証

明書に代えることを可能とする方向で機構と調整を進め、取扱いを変更した

いと考えている。

4 改善の必要性

前述のとおり、厚生労働省は、既に、請求者の負担軽減を図るため、預貯

金通帳の写しをもって金融機関の証明書に代える方向で検討を進めている。

しかし、国民年金法施行規則及び厚生年金保険法施行規則を改正せず、通

知等により運用を改め、一定の場合にこれを認めることとすると、かえって

実務が複雑左なり、職員聞に異なる対応を引き起こし、負担を掛けることに

もなりかねない事態が懸念される。

また、預貯金通帳の写しをもって金融機関の証明書に代えることにより、

請求者が金融機関の窓口に赴くことなく請求ができることとなることから、
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利便性の向上にも資するものと考えられる。

したがって、厚生労働省は、預貯金通帳の写しをもって金融機関の証明書

に代える取扱いとすることにより、請求者の利便性の向上及び負担軽減を図

るとともに、職員の統一的かっ明確な取扱いを期する観点から、国民年金法

施行規則及び厚生年金保険法施行規則において請求書に金融機関の証明書を

添えなければならないとする規定を改正し、及びこの改正に伴う所要の措置

を講ずる必要がある。

七l
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２． 全銀協システム更改（支店名のコード化）に伴う事務処理の変更

【年金給付部 給付企画グループ 給付指導グループ】

○ 【指示・依頼】全銀協システム更改に伴う事務処理の変更

（平成 23 年 11月 29日 給付指 2011-291）

標記システムの更改（平成 24 年 1 月 4 日）に伴い、年金請求書等の年金振込先

金融機関等に関する帳票及び入力方法の変更（支店名のコード化等）について、お

知らせするものです。
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本部関係部 

品質管理部、事業企画部、年金相談部、基幹システム開発部 

業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部 

目的・趣旨 

平成２３年９月２０日【品管情 2011‐127】※「全銀協システム更改に伴う年金振込事務の改善」にて

情報提供致しましたが、システムの変更時期及び事務処理の取扱いについてお願いするものです。 

 

ポイント（内容） 

全銀協システム更改に伴い、平成２４年１月４日より年金請求書等の金融機関等に関する帳票及び入力

方法が以下のとおり変更になりますので、別添１「全銀協システム更改に伴う事務処理の変更について」

及び別添２「全銀協システム更改に伴う事務処理変更のＱ＆Ａ」を確認のうえ事務処理を行ってください。

・受取金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）の支店名のカナ入力からコード入力への変更 

・預金種別の追加 

・農業協同組合及び漁業協同組合の所在地の都道府県連合会コードから金融機関コードへの変更 

 ・口座番号の桁数の変更 

 

 平成２３年１２月１日以降に本部へ進達する旧様式の年金請求書等は、別添１及び別添２を参考に支店

コードと預金種別を記入のうえ進達してください。 

 

 業務処理マニュアルの改訂は１２月初旬に予定しています。 

 

 
照会先 審査担当ﾁｪｯｸ欄 ■ 

（帳票及び入力事務について） 

本部 年金給付部給付企画Ｇ 

担当：馬場（秀）、菊池 

連絡先（直通）

（業務処理マニュアルについて）

本部 年金給付部給付指導Ｇ 

担当：高橋 

連絡先（直通）
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全銀協システム更改に伴う事務処理の変更について 

 

 

全銀協システム更改に伴う事務処理については、平成２３年９月２０日【品

管情２０１１－１２７】「全銀協システム更改に伴う年金振込事務の改善」（情

報提供）で情報提供いたしましたが、これに伴い金融機関等（ゆうちょ銀行を

除く。以下同じ）に関する帳票及び入力業務の取り扱いが変更になるので留意

して事務処理を行うこと。 

 

１．対象帳票 

 対象となる帳票（以下「年金請求書等」という。）は次のとおり。 

・別紙１「管理帳票一覧」 

・年金給付に関する電子ファイル 

 ＊年金給付に関する電子ファイルについては、別途お知らせします。 

（参考）平成２３年１０月３日【給付指２０１１－２５９】「全銀協システム更

改に伴う帳票の変更」（指示・依頼） 

 

２．変更時期 

（１）事業スケジュールは別紙２のとおり。 

（２）年金事務所、事務センターでの入力業務は、平成２４年１月４日から変

更されます。 

（３）平成２３年１２月１日以降に本部へ進達する旧帳票の年金請求書等は、

「３．事務処理の変更」に基づき支店コードと預金種別を朱書きして記入

し、新帳票は、所定の欄に支店コードと預金種別を記入のうえ進達するこ

と。 

 

３．事務処理の変更 

（１）受取金融機関の支店名の登録方法の変更 

    受取金融機関の支店名は、カナ入力からコード入力となったので、年

金請求書等には支店コードを必ず記入すること。 

    支店コード欄がない旧帳票には、別紙３及び別紙４を参考に所定の位

置に支店コード及び預金種別を朱書きで記入すること。 
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（２）受取口座の預金種別の追加 

新たに「預金種別」が入力項目に追加されたので、年金請求書等には、

既に印刷済みのものを除き預金種別を必ず記入すること。 

預金種別は「１」（普通預金）とする。【Ｑ＆ＡのＱ６要参照】 

「預金種別」欄のない旧帳票には、別紙３及び別紙４を参考に所定の

位置に、支店コードと併せて朱書きで記入すること。 

 

（３）農業協同組合及び漁業協同組合に係る金融機関コードの変更 

農業協同組合及び漁業協同組合の金融機関コードは、所在地の都道府県ご

との連合会コードを使用していたが、変更後は金融機関コードを使用するこ

と。 

【例】 

 （変更前）東京あおば農協 連合会コード  ：３０１３ 

 （変更後）東京あおば農協 金融機関コード：５０９７（金融機関コード） 

 

（４）受取口座番号の桁数の変更 

預金通帳の口座番号は１０桁から７桁に変更になったので留意すること。 

入力業務が変更されるまでの期間（１２月２８日まで）は、支店コードと

口座番号を合わせて１０桁で登録したり、口座番号７桁の後に「０００」を

加え１０桁で登録したりすると、口座番号が誤って登録されますので、必ず

左詰め７桁の口座番号とすること。 

 

５．留意事項 

 （１）「金融機関コード・支店コード一覧」は、平成２４年１月からＬＡＮ

に掲載予定であること。 

それまでは、添付した「金融機関一覧」を使用するか、全銀協等のホ

ームページを利用されたい。 

＊この「金融機関一覧」は平成２３年８月現在のものです。検索機能を付加

しましたのでマクロを有効にして使用してください。 

（参考）金融機関コード検索 http://zengin.ajtw.net/ 

 

（２）市区町村や受給権者から旧様式で届出がされた場合は、受付年金事務

所において、支店コードや預金種別を確認のうえ記入すること。 

（３）処理結果リストや入力画面には、入力した支店コードに対応する支  

店名が表示されるので確認をすること。 

（４）別紙５「ディスプレイ画面フォーマット」を添付したので参考にされ

たい。 
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別添２ 

 

全 協 テ 変 Ｑ＆Ａ 

 
Ｑ１．年金事務所及び事務センターでの事務処理はどう変わるのか。 
Ａ１．年金請求書等の受取金融機関を記載する帳票には、支店コード及び預金

種別を記入することになります。 
また、農協・漁協に係る金融機関コードも変更になります。今までは都

道府県に１つのコードを使用していましたが、平成２４年１月からは各農

協・漁協ごとに本来の金融機関コードが設定されます。 
例：東京あおば農協 金融機関コード：３０１３ 

（ﾄｳｷｮｳﾉｳｷｮｳの金融機関コード） 
                 ↓ 

東京あおば農協 金融機関コード：５０９７（金融機関コード） 
 
Ｑ１－１．誤って、旧の金融機関コードを入力したら、どうなるのか。 
Ａ１－１．平成２４年１月４日より日本銀行から週次で金融機関合併・店舗統

廃合の情報が提供されます。その情報に基づき、金融機関マスタ（データ

ベース）を順次更新します。 
金融機関マスタ（データベース）にない金融機関コードや支店コードを

入力した場合はエラーになります。エラーになった場合は、正しい金融機

関コードまたは支店コードへ訂正の上、再度入力してください。 
 
Ｑ２．正しい金融機関コードまたは支店コードはどのように確認すればよいか。

Ａ２．平成２４年１月よりＬＡＮに「金融機関コード・支店コード一覧」を掲

載しますので、その一覧で確認してください。 
※「金融機関コード・支店コード一覧」については、別途お知らせします。 

 
Ｑ３．旧帳票には支店コードや預金種別の欄がないが、どこに支店コードや預

金種別を記入すればよいか。 
Ａ３．受取機関欄に支店コードを上段にし、預金種別を下段に で記載し

てください。記入の仕方は、別紙３及び別紙４を参照ください。 
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Ｑ４．いつから支店コード及び預金種別コードを記載すればよいか。また、入

力処理が変更されるのはいつからか。 

Ａ４．オンラインの入力処理は平成２４年１月４日からですので、各都道府県

事務センターにおいて入力される新法年金請求書等に関しては、受付年金

事務所等にて支店コード及び預金種別を記入するなど早めに対応願います。 

なお、機構本部に進達する裁定請求書等に関しては、別紙２「事業スケ

ジュール」のとおり新システムによる入力業務が稼働することから、平成

２３年１２月１日進達分からは支店コードと預金種別を年金請求書に記入

のうえ進達願います。 

また、平成２３年１２月１日以降に他事務センターへ回送する年金請求

書等に関しても、受付年金事務所等において支店コードと預金種別を年金

請求書等に記入のうえ回送願います。 

※平成２４年１月より「金融機関コード・支店コード一覧」ＬＡＮ掲載予定。 
 
Ｑ５．現行システム時（１２月末）に支店名をカナ入力したが、補正処理が必

要になるのか。 
Ａ５．２４年２月定期支払サイクル中に入力処理した金融機関変更等の諸変更

は機構本部でシステム対応するので、年金事務所等での補正処理は不要で

す。 
 
Ｑ６．預金種別は１（普通預金）のみ記載することになるのか。それ以外の預

金種別で申請された場合はどうすればよいか。 
Ａ６．平成２４年１月４日より預金種別の項目が追加されますが、コードの登

録は各種帳票に記載している「１（普通預金）」を登録願います。 
   なお、その他の預金種別で申請された場合は、年金給付部給付企画Ｇへ

ご相談ください。 
※平成２４年７月以降の事務処理については、あらためてお知らせします。 
 

Ｑ７．支店コードと預金種別以外に入力の変更はないのか。 
Ａ７．口座番号の桁数も変更されます。従来は１０桁まで登録可能でしたが、

平成２４年１月４日からは７桁になります。 
別紙５の口座番号欄は、ゆうちょ銀行の口座番号表示のため１０桁になっ

ています。 
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Ｑ８．正しいコードが入力されているか、どのように確認すればよいか。 
Ａ８．処理結果リストや入力画面には、入力した支店コードに対応する支店名

称が表示されますので正しく処理されているか確認してください。 
 
Ｑ９．その他に変更はないのか。 
Ａ９．事務処理の変更ではありませんが、名称にアルファベットがある金融機

関は、今回の全銀協システム更改によりアルファベットで表記されます。 
例：三菱東京ＵＦＪ銀行（金融機関コード：０００５）のＷＭ画面の表示 
  平成２３年１２月まで：ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷﾖｳﾕｰｴﾌ 
         ↓ 

平成２４年１月以降 ：ﾐﾂﾋﾞｼﾄｳｷﾖｳ UFJ 
※なお、上記の金融機関名の変更は、機構本部において一括変更処理を行いま

すので、年金事務所等での作業は不要です。 
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別紙１

帳票番号 帳票名

101 年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）

104 年金請求書（国民年金・厚生年金保険障害給付）

105 年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）

106 年金請求書（国民年金・厚生年金保険遺族給付）（別紙）

132 年金請求書（国民年金障害基礎年金）

133 年金請求書（国民年金遺族基礎年金）

134 年金請求書（国民年金寡婦年金）

135 年金請求書（国民年金遺族基礎年金）(別紙)

180 年金（改定）請求書（遺族共済年金給付）

182 年金（改定）請求書（障害共済年金給付）

183 年金（改定）請求書（退職共済年金給付）

514 各制度共通受給権者死亡届・未支給年金請求書

516 年金受給権者住所･支払機関変更届

516-2 年金受給権者住所･支払機関変更届（無記名）

CN45 国民年金死亡一時金裁定請求書

LK31 裁定請求時留意事項リーフレット(老齢)

LK32 裁定請求時留意事項リーフレット(遺族)

管理帳票一覧
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システム更改(日本年金機繕〉

〈機繕本部〉
テム更改:
平成24年7月

支払明細MTのレコード
〈後傷本部〉

2月定期支払処理
〈新日システム移行〉

葉町立丞乏生一

四位丞乏生ー

入力期間

脱退一時金
入力期間
(機矯本部〉

仁霊豆コ
事業スケジュール

平成24年度

10月

7月随時支払処理

長官】
「-丙ff]

システム更改〈日本年金機構〉

支払処理の運用〈機宿本部〉
金融機関側のシステム更改.

平成24年7月

支払明細MTのレコード
〈機徳本部〉

2月定期支払処理
〈新18システム移行〉

新之丞Z色ー

I~位Z三ムー

支払日

オンライン
裁定・再裁定
入力期間

キーツー
裁定 ・再裁定
入力期間
(機宿本部〉

諸変更
入力期間

脱退一時金
入力期間
〈機縄本部〉

10月

事業スケジュール

2月定期支払処理 :

2/15 
V 

12/1212/28: '1/4百五 ;---..........f 

; ;亡コlF--戸ト : 十
;選金也並道ìïï..........._... ....T.. .. . ... ... ~.. .... ... ..T... . .. . _...._._......""["...... . _ ......._....._.11"

;日 口示ーバー; 2 = | 
: 12/21五万817五百盃 :1

cロ主主:!!iJ!!:t j i l 
11/28 12/13 12/14， 2~/1 ・ |

--ロ rー |

仁8UliLt2コ

8月

7月随時支払処理

!と本格運用開始(予定)可

(新データ) ¥4 

7頁函蒔支E甚蓮

ι- レコーに 1 
一
. 
，............................1 



 
 

旧帳票における店舗（支店）コードや預金種別の記入について 

別紙３ 

 

123 
1 

【例】 

   支店コード １２３ 

   預金種別   １ 

 

＊支店コードを上段、預金種別

を下段に記入する。 
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別紙４ 
旧帳票における店舗（支店）コードや預金種別の記入について 

 

123 
1 

【例】 

   支店コード １２３ 

   預金種別   １ 

 

＊支店コードを上段、預金種別

を下段に記入する。 
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共 通 国 年 ・ 厚 年 老 齢 給 付 裁 定 請 求 書 画 面

選 択 届 書 ｺ - ﾄ ﾞ 7 1 1 大 区 分 小 区 分 操 作 番 号 9 9 9 / 9 9 9

0 6 作 成 原 因 9 9 0 7 進 達 番 号 9 9 9 9 9 0 8 受 付 年 月 日 9 - 9 9 9 9 9 9

0 9 船 保 戦 時 加 算 9 9 9 1 0 市 区 町 村 表 示 9 1 1 重 裁 定 無 視 9

1 2 未 選 択 保 留 9 1 3 支 払 保 留 9 1 4 配 偶 者 状 態 9 9

1 5 沖 縄 表 示 9 1 6 基 礎 繰 上 下 げ 9 1 7 厚 年 繰 下 げ 9

1 8 下 支 え 障 害 9 - 9 9 1 9 旧 令 期 間 9 9

2 0 被 保 険 者 氏 名 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ X 2 1 雇 用 被 保 険 者 番 号 9 9 9 9 - 9 9 9 9 9 9 - 9

2 2 郵 便 番 号 9 9 9 - 9 9 9 9

2 3 住 所

Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ X

2 4 支 払 機 関 9 2 5 銀 行 局 番 号 9 9 9 9 9 9 9 2 6 支 払 局 コ ー ド 9 9 9 9 9 9

2 7 本 支 店 局 名 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 8 預 金 種 別 9 2 9 口 座 番 号 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

3 0 配 偶 者 氏 名 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ X

3 1 加 対 者 氏 名 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 2 加 対 者 情 報 9 9 9 9 9 9 9 9

3 3 加 対 者 氏 名 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 4 加 対 者 情 報 9 9 9 9 9 9 9 9

3 5 加 対 者 氏 名 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 6 加 対 者 情 報 9 9 9 9 9 9 9 9

3 7 加 対 者 氏 名 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 8 加 対 者 情 報 9 9 9 9 9 9 9 9

3 9 加 対 者 氏 名 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 0 加 対 者 情 報 9 9 9 9 9 9 9 9

4 1 加 対 者 氏 名 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 2 加 対 者 情 報 9 9 9 9 9 9 9 9

4 3 加 対 者 氏 名 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 4 加 対 者 情 報 9 9 9 9 9 9 9 9

4 5 加 対 者 氏 名 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 6 加 対 者 情 報 9 9 9 9 9 9 9 9

4 7 加 対 者 氏 名 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4 8 加 対 者 情 報 9 9 9 9 9 9 9 9

図３－５ 国民年金・厚生年金保老齢給付裁定請求書（２／４）
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平成２３年９月２０日 

品管情 2011-127 

給付情 2011-153 

 

 

全 システム 改に伴う年金振込 務の改 （ 提供） 

 

 

 

 

 宛
先

 

    

 

 

   

本部 ブロック本部 事務センター 年金事務所  

情
報
提
供
先

相
談
セ
ン
タ
ー

社
労
士
会

健
保
協
会

機
構
健
保

 各
部(

全)
 

             

関
係
部

管
理
部

相
給
部

適
徴
部

厚
年
Ｇ

国
年
Ｇ

年
給
Ｇ

記
録
Ｇ

適
用
課

徴
収
課

国
年
課

記
録
課

相
談
室

 
◎○◎ ◎ ◎

 
✔✔

  

 

  

 

 

 

 

 

本部関係部 

事業企画部、年金相談部、基幹システム開発部 

業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部 

目的・趣旨 

平成２３年１１月に、金融機関のネットワークシステム（全銀協システム）の第６次更改が行われるこ

とに伴い、日本年金機構内における年金請求書等の入力事務及び年金振込事務の一部が平成２４年１月か

ら段階的に変更されることについて、お知らせするものです。 

 

ポイント（内容） 

 

○ 年金請求書等の入力事務の変更内容 

全銀協システム第６次更改後は、年金の振込事務において年金受給者の振込先金融機関の店舗コード

や預金種別が必要となります。このため、現行の年金請求書等では店舗情報を「カナ文字」で入力して

いますが、平成２４年１月以降は「店舗コード（数字３ケタ）」及び「預金種別コード」の入力が必要

となります。 

この変更に伴い、現行の各種帳票の職員記載項目を変更します。 

なお、年金請求書（ターンアラウンド帳票）は平成２４年１月生月者分（平成２３年１０月１１日発

送分）より様式変更を行います。（別紙 1参照） 

 

○ 受給権者の口座情報の突合作業 

全銀協システム第６次更改後の最初の年金振込は平成２４年７月随時支払分となりますが、全銀協シ

ステム更改後の年金振込事務では、店舗コード・預金種別コードの他にカナ氏名の一致が必要となりま

す。このため、平成２４年７月随時支払に係る諸変更締切日までに日本年金機構が管理している受給権

者の口座情報に店舗コード・預金種別コードを付与したうえで、各金融機関が管理している受給権者の

口座情報（金融機関コード・店舗コード・預金種別コード・口座番号・カナ氏名）と一致しているかを

確認することを目的として、日本年金機構と各金融機関との間で受給権者の口座情報の突合作業を行う
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こととなりました。 

この突合作業は平成２３年１２月末頃を予定しており、口座情報の一致が確認できなかった受給権者

に対して、平成２４年１月頃に口座情報を確認していただくため照会票を送付し、平成２４年６月末ま

でに確認作業を終了する予定です。 

 

○ 本件に係るＱ＆Ａを別紙２のとおり作成しましたので、ご参照ください。なお、突合作業の内容、ス

ケジュール、年金受給者からの照会対応に向けたＱ＆Ａ等については、別途情報提供することを予定

しています。 

 

○ 帳票及び入力事務の変更にかかる照会は本部年金給付部給付企画Ｇへお願いします。 

 
照会先 

 

本部 品質管理部業務改善Ｇ 

担当：佐々木、須田、庄島 

連絡先（直通）

（帳票及び入力事務について）

本部 年金給付部給付企画Ｇ 

担当：岡村、菊池、新川 

連絡先（直通）
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別紙１ 
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亡壬1(4.年金の受取口座をご記入ください。

7 Y 11ナ

.1<"，-......ー一一一一一一ー一 [的
口座名義人
氏名

受取機関

1 金融機関
(ゅうちょ銀行を除く)

2 ゅうちょ銀行(郵便局)

-匝・ ... 
1 -金融機関コード -支f5コード (7 ~ガナ)

銀行 本応

金 金庫 支応

融 信組 出張所

機

1¥¥1 都道J舟県名 (フリガナ)
本所

( 一一ー一ー 支所
ゆ 1. 1言連 3.燥 協 本広
ヲ 2. 1宮漁連 4 漁協 支応
ち !ll 
よ -預金種別
銀 コー ド

預金通帳の口座番号(左詰めで記入) 金融機関の証明 ※

行

を tペ ジ氏名 71)jlナtll鹿A'，韓人氏名 71)11ナを陣隠して〈 ださい.

|徐 1 印

く
) 

※貯蓄口座へは振込できません

※金融機関の口座娠込を希望される方l志、金融機関から証明を受けてください。
なお、年金事務所等の窓口ヘ直後預金通帳を持参される方や預金通帳の写し(金融機関
名、支眉(支所)名、口座名搬入フリガナ、口座喬号が記載されている面)を添付される方

は、金融機関の証明は必要ありません。

ゅうちょ銀行(郵便局)

の証明 ※ 
貯 金通帳の記号番号21. 

※貯蓄口座へは振込できません

1ページ氏名フリガナl::1Il:ft.徒人氏名
7リガナを線路して〈ださー、

仁王コ

号{右詰めで記入)番号(左詰めで記入)記
ゅ
う
ち
ょ
銀
行
(
郵
便
局
)

※ゅうちょ銀行(郵便局)の口座振込を希望される方は、ゅうちょ銀行(郵便局)から恒明を
受けてください。
なお、年金事務所等の窓口ヘ直按貯金通帳を持毒害される方や貯金通帳の写し(通傾の記
号番号、氏名が記載されている函)を源付される方は、ゅうちょ銀行(郵便局)の証明は必

要ありません。



別紙２ 

Ｈ２３.９.２０現在 

 

協 テ 改 込 Ｑ＆Ａ 

 
Ｑ１．全銀協システムとは何か。 
Ａ１．全銀協とは全国銀行協会の略称であり、全銀協システムとは全国の金融

機関のネットワークシステムの呼称です。 
現在、日本銀行と金融機関との間での年金振込データの受渡しには磁気テ

ープ（ＭＴ）が使用されていますが、全銀協システムを利用したデータ伝送

方式に変更されます。 
 
Ｑ２．今回のシステム更改で何か変わるのか 
Ａ２．今回の全銀協システム更改に伴い、機構のシステムを以下のとおり変更

します。 
＜平成２４年１月から＞ 

「店舗コード」について、カナ入力からコード入力に変更 
平成２４年１月に向けて、現在、機構本部で金融機関・店舗（支店）コー

ド一覧を作成しています。 
新たに「預金種別コード」が入力項目に追加 
預金種別コード（１．普通預金）の入力が必要になります。 
農協及び漁協に係る金融機関コードの変更 
現在、農協及び漁協の金融機関コードは、個別の金融機関コードではなく、

所在地の都道府県の連合会のコードで収録していますが、銀行・信金等と同

様に個別の金融機関コードにより収録することになります。 
 
＜平成２４年７月から＞ 

預金種別コードに「当座預金」の追加 
預金種別コードに（２．当座預金）が追加され、当座預金への振り込みが

可能になります。 
 
Ｑ３．システム更改により、どのようなメリットがあるのか。 
Ａ３．全銀協システムの更改及び機構内のシステム変更による主なメリットは

以下のとおりです。 
振込不能の発生防止 
日本銀行から提供される金融機関情報により、存在しない店舗コードは入

力できないため、振込不能を防止できます（現行では本来存在しない店舗名
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でもカナ入力できるため、振込不能になる事象が発生しております）。 
振込不能時の再振込の迅速化 
日本銀行と金融機関とのデータ受渡しが磁気テープ（ＭＴ）を使用する方

式からデータ伝送方式に変更されます。この変更により、平成２４年７月以

降は、通常３週間以上要していた金融機関からの振込不能報告が１週間以内

に行われる見込みです。その結果、再振込までに要する期間が２週間程度短

縮される見込みです。（ただし、金融機関での処理が遅くなる場合もありま

すので、必ずしも１週間以内で処理を約束するものではありません。） 
 

Ｑ４．なぜ口座情報の突合作業（クリーン化）を行うのか。 
Ａ４．機構と各金融機関が管理する口座情報を一致させるために行います。 

全銀協システム更改により、日本銀行・金融機関間のデータ受渡しをデ

ータ伝送方式に変更するために、機構が管理する受給権者の口座情報に店

舗コード・預金種別コードを付与しますので、その結果を確認する必要が

あります。 
また、現在は、双方の口座情報が完全には一致していなくても金融機関

側で本人確認を行ったうえで振込している場合がありますが、今回のシス

テム更改に伴い、平成２４年７月振込分以降は口座情報が不一致であれば

原則として振込不能となるため、口座情報のクリーン化を行うものです。 
 
Ｑ５．口座情報の突合作業（クリーン化）により、年金事務所または事務セン

ターで発生する業務はあるのか。 
Ａ５．平成２４年１月以降、口座情報が一致しない受給権者（例：日本年金機

構と金融機関とで口座のカナ氏名が相違している受給権者や店舗コードが

収録されていない受給権者など）に内容を確認するための照会票を送付し、

氏名変更手続きや支払機関変更手続きなどをお願いしますので、ご対応願

います。 
※詳細は、別途お知らせします。 
 

Ｑ６．現在使用している帳票は、引き続き使用できるのか。 
Ａ６．管理換え帳票の年金請求書等の現行帳票の使用は可能ですが、現行の帳

票には「店舗コード」や「預金種別コード」を記載する欄がありませんの

で、早期に新様式に切り替えるよう管理換え帳票の要求を行ってください。 
なお、市区町村や受給権者から旧様式で届出がされた場合は、年金事務所

及び事務センターにおいて、店舗コードや預金種別コードを確認のうえ記載

願います。 
また、ターンアラウンド帳票は１月生月者分（平成２３年１０月１１日発
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送分）より変更しますが、未請求の１月生月者分（例：特老厚受発して以降、

６５歳の誕生月の３ヶ月前までに年金請求をしてない場合）についても平成

２３年１０月１１日発送分より変更します。平成２３年中に新様式のターン

アラウンド帳票を提出された場合の入力処理は、旧様式と同様に対応願いま

す。 
※事務処理の詳細は、別途お知らせします。 
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３． 障害年金業務に関する大切なお知らせ（その６）

【年金給付部 給付企画グループ】

【障害年金業務部 障害年金第１グループ】

○ 【指示・依頼】障害厚生年金に係る裁定請求関係資料（写）の請求方法

（平成 23年 11 月 8 日 障害指 2011-03）

本部（障害年金業務部）で管理している障害厚生年金裁定請求書や添付された診断書等の写を

要求する場合の請求方法をお示しするものです。

○ 【指示・依頼】「疑義照会（2010-535改定請求書にかかる取扱いについて）」

の回答の差し替え（平成 23年 11月 30日 給付指 2011-294）

疑義照会（2010-535 平成 22 年 9 月 9 日回答）の回答を差し替えしたことをお知らせするもの

です。

○ 【指示・依頼】２０歳前障害基礎年金において初診日が確認できる書類が添付

できない場合の取扱い（平成 23年 12 月 19日 給付指 2011-305）

20歳前に発病した障害で初診日に関する医師の診断書等が添付できない場合、第三者（民生委

員等）の証明を初診日を明らかにできる書類として取扱うことができるようになったことをお知

らせするものです。

○【情報提供】心疾患による障害の異常検査所見および重症心不全について

（平成 23年 10月 24 日 給付情 2011-166）

標記に係る疑義照会（平成 23年 9月 20日照会）への回答をお知らせするものです。

○【情報提供】ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る認定事例の報告等について

（平成 23年 12月 2日 給付情 2011-206）

標記に係る報告の徹底及び報告方法について、改めてお知らせするものです。

○【情報提供】診断書のホームページへの掲載

（平成 23年 12月 5日 給付情 2011-207）

障害年金裁定請求書に添付する診断書（精神障害用）（血液・造血器・その他の障害用）の

ＰＤＦ版をＨＰに掲載したことをお知らせするものです。

○【指示・依頼】障害の現状に関する届出により増額改定または減額改定となった場

合の診査日事務取扱の変更（平成 23年 12 月 26日 給付指 2011-314）

「現況診断書」の診査の結果、増額・減額改定となる場合の診査日登録事務の取扱いを平成 24

年 2月 1日から変更することをお知らせするものです。 
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(別記様式 1) 

平成 23年11月8日

障害指 201 1 -0 3 

障害厚生年金に係る裁定請求関係資料(写)の請求方法

本部 ブロッウ本部 事務セン哲一 年金事務所

宛先
各部

関係部 理部管 相給部 通徴部 厚年 国年 給年 記録 適用課 徴収課 言霊望室
全 G G G G 

情報提供先

相談セ

社労士会 健保協会 機産保
，‘ ノ

ヲ

。 。 @ 。
本部関係部

総務部、年金給付部

且血二盤量

障害厚生年金に関する裁定請求関連資料については、症状が重症化した場合の再請求や審査請求手続

きを行う場合に、本部で管理している過去に提出された裁定請求書や添付された診断書等の写を資料請

求される事象が増えてきています。

また、今後年金確保支援j去の施行に伴い、これらの資料請求はi首大することが見込まれるため、資料

請求方法を統一し、業務の効率化を図るものです。

ポイント(内容)

O 年金事務所や事務センヲーにおいて、過去の障害厚生年金に関する裁定請求書及び添付資料(診断書

等)の写しが必要となった場合、所定の用紙(別車氏)により、障害年金業務部特殊あてメールにて送

付いただくこととするもの。

【送付先】

機構本部障害年金業務部特殊

l審査担当チエけ欄 ・l 
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日本年金機構

障害年金業務部長様

平成年月日

0000年金事務所長

(担当:00) 

年金請求書(国民年金"厚生年金保険障害給付)及び添付資料(写)

の送付依頼について

下記の者について、(

標言己資料の送付をお願いします。

1.基礎年金番号

2.氏名

3.生年月日

記

****ー*申****

00 00 

平成年月日

)に使用いたしますので、

4.送付を依頼する資料(必要なものを記載してください。)

5. その他(必要望な指示があれば記載してください。)

以上

日本年金機構

障害年金業務部長様

平成年月日

0000年金事務所長

(担当:00) 

年金請求書(国民年金"厚生年金保険障害給付)及び添付資料(写)

の送付依頼について

下記の者について、(

標記資料の送付をお願いします。

1.基礎年金番号

2.氏名

3.生年月日

言己

****ー卒中****

00 00 

平成年月日

)に使用いたしますので、

4.送付を依頼する資料(必要なものを記載してください。)

5. その他(必要望な指示があれば記載してください。)

以上
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平成 23年 11月30日

給付指 2011-294 

疑義照会 (2010-535 改定請求書にかかる取扱いについて)の回答の差し替え(指示・依頼)

本部 ブロッウ本部 事務セン告ー 年金事務所

宛先
部各

係部関
管

相給部 徴適部
厚年 国年 年給 記録

適
徴収課 課国年 記録課 相談室

全
理部 用課

G G G G 
) 

O O 。 。 。
情報提供先

相談
社労土

健保協会

機

セ
健構保

イン担 A E 

J 

本部関係部

年金相談部 リスクコンブライアンス部

且盟二盤量
疑義照会 (2010-535 改定請求書にかかる取扱いについて)の回答内容について、法令上の取扱いと

相違していることが判明したため、平成23年 11月30日に回答の差し替えを行ったことをお知らせ

するものです。

ポイント(内容)

疑義照会の回答内容で、 r1級の障害基礎年金の受給権者が額改定の請求をした場合に、受理すること

は差し支えなく、処分通知は不要と思料される。」としておりましたが、額改定請求が行政手続法第8条

でいうところの申請に該当するため、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする

場合、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。」とされていることから、却下

処分をすることとなる旨の回答に差替えました。今後は疑義照会回答票に沿った対応をお願いいたしま

す。
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照会先
本部年金給付部給付指導G
担当松、
連絡先 .

平成 23年 11月30日

給付指 2011-294 

疑義照会 (2010-535 改定請求書にかかる取扱いについて)の回答の差し替え(指示・依頼)

本部 ブロッウ本部 事務セン告ー 年金事務所
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適
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本部関係部

年金相談部 リスクコンブライアンス部

E並ニ盤量
疑義照会 (2010-535 改定請求書にかかる取扱いについて)の回答内容について、法令上の取扱いと

相違していることが判明したため、平成23年 11月30日に回答の差し替えを行ったことをお知らせ

するものです。

ポイント(内容)

疑義照会の回答内容で、 r1級の障害基礎年金の受給権者が額改定の請求をした場合に、受理すること

は差し支えなく、処分通知は不要と思料される。」としておりましたが、額改定請求が行政手続法第8条

でいうところの申請に該当するため、「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする

場合、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。」とされていることから、却下

処分をすることとなる旨の回答に差替えました。今後は疑義照会回答票に沿った対応をお願いいたしま

す。
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(機式第1)

(案件)

(受付番号)

N0.201 0-535 

疑義照会(回答)粟

照会日平成22年 4月21日

照会部署名 山口事務センタ一年金給付 G

照会担当者・・・ ・

連絡先・・・・・・-・・・・
メールアドレス

!業務実施部暑の長の確認| 確認 | 

改定請求書にかかる取り扱いについて

※ 受付番号は、品質管理担当部署において記入します。

(内容)

1級の棒害基礎年金受給権者が「永久飽定Jとなることを意図して「改定請求書Jを提

出し、事務所で受付けました。

提出された改定請求書は、国民年金法第34条2項に規定する隊害年金の額の改定を行

うことができる受給権者に骸当しないとして、「事務連絡」により「返戻」、若しくは、「却

下Jとして『処分』するのいずれの取り扱いとすべきか、ご教示願います。

なお、診断書の審査の結果は r1級 3年有期』となりました。

(回答)

有期認定から『永久認定Jとなることを目的としたものか否かは別として、

本人より額改定請求があった場合は、受理して差し支えありません。

ただし、本件の対象者iま、 1級の障害基礎年金を受給していることから「障

害基礎年金の受給権者は、(略)額の改定を請求することができる。J(国民年金

法第 34条第2項)という要件に該当しないため、却下処分をすることとなり

ます。

回答B 平成23年 11月30日

回答部署名 年金給付部給付指導グループ

回答作成者(一般職)・・ ・・

連絡先・・-・・・・-・・・・
主管担当部署の長の確認

(軽微なものについてはグループ長)

(機式第1)

(案件)

(受付番号)

N0.201 0-535 

疑義照会(回答)票

照会日平成22年 4月21日

照会部署名 山口事務センタ一年金給付G

照会担当者・・・・

連絡先・・・・・・e・・・
メールアドレス

!業務実施都暑の長の確認 i確認

改定請求書にかかる取り扱いについて

※ 受付番号は、品質管理担当部署において記入します。

(内容)

1級の緯害基礎年金受給権者が「永久認定Jとなることを意図して「改定請求書Jを提

出し、事務所で受付けました。

提出された改定請求書は、国民年金法第34条2項に規定する隊害年金の額の改定を行

うことができる受給権者に該当しないとして、「事務連絡」により「返戻」、若しくは、「却

下Jとして『処分』するのいずれの取り扱いとすべきか、ご教示願います。

なお、診断書の審査の結果は r1級 3年有期』となりました。

(回答)

有期認定から「永久認定Jとなることを目的としたものか否かは別として、

本人より額改定請求があった場合は、受理して差し支えありません。

ただし、本件の対象者は、 1級の障害基礎年金を受給していることから「障

害基礎年金の受給権者は、(略)額の改定を請求することができる。J(国民年金

法第 34条第2項)という要件に該当しないため、却下処分をすることとなり

ます。

回答日平成23年 11月30日

回答部署名 年金給付部給付指導グループ

回答作成者(一般職)・・ ・・

連絡先・・-・・・・-・・・・
主管担当部署の長の確認

(軽微なものについてはグループ長)
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参 考

(様式第1) 疑義照会(回答)票

照会日平成22年 4月21日

照会部署名 山口事務センタ一年金給付 G

照会担当者・・・・連絡先・・・-...-....
i;業務実施部署の長の確認| 確認

(案件)

(受付番号)

NO. 201 0-535 
改定請求書にかかる取り扱いについて

※ 受付番号は、品質管理担当部署において記入します。

(内容)

1級の障害基礎年金受給権者が『永久認定』となることを意図して『改定銭求書」を提

出し、事務所で受付けました。

提出された改定締求書は、国民年金法第34条2項に規定する障害年金の額の改定を行

うことができる受給権者に該当しないとして、「事務連絡」により「返戻」、若しくは、「却

下Jとして「処分Jするのいずれの取り扱いとすべきか、ご教示願います。

なお、診断書の審査の結果は r1級 3年有期』となりました。

(回答)

障害基礎年金の障害の程度が変わった場合の年金額の改定については、国民年金法第

34条において規定されており、同条第 2項において障害基礎年金の受給権者は「障害の程

度が増進したことによる』障害基礎年金の額の改定を請求することができると規定されて

いる。(以下、『額改定の請求」という)

本件の対象者については、有期w定から「永久認定Jとなることを目的としたものか否

かは別として、本人より額改定の精求があった場合は、受理して差し支えない。

なお、審査の結果、障害の状態が従前の篠害の状態と同程度であり、引き続き障害基礎

年金を支給すべきものと認めることは、単に障害の状態を確寵したことにすぎず、特定の

事実、法律関係の存在を確定する行為のため、処分通知は不要と思料される。

回答混 平成22年 9月9日
回答部署名 年金給付昔日給付指導グループ

回答作成者 ・・ ・・・

連絡先 ・0・・・・-・・・・
主管担当部署の長の確認

(軽微なものについてはグループ長)

参 考

(様式第1) 疑義照会(回答)票

照会日平成22年 4月21日

照会部署名 山口事務センタ一年金給付 G

照会担当者・・・・連絡先・・・-...-....
i;業務実施部署の長の確認| 確認

(案件)

(受付番号)

NO. 201 0-535 
改定請求書にかかる取り扱いについて

※ 受付番号は、品質管理担当部署において記入します。

(肉容)

1級の障害基礎年金受給権者が『永久a定』となることを意図して『改定締求書」を提

出し、事務所で受付けました。

提出された改定締求書は、国民年金法第34条2項に規定する障害年金の額の改定を行

うことができる受給権者に該当しないとして、「事務連絡」により「返戻」、若しくは、「却

下」として「処分」するのいずれの取り扱いとすべきか、ご教示願います。

なお、診断書の審査の結果は r1級 3年有期』となりました。

(回答)

障害基礎年金の障害の程度が変わった場合の年金額の改定については、国民年金法第

34条において規定されており、同条第 2項において障害基礎年金の受給権者lま「障害の程

度が増進したことによる』障害基礎年金の額の改定を精求することができると規定されて

いる。(以下、『領改定の請求」という)

本件の対象者については、有期限定から「永久認定Jとなることを目的としたものか否

かは別として、本人より額改定の精求があった場合は、受理して差し支えない。

なお、審査の結果、障害の状態が従前の簿害の状態と同程度であり、引き続き障害基礎

年金を支給すべきものと認めることは、単に障害の状態を確箆したことにすぎず、特定の

事実、法律関係の存在を確定する行為のため、処分通知lま不要と思料される。

回答日 平成22年9月9日

回答部署名 年金給付部給付指導グループ

回答作成者 ・・ ・・・

連絡先 ・0・・・・-・・・・
主管担当部署の長の確認

(軽微なものについてはグループ長)



 

平成２３年１２月１９日 

【給付指 2011-305】 

２０歳 基 金に いて初診 が で る が 

添 で ない場合の取扱い（指示・依  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的・趣旨 

初診日において２０歳未満であった障害による障害基礎年金の請求において、初診日が確認できる書類

が添付できない場合に、初診日当時の状況を把握している複数の第三者の証明（以下「第三者証明」とい

う。）を添付できる場合には初診日を明らかにできる書類として取扱うこととするとの通知が厚生労働省

年金局事業管理課長より示されましたので、その内容を周知するとともに、平成２４年１月４日から実施

する取扱いについてお知らせします。 

 

ポイント（内容） 

１． 厚生労働省年金局事業管理課長通知 

 別添１を参照してください。 

 

２． 適用対象の年金 

初診日に２０歳未満であった障害による障害基礎年金（別添２のＱ＆Ａもご確認ください。） 

 

３． 第三者証明による初診日の確認 

提出された書類で初診日の確認を行うことができない場合であっても、その事実が複数の第三者

（民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等であって、請求者、生計維持認定対象者及び生計同一

認定対象者の民法上の三親等内の親族は含まない。※１）証明により確実視される場合に限り、その

証明により確認して差し支えないこととする。なお、当該証明については文書によるものとし、証明

する者の氏名、住所、請求者との関係、請求者の傷病に関し知りうること（発病、事故、初診年月等）

等が具体的に記入されたものによること。（※２ ※３） 

 

※１ 第三者の範囲は、平成２３年３月２３日年発０３２３第１号年金局長通知「生計維持関係等

の認定基準及び認定の取扱いについて」（【給付情 2011-40】を参照）に準じ取扱う。 

※２ 第三者証明による初診日の確認方法（認定方法）は、特別障害給付金と同様に取扱う。 

※３  第三者証明は定型様式としませんが、「初診日に関する第三者の申立書」（別添３）を参考様

式としてご活用ください。 

 

宛
先

 

本部 ブロック本部 事務センター 年金事務所 

 

情
報
提
供
先

 

相
談
セ
ン
タ
ー

 

社
労
士
会

 

健
保
協
会

 

機
構
健
保

 

 各
部
（
全
）

 

関
係
部

 

管
理
部

 

相
給
部

 

適
徴
部

 

厚
年
Ｇ

 

国
年
Ｇ

 

年
給
Ｇ

 

記
録
Ｇ

 

適
用
課

 

徴
収
課

 

国
年
課

 

記
録
課

 

相
談
室

 

 

 ○ 

 ○ 

   ○ 

     ○ 

 

レ レ 

   

本部関係部 

障害年金業務部、年金相談部 

－ 64－



 

４． 適用開始日 

平成２４年１月４日 受付分から 

 

５． これまでの取扱い 

初診日を確認するにあたり、これまで初診の医療機関にて初診日を証明する書類が添付できない場

合は、「受診状況等証明書が添付できない理由書」を提出し、それ以後の一番古い受診医療機関から

初診日が確認できる書類（受診状況等証明書など）を添付することとしていました。また、併せて身

体障害者手帳等の添付を求めてそれらの書類や傷病の性質等を総合的に勘案して初診日の判断を行

っていました。 

今回の厚生労働省通知は、これらの事務取扱を変更するものではありません。（第三者証明のみを

もって初診日の確認を行わないこと。） 

 

６．Ｑ＆Ａ 

この取扱いについて、Ｑ＆Ａ（別添２）を作成しましたのでご確認ください。 

 

７． 受付処理簿への記載 

都道府県事務センターにおいて、第三者証明による請求を受付した際には、受付処理簿の添付書類

に「第三者証明」などと登録するようにして、この取扱いの対象者であることがわかるようにしてく

ださい。 

 

８． 業務処理要領【マニュアル】年金給付 

本件について、業務処理要領【マニュアル】年金給付（障害基礎年金請求書）の修正は追って行い

ます。 

  

  

 

審査担当ﾁｪｯｸ欄■ 

照会先 
本部年金給付部給付企画Ｇ 
担当 太田（哲）、渡邊 
連絡先（直通）  

業務処理要領【マニュアル】 年金給付（障害基礎年金請求書） 
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守安

年管管発 1216第 3号

平成 23年 12月 16日

日本年金機構事業管理部門担当理事殿
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官業事局金年省働労生厚

20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日

が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて

障害基礎年金の請求に当たり、国民年金法施行規則第 31条第 2項第 6号に

おいて障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることが

できる書類を添付することとしているところである。

しかしながら、初診から長期間経過して請求する場合などは、初診日の証明

が添付できないことがあることから、初診日の証明について弾力的な運用を

求められてきたところである。

今回、 20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれ

ない場合であっても明らかに 20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けて

いたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らか

にする書類として取り扱うこととし、平成 24年 1月4日より実施することと

したので通知する。

なお、初診日を明らかにする書類として第三者証明が添付されてきた場合は、

発病から現在までの病歴や治療経過等を十分確認したうえで、初診日が妥当で

あるか判断すること。

この取扱いについて貴機構の年金事務所等に周知徹底を図り遺漏のないよう

取り扱われたい。

港安

日本年金機構事業管理部門担当理事殿

年管管発 1216第 3号

平成23年 12月 16日

民|清l副首
厚生労働省年金局事業管理課幹 回議需

!自I~~~~間E

20歳前障害による障害基礎年金の請求において初診日

が確認できる書類が添付できない場合の取扱いについて

障害基礎年金の請求に当たり、国民年金法施行規則第 31条第 2項第 6号に

おいて障害の原因となった疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることが

できる書類を添付することとしているところである。

しかしながら、初診から長期間経過して請求する場合などは、初診日の証明

が添付できないことがあることから、初診日の証明について弾力的な運用を

求められてきたところである。

今回、 20歳前障害による障害基礎年金の請求に限り、初診日の証明がとれ

ない場合であっても明らかに 20歳以前に発病し、医療機関で診療を受けて

いたことを複数の第三者が証明したものを添付できるときは、初診日を明らか

にする書類として取り扱うこととし、平成 24年 1月4日より実施することと

したので通知する。

なお、初診日を明らかにする書類として第三者証明が添付されてきた場合は、

発病から現在までの病歴や治療経過等を十分確認したうえで、初診日が妥当で

あるか判断すること。

この取扱いについて貴機構の年金事務所等に周知徹底を図り遺漏のないよう

取り扱われたい。
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初診日が２０歳未満であった方の障害基礎年金の請求において、初診日を確

認できる書類が添付できない場合の取扱いＱ＆Ａ 

（日本年金機構年金給付部作成） 

 

 

Ｑ１ 初診日が２０歳未満であった方の障害基礎年金（以下「２０歳前障害

基礎年金」という。）にのみ第三者証明を可能とする理由はどのような

ものか。 

 

Ａ ２０歳前障害基礎年金の対象となる方の多くは、先天性疾患であり幼少

期に受診した以後に通院履歴がないことが多く、医療機関で初診日に関す

る証明を得ることが難しくなると考えられます。２０歳前障害基礎年金は

無拠出年金であり納付要件を問わないことから、今回は２０歳前障害基礎

年金に限定したものです。 

 

 

Ｑ２ 初診日が２０歳以降の場合や障害厚生年金の場合でも第三者証明の

取扱いを行ってもよいか。 

 

Ａ 今回は２０歳前障害基礎年金に限定した取扱いです。窓口で誤って説明

しないように注意してください。 

 

 

Ｑ３ 適用開始時期はいつか 

 

Ａ 平成２４年１月４日受付分から対象となります。 

 

 

Ｑ４ 適用対象となる国民年金法の条文とはどれか。 

 

Ａ 【新法】 

国民年金法第３０条の４第１項（障害認定日による請求） 

〃     第 2項（事後重症による請求） 

【旧法】 

国民年金法第５７条第１項 

（障害認定日による請求・事後重症による請求） 
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Ｑ５ 年金コードが６３５０となる障害基礎年金に適用すると認識してよ

ろしいですか。 

 

Ａ 年金コードから考えるのではなく、条文から適用対象かどうか判断して

ください。年金コード６３５０となる障害基礎年金の全てが対象ではあり

ません。 

 【年金コード６３５０でも適用対象とならない例】 

  平成６年改附第４条・・過去に失権（国民年金や被用者年金）した方が

再度障害等級に該当した場合に再び請求でき

る内容のものです。最初の障害年金決定時に初

診日の確認を行っておりますので、再度の請求

時に再度初診日の確認は行わないため適用対

象になりません。 

平成６年改附第６条・・国年質疑応答逐条改正経過集覧（一〇七九・一

〇八〇ページ）にて同法は、２０歳到達後の初

診の者を対象としたものと解されたいとして

いることから適用対象になりません。 

 

Ｑ６ ２以上の障害を併せて、初めて障害等級の１級または２級に該当した

ことによる請求（以下「はじめて２級」という。）[根拠条文：国民年金

法第３０条の３第１項、厚生年金保険法第４７条の３第１項]の場合は

適用対象となりますか。 

 

Ａ はじめて２級は適用対象となりません。はじめて２級は前発の障害の初

診日は問わず、後発の障害（基準障害）で初診日の確認を行いますが、後

発の障害の初診日は被保険者期間中または被保険者の資格を失った後６

０歳以上６５歳未満で日本国内に住んでいることが条件になります。した

がって、はじめて２級による請求を２０歳前障害基礎年金で請求すること

はありません。 

 

 

Ｑ７ 提出された第三者証明の審査は、どこで行うのか。 

 

Ａ 特別障害給付金において同様の事務を行っている事務センターでの審

査になります。今回、２０歳前障害基礎年金の請求においても第三者証明

が提出された場合は、同様に事務センターでの審査になります。 
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Ｑ８ 第三者証明は複数とあるが何人の証明が必要か。 

 

Ａ 複数としていますので少なくとも２人以上と考えてください。 

 

 

Ｑ９ 第三者証明として認められる証明者の範囲はどこまでか。 

 

Ａ 民生委員、病院長、施設長、事業主、隣人等であって、請求者、生計維

持認定対象者及び生計同一認定対象者の民法上の三親等内の親族は含み

ません。（平成２３年３月２３日年発０３２３第１号年金局長通知「生計

維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」（関連【給付情

2011-40】を参照）に準じ取扱います。） 

 

 

Ｑ１０ 初診日を確認する書類として第三者証明のみ添付があれば他の初

診日を確認する書類は省略してよいか。 

 

Ａ 初診日を確認する書類として第三者証明のみ添付する取扱いは行いま

せん。 

年金相談窓口で、年金請求者等からの相談時に、受診状況等証明書など

初診日を証明する書類が添付できるかどうか確認してください。初診日を

証明する書類の添付ができないときは、受診状況等証明書が添付できない

理由書の提出を求めてください。その際、身体障害者手帳等の初診日を確

認するための参考書類の提出を求めるとともに、初診日頃の状況を証明で

きる複数の第三者の有無を確認していただき、第三者証明の提出も併せて

ご案内ください。 

第三者証明の提出があった場合には、事務センターにおいて、第三者証

明を含めて総合的に初診日の判断を行ってください。 
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Ｑ１１ 第三者証明については、「・・・証明する者の氏名、住所、請求者

との関係、請求者の傷病に関し知りうること（発病、事故、初診年月

日等）等が具体的に記入されたものによること。」とあるが、具体的

にはどのようなものであるべきか。 

 

Ａ 例えば、以下のような項目について出来る限り詳しく第三者証明に記載

があると具体的な初診日の確認ができると考えますので参考としてくだ

さい。 

① 申し立て人について 

氏名、現住所、連絡先、請求者との関係（初診年月日前後から現在ま

で） 

② 初診年月日等について 

傷病名、初診年月日、医療機関名、医療機関所在地・診療担当科名 

③ 初診年月日頃を含む請求者の状況 

発病から初診年月日までにどのような症状があったのか、日常生活に

支障があればどのような状況であったのか（その状況を知った経緯も含

めて）。また、初診年月日にどのような症状があったのか、日常生活に

支障があればどのような状況であったのか（その状況を知った経緯を含

めて）。 

 

Ｑ１２ 過去に丌支給となった者が再度請求してきた場合に、受付は遡及す

るのか。 

 

Ａ 前回の請求は処分が確定しています。第三者証明を添付して新たに請求

書の提出があった場合は、新たに受付をしてください。（受付日は遡及し

ません。） 

 

 

Ｑ１３ 既に受付している請求書に第三者証明を添付してもよいか。 

 

Ａ 適用開始日前に受付した請求書（処分確定前のものに限る。）では、第

三者証明を添付して初診日を判断することはできません。ただし、初診日

を証明する書類の添付丌備等を理由として返戻後、適用開始日以降に再受

付となる場合は第三者証明の添付が可能となります。 
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Ｑ１４ 第三者証明で決定した者の人数調査は行うのか。 

 

Ａ 今のところ調査することは考えていません。ただ、今後、必要に応じ調

査することも考えられますので、いつでも対象者の報告ができるように把

握しておいてください。サービススタンダードの受付処理簿の添付書類に

「第三者証明」などと登録しておくようにしてください。 

 

 

Ｑ１５ 市区町村への周知はどうするのか。 

 

Ａ 厚生労働省年金局から地方厚生局を経由して市区町村へ周知すること

としますが、年金事務所等においても市区町村担当者との連携を図るよう

にしてください。 

 

※ 地方厚生局への通知には、参考としてこの指示依頼文書(別添２：Ｑ＆

Ａ、別添３：初診日に関する第三者の申立書〔参考様式〕を含む。)が

添付されます。 
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別添３ 

診 に関 る 三 の申  

 

 障害基礎年金請求者         の傷病名（           ）

の初診日については、次のとおり申し立てます。 

 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

※20歳以前に上記傷病で通院していた様子などできる限り詳細に記載願います。 

 

平成   年   月   日 

         

 ＜申立者＞ 

           

住 所 

 

            連絡先   （      ）          

           

氏名                    印 

            （請求者との関係：            ） 

 

※ご提出後に、申立内容を確認させていただくことがあります 

のであらかじめご了承ください。 

参考様式 
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平成23年10月24日

【給付情 201ト166]

心疾患による障害の異常検査所見および重症心不全について(情報提供)

本部 フロツヴ本部 事務センヲー 年金事務所

宛先
各部

係部関 E部管里 相給部 適徴部 厚年 国年 年給 記録 適用課 徴収課 書格談室
全 G G G G 

f報提供先青

相談セ
社労士

健保協会 健機構保
J ‘ 

合 会

。 。 。 。 レ レ

本部関係部

障害年金業務部

旦盟二盤皇
国民年金・厚生年金保険障害認定基準「第 11節 心疾患による障害」における、心疾患による障害の異

常検査所見および霊症心不全について疑義照会があり回答をしましたので、その内容についてお知らせす

るものです。(本件にかかる疑義照会は、機構本部関係部からのものであり、機構 LAN疑義照会掲示板に

は掲載されないため。)

ポイント(内容)

【照会内容】

1 r障害認定基準」の第 11節心疾患による障害の 2認定要領(7)心疾患の検査で異常所見の rD 心

エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるも

の」について、①「中等度以上j はどこまでかかるのか。② f中等度以上j とは具体的にどのような場合

に該当するのか。③この項目はどのように解釈するのか。

2 r障害認定基準」の第 11節心疾患による障害の 2認定要領(9)⑦重症心不全において CRT、CRT-Dを

装策したものは2級に認定するとされているが、これは「重症心不全に該当する者が装着した場合」と理

解してよろしいか。

【回答】

1ー① 「中等度以上の」は、すべてにかかる。

1ー② 具体的例示は年齢によっても基準が違うため、認定にあたっては循環器内科の専門医師の判断に

よって行うこととなる。

1-③ 左室肥大~先天性異常までのいずれか 1つが「中等度以上」であれば該当する。

2 CRT、CRトDの装鷲に際しては、重症心不全に該当する者が装着するもので、該当しない者が装策した

ことのみをもって 2級と認定しない。

※詳絡は、完1]添疑義照会の回答をご覧ください。

平成23年10月24日

【給付情 201ト166]

心疾患による障害の異常検査所見および重症心不全について(情報提供)

本部 フロツヴ本部 事務センヲー 年金事務所

宛先
各部

係部関 E部管里 相給部 適徴部 厚年 国年 年給 記録 適用課 徴収課 書格談室
全 G G G G 

f報提供先青

相談セ
社労士

鍵保協会 健機構保
J ‘ 

合 会

。 。 。 。 レ レ

本部関係部

障害年金業務部

旦盟二盤皇
国民年金・厚生年金保険障害認定基準「第 11節 心疾患による障害」における、心疾患による障害の異

常検査所見および霊症心不全について疑義照会があり回答をしましたので、その内容についてお知らせす

るものです。(本件にかかる疑義照会は、機構本部関係部からのものであり、機構 LAN疑義照会掲示板に

は掲載されないため。)

ポイント(肉容)

【照会内容】

1 r障害認定基準」の第 11節心疾患による障害の 2認定要領(7)心疾患の検査で異常所見の rD 心

エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜f在、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるも

の」について、①「中等度以上j はどこまでかかるのか。② f中等度以上j とは具体的にどのような場合

に該当するのか。③この項目はどのように解釈するのか。

2 r障害認定基準」の第 11節心疾患による障害の 2認定要領(9)⑦重症心不全において CRT、CRT-Dを

装策したものは2級に認定するとされているが、これは「重症心不全に該当する者が装着した場合」と理

解してよろしいか。

【回答】

1ー① 「中等度以上の」は、すべてにかかる。

1ー② 具体的例示は年齢によっても基準が違うため、認定にあたっては循環器内科の専門医師の判断に

よって行うこととなる。

1-③ 左室肥大~先天性異常までのいずれか 1つが「中等度以上」であれば該当する。

2 CRT、CRトDの装鷲に際しては、重症心不全に該当する者が装着するもので、該当しない者が装策した

ことのみをもって 2級と認定しない。

※詳絡は、完1]添疑義照会の回答をご覧ください。
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(様式第 3)

(案件)

(内容)

(受付番号)

NO.2011-54 

疑義照会(回答)票(厚生労働省)

照会日 平成23年 9月20日
照会部署名 年金給付部給付企箇グループ

照会担当者 (役職名)・・ ・・

連絡先 ・・-・・・・-・・・・
|主管担当部署の長の確認|・・・|

心疾患による障害の異常検査所見および重症心

不全について

1 . 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 第 11節心疾患による障害 2 

認定要領(7)心疾患の検査での異常検査所見について伺います。

rD 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低

下、拡張 能の制限、先天性異常のあるもの」について

① 「中等度以上のJはどこまでかかるのか、「左室肥大」のみか、「左

室肥大と心拡大」か、それともすべてかご教示願いたい。

② 「中等度以上」とは具体的にどのような場合に該当するのか、ご教

示願いたい。

③ この項艮はどのように解釈するのか。例えば rr中等度以上の左室

肥大」があり、かつ、「心拡大」以降の症状をすべて満たすことが必

婆Jと読む。あるいは、 rr中等度以上の左室拡大及び中等度以上の

心鉱大jがあり、かつ、「弁膜症」以降のいずれか 1つ以上の疲状が

あるJと読む。等具体的にご教示願いたい。

2. 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 第 11節心疾患による障害 2 

認定要領 (9)⑦重症心不全について伺います。

① C R  丁、 CRT-Dを装着したものは2級に認定するとされている

が、三れは「重症心不全に該当する者が装着した場合」という理解で

あり、「重症心不全に該当しない者が装着した場合はそれのみをもって

(様式第 3)

(案件)

(内容)

(受付番号)

NO.2011-54 

疑義照会(回答)票(厚生労働省)

照会日 平成23年 9月20日
照会部署名 年金給付部給付企箇グループ

照会担当者 (役職名)・・ ・・

連絡先 ・・-・・・・-・・・・
|主管担当部署の長の確認|・・・|

心疾患による障害の異常検査所見および重症心

不全について

1 . 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 第 11節心疾患による障害 2 

認定要領(7)心疾患の検査での異常検査所見について伺います。

rD 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低

下、拡張 能の制限、先天性異常のあるもの」について

① 「中等度以上のj はどこまでかかるのか、「左室肥大」のみか、「左

室肥大と心拡大」か、それともすべてかご教示願いたい。

② 「中等度以上」とは具体的にどのような場合に該当するのか、ご教

示願いたい。

③ この項艮はどのように解釈するのか。例えば rr中等度以上の左室

肥大」があり、かつ、「心拡大」以降の症状をすべて満たすことが必

婆Jと読む。あるいは、 rr中等度以上の左室拡大及び中等度以上の

心鉱大Jがあり、かつ、「弁膜症」以降のいずれか1つ以上の症状が

ある」と読む。等具体的にご教示願いたい。

2. 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 第 11節心疾患による障害 2 

認定要領 (9)⑦重症心不全について伺います。

① C R  丁、 CRT-Dを装着したものは2級に認定するとされている

が、三れは「重症心不全に該当する者が装着した場合」という理解で

あり、「重症心不全に該当しない者が装着した場合はそれのみをもって
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2級には認定しないJということでよろしいかご教示願いたい。〈心臓

移植、人工心臓は、当然、重症心不全の者が対象と理解している。)

【対応案】

1ー①について

「中等度以上のJは、すべてにかかる。

1ー②について

具体的例示については、年齢によっても基準値が違うため、 191J示を示

すことはできないと思われるため、認定にあたっては、循環器内科の専

門医師の判断によって行うこととなる。(各都道府県事務センターにお

いて認定が図難である場合は、給付指 2011-45r障害認定事務の

拠点聞の相互扶助Jを利用する。)

1 -③について

左室肥大~先天性異常までのいずれか1つが「中等度以上」であれ

ば該当する。

2-①について

(回答)

C R  丁、 CRT-Dの装着に際しては、重症心不全に該当する者が

装着するものであり、該当しない者が装着したことのみをもって 2級

には認定しないことでよい。

お見込みのとおり。

なお、日本循環器学会の HPに掲載されている「循環器超音波検査の適応と

判読ガイドライン (2010年改訂版)Jに「僧帽弁狭窄の重傷度評価」及び「僧

帽弁逆流の重傷度評価」における中等度の検査数値等が示されているので参考

とされたい。

回答日 平成 23年 9月29日

回答部署名 厚生労働省年金局事業管理課

回答作成者 ・・・・
連絡先 ・・・・-・・・・

l事業管理諜諜長補佐の確認 1 ・・

2級には認定しないJということでよろしいかご教示願いたい。〈心臓

移植、人工心臓は、当然、重症心不全の者が対象と理解している。)

【対応案】

1ー①について

「中等度以上のJは、すべてにかかる。

1ー②について

具体的例示については、年齢によっても基準値が違うため、OlJ示を示

すことはできないと思われるため、認定にあたっては、循環器内科の専

門医師の判断によって行うこととなる。(各都道府県事務センターにお

いて認定が困難である場合は、給付指 2011-4Sr障害認定事務の

拠点聞の相互扶助Jを利用する。)

1 -③について

左室肥大~先天性異常までのいずれか 1つが「中等度以上」であれ

ば骸当する。

2-①について

(回答)

C R  丁、 CRT-Dの装着に際しては、重症心不全に該当する者が

装着するものであり、該当しない者が装着したことのみをもって 2級

には認定しないことでよい。

お見込みのとおり。

なお、日本循環器学会の HPに掲載されている「循環器超音波検査の適応と

判読ガイドライン (2010年改訂版)Jに「僧帽弁狭窄の重傷度評価」及び「僧

帽弁逆流の重傷度評価」における中等度の検査数値等が示されているので参考

とされたい。

回答日 平成23年 9月29日

回答部署名 厚生労働省年金局事業管理課

回答作成者 ・・・・
連絡先 ・・・・-・・・・

|事業管理課諜長補佐の確認 I •• 



 

平成 23年 12月 2日 

【給付情 2011-206】 

    

ヒト免疫不全ウイルス 染 に係る 定 例の 告及び 

精神の 害 診 の 等 求（ 提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的・趣旨 

ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る認定事例の報告及び、精神の障害用診断書の平成 24 年 2 月使用分

の要求について注意喚起するものです。 

 

ポイント（内容） 

１．ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る認定事例の報告 

ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る認定事例の報告は、国民年金・厚生年金保険年金給付業務処理マニ

ュアル（P111）に基づき機構本部年金給付部給付企画グループに随時報告をすることとなっていますので、

報告漏れのないようにお願いします。報告対象は、平成 23年 3月 2日以降の認定分（新規請求）となり

ます。 

なお、認定調書には、平成 10年通知、平成 23年通知Ａ及び平成 23年通知Ｂに基づく認定結果が記入

されていることを確認してください。（平成 23年 2月 2日【給付指 2011-24】別添１「7.障害認定結果の

認定調書等への記載」を参照） 

 

２．精神の障害用診断書の管理帳票等要求 

平成 23年 7月 1日【給付指 2011-195】別添１「6.管理帳票等用診断書についての留意事項」において、

平成 24年 2月使用分から、精神の障害用診断書と記入上の注意がキリトリ線でつながり１枚となる旨を

お知らせしたところです。平成 24年 2月使用分の管理帳票等要求期限は、平成 23年 12月 9日（金）と

なっておりますのでご注意ください。 
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照会先 

本部年金給付部給付企画グループ 

【担 当】渡邉、太田（哲） 

【連絡先】 （直通） 

本部関係部 

障害年金業務部 
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平成 23年 12月 5日 

【給付情 2011-207】 

 

診断 のホ ムペ ジへの （情報 供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的・趣旨 

障害年金の請求書等に添付する診断書のうち、精神の障害用及び血液・造血器・その他の障害用の PDF

版を日本年金機構ホームページに掲載したことをお知らせするものです。 

 

ポイント（内容） 

 

障害年金の請求書等に添付する診断書のうち、精神の障害用及び血液・造血器・その他の障害用の PDF

版を日本年金機構ホームページに本日（平成 23年 12月 5日）から掲載したことをお知らせします。 

上記以外の診断書については、準備が整い次第掲載します。 

 

【掲載場所】 

日本年金機構ホームページ ＞申請・届出様式（必要なお手続き） 

＞３.年金受給に関する届出・手続き ＞共通項目（老齢年金、障害年金、遺族年金）【１０】 

 

 

  

照会先 

本部年金給付部給付企画Ｇ 

【担 当】渡邉、太田（哲） 

【連絡先】 （直通） 
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本部関係部 

年金相談部、障害年金業務部 
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平成２３年１２月２６日 

【給付指 2011-314】 

の現状に する により 改定また 減 改定となった場合 

の診査日 務取扱の変 （ 示・依  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的・趣旨 

障害の現状に関する届出（以下「現況診断書」という。）の診査の結果、増額改定・減額改定となる場

合の診査日登録事務取扱いを平成２４年２月１日から変更することについてお知らせします。 

 

ポイント（内容） 

１． 診査日登録事務取扱変更 

【給付指 2011-295】にて行った意見照会の結果を踏まえ、例えば増額改定の場合、現行の事務取扱で

は指定日の属する月の末日を診査日としていましたが、取扱変更後は指定日の属する月の初日を診査

日とします。 

取扱および額改定報告書記載例など変更内容詳細は別紙１～４をご覧ください。 

 

２．対象 

国民年金（新法・旧法）または厚生年金保険（新法・旧法）または共済年金※（新法・旧法）の障

害年金受給者から現況診断書の提出があり、障害状態を診査した結果、従前の障害等級より上位等級

となった場合（増額改定）または従前の障害等級より下位等級となった場合（減額改定）です。 

※ 共済年金とは、ＪＲ、ＮＴＴ、ＪＴの三共済です。農林年金は平成２４年４月の事務移管後

から対象とします。 

 

３．適用開始日 

平成２４年２月１日（水） 現況診断書受付分から 

 

４．業務取扱要領の改訂 

本件に関する、国民年金（短期年金）年金給付関係業務取扱要領（諸変更編）の改訂は実施開始日

までに行い、機構本部基幹システム開発部からお知らせします。 
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審査担当ﾁｪｯｸ欄 ■ 
照会先 
本部年金給付部給付企画Ｇ 
担当 太田（哲）、渡邉 
連絡先（直通）  

本部関係部 

障害年金業務部 支払部 業務渉外部 基幹システム開発部 
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別紙１ 

障害の現状に関する届出により増額改定または減額改定となった場

合の診査日事務取扱変更について 
 

障害年金にかかる障害の現状に関する届出（以下「現況診断書」という。）について

は、増額改定の場合は指定日の属する月の翌月分から、減額改定又は支給停止の場合は

指定日の翌日から起算して３ヶ月を経過した日の属する月分から行っており、診査日

（改定日）を末日として事務処理を行っている。（別紙２、３参照） 

 例えば 7月生月者の場合は、増額改定の場合は 7月 31日、減額改定又は支給停止の

場合は 10月 31日が診査日（改定日）となり、額改定請求が可能な日は、それぞれ翌年

の 8月 1日、11月 1日以降となる。 

 このため、増額改定者の場合は、翌年の 8月１日に額改定請求書の提出があり、診査

した結果、増額された場合、改定した金額で支払われるのは翌年 9月分からとなる。減

額改定者の場合は、翌年の 11月 1日に額改定請求書の提出があり、診査した結果、増

額された場合、改定した金額で支払われるのは翌年 12月分からとなる。いずれも、額

改定請求により改定した金額で支払われるのは最短でも 13ヵ月要しており、12ヵ月で

はないことから受給権者から苦情が寄せられる原因となっている。 

 この点は、末日とする事務を行う根拠となっている事務取扱要領を変更することで対

応可能と考える。現行、末日としていたものを、額改定請求者の請求可能な時間的利益

を最大限に確保するという観点から、初日（１日）とし、1年後の同月内に額改定請求

が可能となれば、改定した金額で支払われるまで最短 12ヵ月となり上記問題が解決す

る。（別紙２、３、４参照）なお、この方法は法律改正が不要である。 

 以上のことから、現況診断書において増額・減額改定となる場合に、診査日を初日（１

日）とするよう取扱い変更を行う。 

 なお、適用開始時期は平成２４年２月１日現況診断書受付分からとする。 

 

 

参考：国民年金法第三十四条第３項（厚生年金保険法第五十二条第３項） 

前項の請求は、障害基礎年金（障害厚生年金）の受給権を取得した日又は第一

項の規定による厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して一年を経過した日

後でなければ行うことはできない。 
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日rj紙 2

新旧対照文

。国民年金(短期年金)年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)

改 正 後

[P124] 

9. 国年短期額改定報告書の記入方法について

額改定等については、 「障害基礎年金受給権者等の現況届の取扱

いについてJ (平成元年 3月 8日庁保発第 6号)の通知 (p1 3 6 

参照)により行うこと O なお、国年短期額改定報告書の記入方法は

次のとおりである。

国年短期額改定報告書 (支給停止)

(1) 年金証書の基礎年金番号 ・年金コード

年金証書の基礎年金番号 ・年金コードを記入する。

(2) 生年月日

受給権者の生年月日を記入する。

(3) 停止年月日

① 停止事由が 11又は 12の場合

ア.指定日内又は指定日の翌日から起算して 3ヵ月を経過し

た目前に現況届等が提出された場合、指定日の翌日から起

算して 3ヵ月を経過した日の属する月分から停止となるた

め、停止となる月の前月盟 且を記入すること。

イ.指定日の翌日から起算して 3ヵ月を経過した日以降に現

況届等を提出された場合、提出日の翌月から停止 となるた

め提出月の初 日を記入する。

ウ.停止事由が 62、 63又は 65の場合

7月 31日とする。

(4) 停止事由

該当する停止事由を記入する。

(5) 氏名

受給権者の氏名を記入する。

国年短期額改定報告書(支給停止解除)

(1) 年金証書の基礎年金番号・年金コード、生年月日、氏名

国年短期額改定報告書(支給停止)の(1)、 (2) 、 (5) に

より記入する。

(2) 開始年月日

支給停止事由 62又は 65を解除する場合、 7月 31日とす

る。

(3) 開始事由

o 1とする。

国年短期額改定報告書(障害等級の変更)

(1) 年金証書の基礎年金番号 ・年金コード、生年月日、氏名

国年短期額改定報告書(支給停止)の(1)、 (2) 、 (5) に

より記入する。

(2) 改定年月日

① 増額改定

指定日の属する月の担 且を記入する。なお、指定日の翌日か

ら起算して 3ヵ月を経過した後に現況届等を提出された場合、

(傍線部分は改正部分)

現 行

[P124] 

9. 国年短期額改定報告書の記入方法について

額改定等については、 「障害基礎年金受給権者等の現況届の取扱

いについてJ (平成元年 3月 8日庁保発第 6号)の通知 (p1 3 6 

参照)により行うこと。なお、国年短期額改定報告書の記入方法は

次のとおりである。

国年短期額改定報告書 (支給停止)

(1) 年金証書の基礎年金番号 ・年金コード

年金証書の基礎年金番号 ・年金コードを記入する。

(2) 生年月日

受給権者の生年月日を記入する。

(3) 停止年月日

① 停止事由が 11又は 12の場合

ア.指定日内又は指定日の翌日から起算して 3ヵ月を経過し

た目前に現況届等が提出された場合、指定日の翌日から起

算して 3ヵ月を経過した日の属する月分から停止となるた

め、停止となる月の前月末を記入すること。

イ.指定日の翌日から起算して 3ヵ月を経過した日以降に現

況届等を提出された場合、提出 日の翌月から停止 となるた

め提出月の末日を記入する。

ウ.停止事由が 62、 63又は 65の場合

7月 31日とする。

(4) 停止事由

該当する停止事由を記入する。

(5) 氏名

受給権者の氏名を記入する。

国年短期額改定報告書(支給停止解除)

(1) 年金証書の基礎年金番号・年金コード、生年月日、氏名

国年短期額改定報告書(支給停止)の(1)、 (2) 、 (5) に

より記入する。

(2) 開始年月日

支給停止事由 62又は 65を解除する場合、 7月 31日とす

るO

(3) 開始事由

o 1とする O

国年短期額改定報告書(障害等級の変更)

(1) 年金証書の基礎年金番号 ・年金コード、生年月日、氏名

国年短期額改定報告書(支給停止) の(1)、 (2) 、 (5) に

より記入する O

(2) 改定年月日

① 増額改定

指定日の属する月の月末を記入する。なお、指定日の翌日か

ら起算して 3ヵ月を経過した後に現況届等を提出された場合、

別紙 2

新旧対照文

。国民年金(短期年金)年金給付関係業務取扱要領(諸変更編)

改 正 後

[P124] 

9. 国年短期額改定報告書の記入方法について

額改定等については、 「障害基礎年金受給権者等の現況届の取扱

いについてJ (平成元年 3月 8日庁保発第 6号)の通知 (p1 3 6 

参照)により行うこと。なお、国年短期額改定報告書の記入方法は

次のとおりである。

国年短期額改定報告書(支給停止)

(1) 年金証書の基礎年金番号 ・年金コード

年金証書の基礎年金番号 ・年金コードを記入する。

(2) 生年月日

受給権者の生年月日を記入する。

(3) 停止年月日

① 停止事由が 11又は 12の場合

ア.指定日 内又は指定日の翌日から起算して 3ヵ月を経過 し

た目前に現況届等が提出された場合、指定日の翌日から起

算して 3ヵ月を経過 した日の属する月分から停止となるた

め、停止 となる月の前月 初日 を記入すること。

イ.指定日の翌日から起算して 3ヵ月を経過した日以降に現

況届等を提出された場合、提出日の翌月から停止 となるた

め提出月の担 日を記入する。

ウ.停止事由が 62， 6 3又は 65の場合

7月 31日とする。

(4) 停止事由

該当する停止事由を記入する。

(5) 氏名

受給権者の氏名を記入する。

国年短期額改定報告書(支給停止解除)

(1) 年金証書の基礎年金番号・年金コード、生年月日、氏名

国年短期額改定報告書(支給停止)の(1)、 (2) 、 (5) に

より記入する。

(2) 開始年月日

支給停止事由 62又は 65を解除する場合、 7月 31日とす

る。

(3) 開始事由

o 1とする。

国年短期額改定報告書(障害等級の変更)

(1) 年金証書の基礎年金番号 ・年金コード、生年月日、氏名

国年短期額改定報告書(支給停止)の(1)、 (2) 、 (5) に

より記入する O

(2) 改定年月 日

① 増額改定

指定日の属する月の担 且を記入する。なお、指定日の翌日か

ら起算して 3ヵ月を経過した後に現況届等を提出された場合、

(傍線部分は改正部分)

現 行

[P124] 

9. 国年短期額改定報告書の記入方法について

額改定等については、 「障害基礎年金受給権者等の現況届の取扱

いについてJ (平成元年 3月 8日庁保発第 6号)の通知 (p1 3 6 

参照)により行うこと。なお、国年短期額改定報告書の記入方法は

次のとおりである。

国年短期額改定報告書(支給停止)

(1) 年金証書の基礎年金番号 ・年金コード

年金証書の基礎年金番号 ・年金コー ドを記入する。

(2) 生年月日

受給権者の生年月日を記入する。

(3) 停止年月日

① 停止事由が 11又は 12の場合

ア.指定日内又は指定日の翌日から起算して 3ヵ月を経過 し

た日前に現況届等が提出された場合、指定日の翌日から起

算して 3ヵ月を経過した日の属する月分から停止となるた

め、停止となる月の前月末を記入すること。

イ.指定 日の翌日から起算して 3ヵ月を経過した日以降に現

況届等を提出された場合、提出日の翌月から停止となるた

め提出月の末日を記入する。

ウ.停止事由が 62、 63又は 65の場合

7月 31日とする。

(4) 停止事由

該当する停止事由を記入する。

(5) 氏名

受給権者の氏名を記入する。

国年短期額改定報告書(支給停止解除)

(1) 年金証書の基礎年金番号 ・年金コード、生年月日、氏名

国年短期額改定報告書(支給停止)の(1)、 (2) 、 (5) に

より記入する O

(2) 開始年月日

支給停止事由 62又は 65を解除する場合、 7月 31日とす

る。

(3) 開始事由

o 1とする O

国年短期額改定報告書(障害等級の変更)

(1) 年金証書の基礎年金番号 ・年金コード、生年月日 、氏名

国年短期額改定報告書(支給停止)の(1)、 (2) 、 (5) に

より記入する O

(2) 改定年月日

① 増額改定

指定日の属する月の月末を記入する。なお、指定日の翌日か

ら起算して 3ヵ月を経過した後に現況届等を提出された場合、
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提出のあった日の属する月の翌日から改定を行うため、提出の

あった月の亙旦を記入する。

[P125] 

② 減額改定

国年短期額改定報告書 (支給停止)の (3) のア、イにより

記入する。

(3) 改定事由

o 7とする。

(4) 障害関係項目

障害等級の変更に伴い、変更する項目がある場合は該当する

項目のみ記入する O

日rj紙 2

提出のあった日の属する月の翌日から改定を行うため、提出の

あった月の月末を記入する。

[P125] 

② 減額改定

国年短期額改定報告書 (支給停止)の (3) のア、イにより

記入する。

(3) 改定事由

o 7とする。

(4) 障害関係項目

障害等級の変更に伴い、変更する項目がある場合は該当する

項目のみ記入する。

提出のあった日の属する月の翌日から改定を行うため、提出の

あった月の亙旦を記入する O

[P125] 

② 減額改定

国年短期額改定報告書 (支給停止)の (3) のア、イにより

記入する。

(3) 改定事由

o 7とする。

(4) 障害関係項目

障害等級の変更に伴い、変更する項目がある場合は該当する

項目のみ記入する。

別紙2

提出のあった日の属する月の翌日から改定を行うため、提出の

あった月の月末を記入する。

[P125] 

② 減額改定

国年短期額改定報告書 (支給停止)の (3) のア、イにより

記入する。

(3) 改定事由

o 7とする。

(4) 障害関係項目

障害等級の変更に伴い、変更する項目がある場合は該当する

項目のみ記入する。



別紙３

【 増額改定 】 例 7月生月者、指定日までに現況診断書が提出された場合

○現行

○変更案

【 減額改定 】 例 7月生月者、指定日までに現況診断書が提出された場合

○現行

○変更案

７月生月 指定日７月３１日

現況診断書

提出締め切り日

増額改定日＝診査日＝７月３１日

診査日から1年経過日 額改定請求可能 支給額変更

額改定請求により支給額

変更となるまで

１３か月（８月～翌年８月）

増額改定日＝診査日＝７月１日 翌年７月２日 翌年８月分から

翌年７月３１日 翌年８月１日 翌年９月分から

改 求に り

変 となる で

２か ７

７月生月 指定日７月３１日

減額改定日＝診査日＝１０月３１日

診査日から1年経過日 額改定請求可能 支給額変更

翌年１０月３１日 翌年１１月１日 翌年１２月分から

現況診断書

提出締め切り日

減額改定

１１月分から

額改定請求により支給額

変更となるまで

１３か月（１１月～翌年１１月）

減額改定日＝診査日＝１０月１日 翌年１０月２日 翌年１１月分から

改 求に り支

と で

１２か （１ ０ ）

＝

１年経過日後

１年経過日後

＝
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報告書記載例 別紙４

平成 年 月 ×× 日

国 年 短 期

額 改 定 報 告 書 （障害等級の変更）

等 年

級 数

1

1
3
5
7
1
3
5
7
1
3
5
7
1
3
5
7
1
3
5
7
1
3
5
7
1
3
5
7
1
3
5
7
1
3
5
7

××

××

××

××

××

×××

7 ×1×××××

0 1×××××××

×××××××××××××××

××××××××××××× ×

×

5 4

×

0

0

7

7

0

ネンキン ハナコ

0

氏 名 備 考

ネンキン ハナコ

0

0

0

7

7

7

7

7

7

×

××

差定
引割
認合

0

有 固

度

年号
傷 病 名

××××（拠点名）

××

年金証書の基礎年金番号・年金コード 生年月日 改定年月日
改定
事由

診断書
障 害

例 ７月生月者の場合（増額改定かつ、指定日の翌日から起算して３ヵ月を経過する前に現況診断書の提出があった場合。

現行の取扱い

変更案
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４ 再裁 グループか の らせ 

再裁定の進達事務の留意事項（その６） 

【再裁定ヘルプデスク電話照会事例 Ｑ＆Ａ】 

 

【支払部 再裁定グループ】 

 

再裁定の進達事務の留意事項については、平成２２年１１月号以降順次掲載してい

るところですが、今回は平成２３年５月号に引き続き「再裁定ヘルプデスク」に寄せ

られた照会事例のうち主なもののＱ＆Ａを掲載いたしますので、今後の業務の参考と

してください。 

 

Ｑ１  様式１２７号に配偶者の基礎年金番号の記載が必要な場合は。 

Ｑ２  受発月の厚年資格喪失・取得を追加した場合、要再裁定者リストが出力されるが、再

裁定の要否は。 

Ｑ３  様式２２７号（厚生年金保険老齢・障害・遺族厚生年金額改定請求書）（昭和５５年

改正法附則第６３条）について、どのように処理をするのか。 

Ｑ４  通算老齢年金（０２３０）を受給していた者に実期間１２月未満の船保期間が新たに

判明した場合、通算老齢年金（０２３０）と遺族年金（１４５０又は０４３０）には

再裁定が必要か。 

Ｑ５  ３号特例期間中と重複する３号期間以外の期間が判明した場合、重複期間に引き続く

期間についてどのように扱うのか。 

Ｑ６  死亡失権（５０－０１）処理を行った後、死亡届出者の続柄に入力誤りが判明した場

合、再裁定の進達は必要か。 

Ｑ７  国民年金の任意加入被保険者が満額の老齢基礎年金を受給できる月数を超えて納付

した保険料については還付することができるが、３号特例届を届出したことにより、

満額の老齢基礎年金を受給できる月数を超えた場合も、保険料を還付し再裁定となる

のか。 

Ｑ８  中国残留邦人等の対象者の新規裁定をしたところ、資格記録では納付済期間のみであ

るが、免除期間として決定された。納付済期間とする再裁定依頼は必要か。 

Ｑ９  判明した厚年期間が旧令共済組合員期間（以下、「旧令期間」という。）と重複してい

る可能性がある場合の対応方法は。 

Ｑ１０ 第四種被保険者期間を有する者に旧令期間が判明したことにより、受給権発生年月日

が第四種被保険者の資格喪失前まで遡及することとなった場合、第四種被保険者期間

の削除は必要か。 

Ｑ１１ 通算老齢年金の再裁定において、「通算対象期間の確認が必要です」と返戻された場

合、通算対象期間の確認に必要な書類は。 

Ｑ１２ 平成２３年５月号の「再裁定ヘルプデスク電話照会事例Ｑ＆Ａ]Ｑ２１の〈再取得失

権の見抜き方フロー〉（Ｐ．１１）に（同月の資格取得・喪失の場合は除く）とある

が、どのような場合か具体例を示してほしい。 
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再裁定ヘルプデスク電話照会事例 Ｑ＆Ａ 

 

 Ｑ １２７ に の 年金番 の が必 な 合は

 

Ａ  

） 厚 （ １ ０ の 合 

下記のいずれかに該当する場合は、配偶者の基礎年金番号の記載が必要です。 

・原簿記録（００画面）の配状欄に００以外の表示がある場合。 

・改定記録（０４画面）に加給関係のトランズ（５４－０１,５４－０２,

５４－０３,５４－０４,５４－２０,５４－２１,５４－２５）がある場

合。 

２） 法 ０ の 合 

下記のいずれかに該当する場合は、配偶者の基礎年金番号の記載が必要です。 

・原簿記録（００画面）の加対者欄に配偶者生年月日の表示がある場合。 

・原簿記録（００画面）の寡加停欄に「１」もしくは「２」の表示がある

場合。（旧法は、加給年金が停止されている場合、新法と異なり加給金及

び停止額が表示されないため、必ず確認が必要です） 

・改定記録（０４画面）に加給関係のトランズ（５４－０１,５４－０２,

５４－０４,５４－２０,５４－２１）がある場合。 

４ ０／ ０／６４ ／０４ ０／０ ０／０

０ の  

・死亡者の基礎年金番号を、様式１２７号の被保険者基礎年金番号欄に記

載してください。 

 

※上記(１)(２)(３)いずれの場合も、配偶者（死亡者）の基礎年金番号が付

番されていることを確認してください。 

※上記(１)(２)については、必ず加給年金支給開始時の配偶者の基礎年金番

号を記載してください。（加給年金額対象者ではない後妻（夫）を記載して

いる場合があるので注意してください）                       

※障害年金についても、上記(１)(２)と同様に配偶者の基礎年金番号の記載

が必要です。 
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Ｑ２ 受発 の 年資格 失・取 を た場合、 裁 リストが 力

されるが、 裁定の 否  

 

Ａ  

ポイント と 処 が  

（１）再裁定が必要な場合（主な事例） 

・受発日以前（受発日も含む）の資格喪失・取得を追加した場合。 

・受発月の資格喪失までを取り込んで新規裁定されている場合で、同月の

資格取得を新規裁定後に追加処理した場合。（改定記録（０４画面）に受

発月の５５－０５がある場合は、諸変更での対応となります） 

・新規裁定時に受発月の資格喪失及び取得までを取り込んで裁定されてい

る場合で、取得月の報酬訂正がある場合。（改定記録（０４画面）に受発

月の５２－０１・５１－０１がある場合は諸変更での対応となります） 

（２）再裁定が不要な場合 

受発日の翌日以降の資格喪失・取得を新規裁定後に追加処理した場合

で、上記（１）の場合を除く。（三鷹連動で該当するトランズ（原因・事

由）が作成されます。改定記録（０４画面）に必要なトランズ（原因・

事由）が連動作成されたことを確認後、要再裁定者リストを処理不要と

してください。連動作成されなかった場合は、支払部各支払グループへ

ご確認ください。三鷹連動のスケジュールは、「業務スケジュール」の「在

職者支給停止率変更処理」「退職改定及び７０歳被用者不該当届処理」を

参照してください。） 

※月額変更についても、同様に受発日と記録追加（訂正）処理日がポイント

です。 

 

 

 

 

Ｑ 式２２７ 生 金保険 ・ ・ 族 生 金 改 求

昭 ５５ 改正法附 ６３条） ついて、どのよう 処 を る

のか  

Ａ  

受給権発生後の年金額の改定は、通常諸変更にて処理（対応する改定トラ

ンズ（原因・事由）を入力）し、改定日の翌月から年金額が変更になります。 
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  しかし、様式２２７号については、諸変更での改定処理ができないため再

裁定での対応となります。処理方法は、様式２２７号の申出日を遡及限度年

月日（原簿上の表記は「遡及」）に設定して、被保険者種別の変更処理を行い

ます。この処理により、遡及限度年月日（申出日）を改定日として翌月から

年金額が変更となります。 

  なお、遡及限度年月日とは、受給者原簿上の遡れる一番古い日付ですので、

遡及限度年月日を設定して再裁定を行った場合、遡及限度年月日以前の年金

額歴史は正しく表示されません。遡及限度年月日以前の年金額歴史は、再裁

定前の年金額歴史（１３画面）を確認してください。 

 

※昭和５５年改正法附則第６３条については、「年金機構業務つうしん   

平成２３年５月号」Ｐ．７を参照してください。 

※同様に遡及限度年月日を設定して再裁定している主な事例は、以下のとお

りです。 

・平成７年４月～平成９年３月の３号特例にかかる改定。  

        ・胎児出生による子原簿作成。 

・中国残留邦人等の特例による公費充当にかかる改定。 

・三共済・農林の０月０円発生者にかかる改定。 

 

 

 

 

Ｑ４．通 老 年金（０２３０）を受給していた に実 間 ２月未 の 保

期 が た した場合、通 老 金（０２ ０ と 族 金

４ ０又は０４３０ には再裁 が必 か。 

 

Ａ  

（１）通算老齢年金（０２３０）については、再裁定は不要です。 

①旧法において船保期間を厚年期間とみなす「厚生年金保険及び船員保険交

渉法」は、通算老齢年金には適用されませんので、判明した船保期間を含

めて通算老齢年金（０２３０）を再裁定することはできません。 

②実期間１２月未満のため、船保の通算老齢年金（０２４０）も発生しませ

ん。ただし、船保期間を追加して老齢要件を満たす場合は、厚生年金又は

船員保険の老齢年金（０１３０又は０１４０）への裁定替えになります。 

③障害年金（０３３０）も、船保期間の追加はできません。 
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（２）当該判明記録が死亡者にかかるものである時、新法遺族（１４５０）の場合

は１２月未満の船保期間も厚年期間として計算しますので、船保期間の追加の

再裁定となります。また、旧法遺族（０４３０）の場合は受給資格要件によっ

て異なります。 

①長期要件（今回期間追加することにより長期要件に該当する場合を含む）の

場合は、船保期間の追加の再裁定が必要となります。 

②短期要件の場合は、船保期間の追加はできません。 

 

 

 

Ｑ５ ３ 例 中と する３号 以外の期間が した 合、

間に き く についてどのように扱うのか  

 

Ａ  

単に第３号被保険者該当関係届が未届の場合であって、３号特例届により保

険料納付済期間とされた期間に重複する３号期間以外の期間が事後的に判明し

た場合は、年金確保支援法は適用されません。重複期間に引き続く期間につい

ては、従前の３号特例としてください。（新たに３号特例届をとる必要はありま

せん） 

 

※３号特例届は、過去の未届期間であった全期間について第３号被保険者とし

ての資格の確認を行い、届出日以降、保険料納付済期間に算入するものであ

るため、判明した３号期間以外の期間に引き続く３号期間についても、最初

の３号特例届によって第３号被保険者資格の確認が行われていることから、

当該３号期間を未届期間とはせず、３号特例届の届出日以降、保険料納付済

期間となります。 
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Ｑ６ 死亡失権（ ０ ０ ）処 を った後、死亡 の続柄に入力

誤りが した 合、再裁 の 達は必 か  

 

Ａ  

死亡失権処理と同サイクルで判明したときは、支払部各支払グループへ死亡

失権処理の取消依頼をし、取消確認後再入力をしてください。 

 

死亡失権処理の翌サイクル以降に判明したときは、以下の対応となります。 

（１）続柄７で入力すべきところ、続柄１～６で入力した場合。⇒再裁定必要 

   なお、下記の理由から入力誤りが判明した時点で業務渉外部債権調査グ

ループ告知担当（０３－５８４３－９３０３）又は収納担当（０３－５

８４３－９３０５）へ電話連絡をしてください。    

・過払いがある場合、本来債務者調査のうえ、告知すべきところ、調査を

行わず、死亡届出人宛に告知される場合があるため。 

・ 死亡後に介護保険料等の特別徴収がある場合、本来市町村宛告知になる 

べきところ、告知しない旨の通知が出力され、誤って遺族に還付してし 

まうため。 

（２）続柄１～６で入力すべきところ、続柄７で入力した場合。⇒再裁定不要 

（未支給処理の際、正しい続柄で処理をします） 

なお、下記の理由から入力誤りが判明した時点で業務渉外部債権調査グ

ループ収納担当（０３－５８４３－９３０５）へ電話連絡をしてくださ

い。 

・本来告知すべきでない者について、死亡後支払分について告知すべく、

債務者調査を行なってしまうため。 

・死亡後に介護保険料等の特別徴収がある場合、本来告知しない旨の通知

を送付すべきところ、誤って市区町村に告知してしまうため。 

 

※上記（１）（２）とも、業務渉外部債権調査グループへ連絡した旨を未支給

請求書の余白へ記載してください。 

※氏名や住所の入力誤りの場合は、再裁定不要です。未支給処理の際に正し

く入力しますので、支払部各支払グループへご相談ください。また、準確
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源泉については、死亡失権（５０－０１）入力時の氏名・住所に基づき作

成されるため、正しい宛先の準確源泉作成については、支払部各支払グル

ープへご相談ください。 

※死亡年月日の入力誤りの場合は再裁定になりますが、入力誤りが判明した時

点で業務渉外部債権調査グループ告知担当（０３－５８４３－９３０３）又

は収納担当（０３－５８４３－９３０５）へ電話連絡をしてください。また、

様式１２７－２号に業務渉外部債権調査グループへ連絡した旨を記載して

ください。 

 

 

 

 

 

Ｑ７ 年金の 入被保険 が の老 金を 給で る 数

を えて納 した保険 について する とがで るが、３

例 を た とにより、 の老 基 金を受給で る 数を

超えた場合も、保険 を 付し 裁定となるのか  

 

Ａ  

３号特例届の効力は、届出日以降において該当する期間を保険料納付済期

間に算入するものであるため、満額の老齢基礎年金を受給できる月数に達

した時点は、３号特例届を届け出た日となります。したがって、３号特例

届を届出したことにより、保険料納付済期間等が満額の老齢基礎年金を受

給できる月数を超えたとしても、届出日の属する月前の期間について納付

された任意加入期間の保険料は還付することはできません。よって、任意

加入期間に変更はないことから、再裁定とはなりません。 

※「国民年金の任意加入被保険者が満額の老齢基礎年金の受給が可能とな

る月数に達した後に納付した保険料の取扱いに関する質疑応答集《２

訂》」問（１２）参照 

 

なお、同様に中国残留邦人等の特例により公費充当日から満額の老齢基

礎年金を受給している場合も、還付することはできませんのでご留意くだ

さい。 
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Ｑ 邦人 の対象 の 裁 をしたと ろ、資格 で 納 済

み 間のみであるが、 除 として決定された 納付 とする

裁定依 は必 か  

 

Ａ  

中国残留邦人等の対象者については、平成２０年の改正政令及び平成２１年

の改正政令により、永住帰国前のみなし被保険者期間のほか、帰国後の国民年

金の被保険者期間及び脱退手当金支給済期間についても保険料納付済期間と

されています。その場合の資格記録は、永住帰国前の期間はＨ納付と表示され、

永住帰国後の期間はＡ納付と表示されます。 

受給権発生年月日を平成８年４月１日とした場合、中国残留邦人等の被保険

者期間は免除期間又は未納期間であることから、免除期間として決定され、納

付済期間とする再裁定処理が必要となります。再裁定依頼については、本部に

て対象者の管理をしているため、必要ありません。 

なお、Ａ納付期間については、本人納付済期間なのか公費充当による納付済

期間なのかによって受給要件に算入できる時期が異なるため、注意が必要です。 

Ａ納付期間について確認したい場合は、業務管理部業務調整グループ（０３

－５３４４－１１３０）へ照会してください。 

※中国残留邦人等の特例については、下記を参照してください。 

・「社会保険業務センターつうしん」平成８年３月号・４月号 

・平成２０年２月 ８日庁保険発０２０８００１号 

・平成２１年４月３０日庁保険発０４３０００１号 

 

Ｑ９ 明した 間が 令共 合 以下、「 令期間 という ）

   と している 能性がある 合の対 方法は  

 
Ａ  

厚年期間が旧令期間と重複している場合、重複している旧令期間の月数を

削除する必要があります。旧令期間は、原簿には月数しか表示されないため、

期間については業務渉外部渉外グループ旧令担当（０３－５８４３－９３１

４）に確認してください。 
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厚年期間と旧令期間の てい い が確認できた場合は、様式１２７

号の特記事項欄に、旧令期間の自至年月を記載してください。 

厚年期間と旧令期間の している が判明した場合は、業務渉外部渉外

グループ旧令担当より「旧令期間の内訳が確認できる書類」を取り寄せたう

え、様式１２７号に添付して進達してください。また、仮計算書の試算にも

注意してください。 

  ただし、旧令期間が３９月の場合は、期間が昭和１７年６月～昭和２０年

８月であることが明らかなため、業務渉外部渉外グループ旧令担当への確認

の必要はありません。様式１２７号の特記事項欄に「旧令期間削除あり」と

記載して進達してください。 

なお、当時の加算通知がある場合は、同通知の写しを様式１２７号に添付

して進達してください。 

※旧令共済加算期間は昭和１７年６月～昭和２０年８月の期間で、最大３９

月です。（厚生年金保険法附則第２８条の２） 

 

Ｑ ０ 四 被保険 を有する者に 令 が した と より、

受給 発 が第 被保険 の 格 失前 で 及 る

ととなった場合、第四 被保険者 の 除は必 か。 

 

Ａ  

第四種被保険者の資格を喪失するのは、旧厚生年金保険法第１７条第２号

に「第４２条第１項第１号から第３号までのいずれかに規定する被保険者期

間を満たしたとき。」とあり、「受給権を確保したとき。」との記述ではな

いため、旧令期間を含め受給権を確保できたことを理由に第四種被保険者の

資格を喪失させることはありません。よって、第四種被保険者期間の削除は

不要です。 

※年金給付業務処理マニュアル Ⅳ－１８「旧令共済組合員期間照会の進達」

参照 
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＜例＞ 

 

 

                       （240 月） 

 
 

 

 

 

 

                 （240 月） 

 

 

 

Ｑ 通 老 年金の再裁定 おいて、 通 象 間の が必 です

と返戻された場合、 対象 の に必 な  

 

Ａ  

再裁定の審査では、受給権発生時点の記録によって受給要件を満たすかを

確認します。通算対象期間は、受給要件・受給権発生年月日に関わるため、

その期間が不明な場合、通算対象期間を確認できる書類を添付してください。 

添付書類のうち、主なものは以下のとおりです。 

・共済組合員の期間を確認する場合は、「年金加入期間確認通知書」もしくは

「通算対象期間確認通知書」。 

・配偶者のカラ期間の場合は、配偶者の被用者年金各法の加入期間を確認で

きる書類及び婚姻期間の確認できる戸籍謄本等。 

・恩給を受給していた場合は、カラ期間の対象となるので、起算月・給与初

月等が記載されている恩給証書の写し等。 

※恩給証書の起算月の取り扱いについては、「国民年金・厚生年金保険・年金

給付関係業務取扱要領（裁定編）」Ｐ．３１０参照 

厚年期間（10 年以上） 四種期間 

  △ 

（受発） 

旧令期間 厚年期間（10 年以上）

  △ 

（今回判明） 

四種期間 

除不  

    △ 

    （受発遡及） 
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Ｑ１２ 成２３年５月 の【再裁 ヘルプデスク 照会 例Ｑ＆Ａ】

Ｑ２１の〈 取 失 の 抜 方フロ 〉 Ｐ １）に（同

の資格取 ・ 失の場合は除く とあるが、どのような 合か

体例を示して しい  

 

Ａ 次頁参照 
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＜具体例＞ 
大正１年１２月 生 （６０歳：昭和４７年１２月  ６５歳：昭和５２年１２月） 
  受給権発生年月：昭和５２年１２月 （６５歳） 

通算対象期間 ：共済 ８４月 ＜昭和４０年４月～昭和４７年４月＞ 
    ＊６０歳時点では１２月未満のため、要件不該当（期間追加前） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整番 年 月 日 種 別 月・賞 原因 期間 

1111－アアア（111111）－111111 

 

4 

 010 

4 

4 

4 

期間追加により６０歳時点で

要件該当となるため、0230 の

受発が昭和 52.12→昭和 48.03
  昭 37.02.01  1      016     1    9 今 明

    昭 39.07.01                

1111－アアイ（111111）－111112 

 

  昭 47.05.01  1      072     2   

    昭 48.03.01                

1111－アアウ（111111）－111113 

  昭 48.04.01  1      056     2    002 

    昭 48.06.01                

1111－アアエ（111111）－111114 

  昭 48.07.01  1      092     2    001 

    昭 48.07.10                

1111－アアオ（111111）－111115 

  昭 48.08.01  1      060     2    001 

    昭 48.09.26                4 

1111－アイア（111 11）－111116 

  昭 48.09.28      060     2    1  001 

    昭 48.10.20                4 

1111－アイイ（111 11）－111117 

  昭 48.10.24    064     2    1    005 

    昭 49.03.01                4 

1111－アイウ（111 11）－111118 

  昭 49.03.04    076     2    1   

     

 001 

4 

4 

    007 

    昭 49.03.10           

1111－アイエ（111111）－111119 

  昭 49.04.01  1      068     2    003 

    昭 49.07.01                

1111－アイオ（111111）－111120 

  昭 49.10.01  1      100     2   

昭 52.12.01  1      100     3

    昭 53.07.01                4 

☆ 
へ遡及する。そのため、以後

の取得・喪失による再取得失

権及び新規裁定を行う

 038 

。 
0230 受発 

再取得失権（50-02） 

0231 受発 

0232 受発 

0233 受発 

0234 受発 

0235 受発（６５歳） 

再取得失権（50-02） 

再取得失権（50-02） 

再取得失権（50-02） 

再取得失権（50-02） 

) 
) 本来、 内の ・ の 合

失権 な しかし、受発月に失権となる

ため年金の 給が全くない 作成とな

り、新規裁定を行うにも、年金コードの数

が限られているため、便宜上、

) 
処 （ 定）を わない  
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５． 市町村（合併・住所表示変更等）・金融機関（合併・各種変更）に

関するお知らせ 

 

【年金給付部 給付企画グループ】 

 

○ 【情報提供】市制施行に伴う住所表示等の変更 

      （平成 23 年 11 月日 給付情 2011-183） 

 

平成 23 年 11 月 11 日に市制施行された「石川県野々市市」に関する情報提供を行

ったものです。 

 

 

○ 【情報提供】金融機関の合併及び店舗名称変更 

  （平成 23 年 11 月 1 日 給付情 2011-184 （平成 23 年 12 月 15 日支払から変更）） 

（平成 23 年 12 月 1 日 給付情 2011-203（平成 24 年 1 月 13 日支払から変更）） 

 

金融機関・店舗名称変更に関する情報提供を行ったものです。 
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平成２３年１１月１日 

給付情２０１１－１８３ 

 

行に伴う住所表示等の変 （ 供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的・趣旨 

 平成２３年１１月１１日施行される「石川県野々市市」の市制施行について情報提供いたします。 

 

 

ポイント（内容） 

○「石川県野々市市」‥石川郡野々市町が「野々市市」となる事に伴い、各ファイルの住居表示を一括変

更処理します。詳細は別紙１をご確認ください。 

 

 

宛
先

 

本部  ブロック本部  事務センター  年金事務所  

 

情
報
提
供
先

 

相
談
セ
ン
タ
ー

 

社
労
士
会

 

健
保
協
会

 

機
構
健
保

 

 各
部(

全)
 

関
係
部

 

管
理
部

 

相
給
部

 

適
徴
部

 

厚
年
Ｇ

 

国
年
Ｇ

 

年
給
Ｇ

 

記
録
Ｇ

 

適
用
課

 

徴
収
課

 

国
年
課

 

記
録
課

 

相
談
室

 

 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

 

○ 

    

本部関係部 

厚生年金保険部、国民年金部、年金相談部、 

基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、 

業務渉外部、記録管理部 

 
照会先 
本部 年金給付部 給付企画Ｇ  
担当 菊池・若月 
連絡先 
（直通）  
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［別紙１］ 
平成２３年１０月２７日 
給 付 企 画 Ｇ 

 
 

に う住 示 の ついて 
 
 

平成２３年１１月１１日に施行される「野々市市」の市制施行については、

各ファイルの住居表示を一括変更処理し対応することとする。 

 

 

１．合併する地域及び新市名称 

.（１）石川県 

石川郡野々市町が市制に移行し、「野々市市」となる。 

 

 

２．市区町村（住所）コードテーブルの修正内容 
（１）市区町村コードテーブル（高井戸） 

市区町村名 
【野々市市】 

市区町村コード 

国年 厚年 船保 
現行 ｲｼｶﾜｸﾞﾝﾉﾉｲﾁﾏﾁ 34600344 34160344 34810344 
新 ﾉﾉｲﾁｼ 34600212 34160212 34810212 

 
 
（２）住所コードテーブル（三鷹） 
 

市区町村名 
【野々市市】 市区町村コード 

現行 ｲｼｶﾜｸﾞﾝﾉﾉｲﾁﾏﾁ 34344 
新 ﾉﾉｲﾁｼ 34212 
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3. 修正時期

( 1 )平成 23年 11月 11日施行分

適用・徴収処理・・・・・平成 23年 11月 11日より稼動

裁定処理・・・・・・・・・・・平成 23年 11月 17日裁定日分より稼動

(平成 23年 11月 11日入力処理分より)

支払処理・・・・・・・・・・・ (新裁分)

平成 24年 1月随時払分より稼動

(諸変更分)

平成 23年 12月定期支払分より稼動

諸変更処理・・・・・・・・・平成 23年 11月 11日入力分より稼動

債権処理・・・・・・・・・・・・平成 23年 12月調定分より稼動

4. 年金給付システムに係る修王

( 1 )受給権者原簿及び諸変更について

裁定原簿は市区町村コード、郵便番号、原簿住所をもとに住所一括変

更 12月定期支払処理にむけて行う。すでに合併前の旧住所で入力済み

の住所変更届については、 1月随時支払にむけて一括変更を行う。

( 2)債権管理簿について

平成 23年 12月調定分及び 12月 1日発送の督促状から新住所とす

るために、郵便番号をもとに住所変更の対象者を抽出し、補正リストを

作成する。 (住所変更処理については、別途、連絡票を起票し、業務部

において行う。)

( 3 )共済情報交換について

共済情報交換処理における疑市区町村名称テーブルについて、修正を

行う。修正時期については、市町村合併日後の共済情報交換処理までに

行うものとする。

(4 )住民基本台帳ネットワークにかかる情報交換について

住民基本台帳ネットワークにかかる情報交換処理における照会要求フ

ァイルについて修正を行う 。修正時期については、受給権者原簿の一括

変換と同期をとるものとする。

3. 修正時期

( 1 )平成 23年 11月 11日施行分

適用・徴収処理・・・・・平成 23年 11月 11日より稼動

裁定処理・・・・・・・・・・・平成 23年 11月 17日裁定日分より稼動

(平成 23年 11月 11日入力処理分より)

支払処理・・・・・・・・・・・ (新裁分)

平成 24年 1月随時払分より稼動

(諸変更分)

平成 23年 12月定期支払分より稼動

諸変更処理・・・・・・・・・平成 23年 11月 11日入力分より稼動

債権処理・・・・・・・・・・・・平成 23年 12月調定分より稼動

4. 年金給付システムに係る修正

( 1 )受給権者原簿及び諸変更について

裁定原簿は市区町村コード、郵便番号、原簿住所をもとに住所一括変

更 12月定期支払処理にむけて行う。すでに合併前の旧住所で入力済み

の住所変更届については、 1月随時支払にむけて一括変更を行う。

( 2)債権管理簿について

平成 23年 12月調定分及び 12月 1日発送の督促状から新住所とす

るために、郵便番号をもとに住所変更の対象者を抽出し、補正リストを

作成する。 (住所変更処理については、別途、連絡票を起票し、業務部

において行う。)

( 3 )共済情報交換について

共済情報交換処理における疑市区町村名称、テーブルについて、修正を

行う。修正時期については、市町村合併日後の共済情報交換処理までに

行うものとする。

(4 )住民基本台帳ネットワークにかかる情報交換について

住民基本台帳ネットワークにかかる情報交換処理における照会要求フ

ァイルについて修正を行う 。修正時期については、受給権者原簿の一括

変換と同期をとるものとする。
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5. 記録管理システムに係る処理

( 1 )国民年金被保険者ファイルについて

平成 23年 11月 11日施行分については平成 23年 11月 11日よ

り、入力及び照写を可能とする。

旧住所で入力されているものについても市区町村コード等をもとに一

括変更し、平成 23年 11月 21日より、新住所で照写する。

( 2)厚生年金保険被保険者ファイル、船員保険被保険者ファイルについて

市区町村コードテーブルを修正し、平成 23年 11月 11日施行分に

ついては平成 23年 11月 11日より、入力及び照写を可能とする。

旧住所で入力されているものについても市区町村コード等をもとに一

括変更し、平成 23年 11月 11日施行分については平成 23年 11月

1 4日より新住所で照写する。

( 3 )基礎年金番号管理ファイルについて

加入制度または受給権者原簿のスケジュールに沿って変更し、また、

制度未加入者については、平成 23年 11月 11日施行分については平

成 23年 11月 14日より新住所で照写する。

(4) 共済組合員情報ファイルについて

各共済組合から定期に回付される異動データに基づき変更する。

6. 郵便番号辞書ファイル・住所辞書ファイルについて

平成 23年 11月 11日施行分については平成 23年 11月 11日よ

り入力及び照写を可能とする。

5. 記録管理システムに係る処理

( 1 )国民年金被保険者ファイルについて

平成 23年 11月 11日施行分については平成 23年 11月 11日よ

り、入力及び照写を可能とする。

旧住所で入力されているものについても市区町村コード等をもとに一

括変更し、平成 23年 11月 21日より、新住所で照写する。

( 2)厚生年金保険被保険者ファイル、船員保険被保険者ファイルについて

市区町村コードテーブルを修正し、平成 23年 11月 11日施行分に

ついては平成 23年 11月 11日より、入力及び照写を可能とする。

旧住所で入力されているものについても市区町村コード等をもとに一

括変更し、平成 23年 11月 11日施行分については平成 23年 11月

1 4日より新住所で照写する。

( 3 )基礎年金番号管理ファイルについて

加入制度または受給権者原簿のスケジュールに沿って変更し、また、

制度未加入者については、平成 23年 11月 11日施行分については平

成 23年 11月 14日より新住所で照写する。

(4) 共済組合員情報ファイルについて

各共済組合から定期に回付される異動データに基づき変更する。

6. 郵便番号辞書ファイル・住所辞書ファイルについて

平成 23年 11月 11日施行分については平成 23年 11月 11日よ

り入力及び照写を可能とする。



平成２３年１１月１日

給付情２０１１－１８４

金 機 の合 及び 名称変 （ 供）

目的・趣旨

金融機関の合併及び店舗名称変更についてご連絡します。

ポイント（内容）

１２月１５日支払からの変更となります。

変更となる金融機関・店舗名につきましては別添参照願います。

宛
先

本部 ブロック本部 事務センター 年金事務所

情
報
提
供
先

相
談
セ
ン
タ
ー

社
労
士
会

健
保
協
会

機
構
健
保

各
部(

全)

関
係
部

管
理
部

相
給
部

適
徴
部

厚
年
Ｇ

国
年
Ｇ

年
給
Ｇ

記
録
Ｇ

適
用
課

徴
収
課

国
年
課

記
録
課

相
談
室

○○○○○○○○○○○○○ ○

本部関係部

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部

照会先
本部 年金給付部 給付企画Ｇ
担当 菊池・若月

連絡先
（直通）
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銀行・信金

金融機関名コード 旧店舗名称 新店舗名称 実施時期（年月日）

0167 ヨナゴチユウオウ ヨナゴチユウオウ 平成23年11月21日

山陰合同銀行 米子中央出張所 米子中央代理店

1881 ホンマチ ホンテン 平成23年10月11日

高知信用金庫 本町 本店営業部

1470 ヒノデ ミユキ 平成23年11月18日

福井信用金庫 日之出 御幸

2451 タカハマヒガシ タカハマ 平成23年11月25日

愛知県中央信用組合 高浜東 高浜

2092 ナカノサク エナ 平成23年11月18日

いわき信用組合 中之作 江名

1204 タテバヤシ オオイズミ 平成23年11月14日

桐生信用金庫 館林 大泉

1333 アダチ イタバシ 平成23年12月5日

東京三協信用金庫 足立 板橋

1401 コスギチユウオウ イミズ 平成23年11月21日

富山信用金庫 小杉中央 射水営業部

1386 シラネ オガサハラ 平成23年11月14日

山梨信用金庫 白根 小笠原

1386 カミヤ ヤムラ 平成23年12月12日

山梨信用金庫 上谷 谷村

1033 ニシマチ ニシマチ 平成23年11月7日

遠軽信用金庫 西町 西町出張所

1635 ハナポート ツルミ 平成23年11月14日

大阪市信用金庫 はなぽーと つるみ

1635 イマザト ヒガシナリ 平成23年11月14日

大阪市信用金庫 今里 東成

1635 キヨウバシ ミヤコジマホンドオリ 平成23年11月14日

大阪市信用金庫 京橋 都島本通

0119 ヨコテエキマエ ヨコテジヨウリ 平成23年10月21日

秋田銀行 横手駅前 横手条理

0119 ヨコテニシ ヨコテジヨウリ 平成23年10月21日

秋田銀行 横手西 横手条理

2616 ヒヨウゴ コウベ 平成23年10月11日

淡陽信用組合 兵庫 神戸

0190 メイノハマ メイノハマエキマエ 平成23年9月12日

西日本シティ銀行 姪浜 姪浜駅前

0190 クルメニシマチ クルメ 平成23年9月12日

西日本シティ銀行 久留米西町 久留米営業部

0179 トクスエ カラツ 平成23年3月7日

佐賀銀行 徳須恵出張所 唐津

0158 ダイニチ 平成23年10月17日

京都銀行 大日 新設

0158 オウジ 平成23年10月24日

京都銀行 王寺 新設

0009 ヤチヨミドリガオカ 平成23年11月14日

三井住友銀行 八千代緑が丘出張所 新設

0009 マツイヤマテ 平成23年11月14日

三井住友銀行 松井山手出張所 新設

1860 ミシマ 平成23年11月7日

愛媛信用金庫 三島 新設
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農協等

旧農協名/県コード 旧店舗名称 新農協名/県コード 新店舗名称 実施時期（年月日）

3017 ニイガタミライウスイ 3017 ニイガタミライシロネミナミ 平成23年11月26日

新潟みらい農協 臼井 新潟みらい農協 しろね南

3017 ニイガタミライコバヤシ 3017 ニイガタミライシロネミナミ 平成23年11月26日

新潟みらい農協 小林 新潟みらい農協 しろね南

3017 ニイガタミライシヨウゼ 3017 ニイガタミライシロネミナミ 平成23年11月26日

新潟みらい農協 庄瀬 新潟みらい農協 しろね南

3017 ニイガタミライネギシ 3017 ニイガタミライシロネキタ 平成23年11月26日

新潟みらい農協 根岸 新潟みらい農協 しろね北

3017 ニイガタミライシロネ 3017 ニイガタミライシロネキタ 平成23年11月26日

新潟みらい農協 白根 新潟みらい農協 しろね北

3017 ニイガタミライミナミ 3017 ニイガタミライシロネミナミ 平成23年11月26日

新潟みらい農協 みなみ 新潟みらい農協 しろね南

3017 ニイガタミライオオワシ 3017 ニイガタミライシロネキタ 平成23年11月26日

新潟みらい農協 大鷲 新潟みらい農協 しろね北

3026 キョウトヤマシロミマキ 3026 キョウトヤマシロクミヤマチヨウ 平成23年11月25日

京都やましろ農協 御牧 京都やましろ農協 久御山町

3026 キョウトヤマシロサヤマ 3026 キョウトヤマシロクミヤマチヨウ 平成23年11月28日

京都やましろ農協 佐山 京都やましろ農協 久御山町

3043 アソハクスイチユウオウ 3043 アソアソミナミチユウオウ 平成23年9月24日

阿蘇農協 白水中央 阿蘇農協 阿蘇南中央

3043 アソタカモリチユウオウ 3043 アソアソミナミタカモリ 平成23年9月24日

阿蘇農協 高森中央 阿蘇農協 阿蘇南高森

3043 アソソヨウチユウオウ 3043 アソアソミナミソヨウ 平成23年9月24日

阿蘇農協 蘇陽中央 阿蘇農協 阿蘇南蘇陽

9487 ヤワタハマ 9487 エヒメシンギョレンホンショ 平成23年12月1日

八幡浜漁協 本所 愛媛信漁連 本所

9487 ヤワタハマミカメ 9487 エヒメシンギョレンホンショ 平成23年12月1日

八幡浜漁協 三瓶 愛媛信漁連 本所

9487 ヤワタハママチミ 9487 エヒメシンギョレンホンショ 平成23年12月1日

八幡浜漁協 町見 愛媛信漁連 本所

9487 ヤワタハマセト 9487 エヒメシンギョレンホンショ 平成23年12月1日

八幡浜漁協 瀬戸 愛媛信漁連 本所
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平成２３年１２月１日

給付情２０１１－２０３

金 機 の 名称変更（ 供）

目的・趣旨

金融機関の店舗名称変更についてご連絡します。

ポイント（内容）

１月１３日支払からの変更となります。

変更となる金融機関・店舗名につきましては別添参照願います。

宛
先

本部 ブロック本部 事務センター 年金事務所

情
報
提
供
先

相
談
セ
ン
タ
ー

社
労
士
会

健
保
協
会

機
構
健
保

各
部(

全)

関
係
部

管
理
部

相
給
部

適
徴
部

厚
年
Ｇ

国
年
Ｇ

年
給
Ｇ

記
録
Ｇ

適
用
課

徴
収
課

国
年
課

記
録
課

相
談
室

○○○○○○○○○○○○○ ○

本部関係部

厚生年金保険部、国民年金部、基幹システム開発部、業務管理部、支払部、障害年金業務部、業務渉外部

照会先
本部 年金給付部 給付企画Ｇ
担当 菊池・若月

連絡先
（直通）
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銀行・信金

金融機関名コード 旧店舗名称 新店舗名称 実施時期（年月日）

0182 チカミ リキゴウチカミ 平成23年12月5日

肥後銀行 近見 力合近見

1710 トンバラ キスキ 平成23年12月12日

しまね信用金庫 頓原 木次

1386 キタ ユムラ 平成23年12月19日

山梨信用金庫 北 湯村

1386 ミサカ イサワ 平成23年12月19日

山梨信用金庫 御坂 石和

0009 ヒロオガーデンヒルズ ヒロオ 平成23年12月19日

三井住友銀行 広尾ガーデンヒルズ出張所 広尾

0116 ヒラオカパーク ヒラオカパーク 平成23年11月14日

北海道銀行 平岡パーク出張所 平岡パーク

1440 オウギガオカ ヌカ 平成23年12月19日

金沢信用金庫 扇が丘 額

1440 ヘイワマチ テラマチ 平成23年12月19日

金沢信用金庫 平和町 寺町

1440 アカサカ ジヨウナン 平成23年12月19日

金沢信用金庫 赤坂 城南

1750 フクヤマコウナン フクヤマ 平成23年10月3日

広島信用金庫 福山光南 福山

0140 ホンチヨウキタ スミヨシチヨウ 平成23年11月14日

第四銀行 本町北 住吉町

0191 ノオガタ 平成23年11月21日

北九州銀行 直方 新設

0191 シングウ 平成23年11月28日

北九州銀行 新宮 新設

1611 ジヤスコクミヤマ クミヤマ 平成23年9月18日

京都中央信用金庫 ジャスコ久御山出張所 久御山

0155 ツニシ ツシンマチ 平成23年10月24日

百五銀行 津西 津新町
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農協等

旧農協名/県コード 旧店舗名称 新農協名/県コード 新店舗名称 実施時期（年月日）

3008 ヒタチノタカハマ 3008 ヒタチノ 平成23年11月28日

ひたち野農協 高浜 ひたち野農協 本店

3008 ミノリマチタケハラ 3008 ミノリマチ 平成23年11月28日

美野里町農協 竹原 美野里町農協 本所

3010 サワイセサキトヨウケ 3010 サワイセサキミナミ 平成23年12月10日

佐波伊勢崎農協 とようけ 佐波伊勢崎農協 南

3010 サワイセサキナワ 3010 サワイセサキミナミ 平成23年12月10日

佐波伊勢崎農協 なわ 佐波伊勢崎農協 南

3010 サワイセサキサンノウドウ 3010 サワイセサキミナミ 平成23年12月10日

佐波伊勢崎農協 さんのうどう 佐波伊勢崎農協 南

3017 エチゴジヨウエツヒダ 3017 エチゴジヨウエツアライ 平成23年12月10日

えちご上越農協 斐太 えちご上越農協 新井
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